
（１）－ア 

 

１ 件名 電気・機械設備等の運転・監視業務 

 

２ 委託場所 

  東京都練馬区上石神井４丁目８－４ 

  厚生労働省上石神井庁舎 

 

３ 委託期間 平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

４ 一般事項 

 (1)  受託者は厚生労働省担当者の指示に基づいて、仕様書による内容事項を誠実

に守らなければならない。 

 (2)  本仕様書の各委託業務の内容は大要を示したものであり、受託者は本仕様書

に記載されていない事項についても、庁舎の維持管理上必要な場合には厚生労

働省担当者と協議のうえ実施するものとする。 

 (3)  受託者は、この業務運営の具体的事項については、契約書及び仕様書に定め 

るもののほか厚生労働省担当者の指示に従うものとする。 

 (4)  受託者は、作業員の経歴書を厚生労働省担当者に提出し、その承認を受けな

ければならない。 

    なお、厚生労働省担当者において業務の遂行上不適当と認めた場合はいつで

も当該人の業務への従事を拒否できるものとする。 

 (5)  受託者は、常駐する作業員については、それぞれの業務に適合した服装を統 

一し各人に名札を着けさせなければならない。 

    なお、これに要する経費は受託者の負担とする。 

 (6)  受託者は作業員の労務管理を適正に行い、業務に支障をきたさないように留

意するとともに、労働条件等については労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)そ

の他諸法規に抵触しないように勤務割等について十分注意すること。 

 (7)  受託者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

    （設備監視室等におけるデータをディスク媒体等に移し外部に持ち出す事も含 

む。） 

 (8)  受託者は厚生労働省担当者の指示に基づいて、作業実施計画書をあらかじめ

提出するものとする。 

 (9)  受託者は指定された作業日誌に実施状況を記入のうえ翌日厚生労働省担当者

に提出し、検認を受けなければならない。 

 (10) 厚生労働省担当者は、委託業務に関して随時調査し又は報告を求め、必要が

あれば改善を命ずることができる。この場合、受託者は直ちにこれに応じなけ

ればならない。 

 (11) 日誌、記録一般、図面等は、図面管理システムを構築し、パソコンを使用す

るので、作業員はパソコン操作、ＣＡＤ等操作並びに図面の編集、作成管理が

できる人材であること。 

 (12) 本業務にデジタルビデオデータを利用しているため、データの編集作業がで
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きる人材であること。 

 (13) 中央監視システム、入退出管理システム、防犯システム、照明制御システム 、

監視カメラシステム等がネットワークで構成されているので、作業員はこれら

のシステム管理のできる人材であること。 

 (14) 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）

（平成 12 年法律第 100 号 ） 

第６条に基づき定められている環境物品等の調達の基本方針に従わなければな 

らない。 

 (15) 受託者は、各種設備機器点検等の年間計画を含む維持管理計画の作成に対す 

る技術的な支援を行うこととする。 

 (16) 本庁舎の電算棟には、日本全国で運用される労働保険の徴収・給付、職業紹

介等に係るシステムが設置されている。このため、電気、空調管理の不備等に

よりシステムトラブルが起きた場合の影響が多大なものであることを十分に認

識すること。 

 

５ 施設管理業務 

  受託者は、電気設備及び空調設備、防犯設備等の運転管理に関し、関係法規、

厚生労働省担当者の定める管理基準等定めに従うほか、厚生労働省担当者の指示

に基づいて庁舎の機能を完全に運営保持し得るよう努めなければならない。 

  また、受託者は故障の早期発見、事故の未然防止等の他善良な管理者の注意義

務をもって、経済的な運営を行うよう努めなければならない。 

 (1) 報告 

① 点検作業等の実施について、受託者は前月の２０日までに作業予定表を作

成のうえ厚生労働省担当者に提出し、作業実施後は翌月５日までに作業実施

報告書を提出するものとする。 

② 受託者は厚生労働省の定める管理基準に基づく様式による報告書を作成

し、毎日これを提出するものとする。 

③ 管理機器等に修理及び改造を要するときは、受託者はその理由を付して厚

生労働省担当者に詳細の説明・報告及び改善の提案をするものとする。 

 (2) 経費等 

点検作業等に要する油及び消耗品（ウエス・パッキン等）等は委託者が支給

するものとし、当該作業に要する工具計器類、被服及び仮眠用の寝具は受託者

の負担とする。 

また、業務に必要な事務室、仮眠室等の居室については、厚生労働省が提供

するものとし、業務を行ううえで必要な光熱水量についても厚生労働省が負担

するものとする。 

なお、下記作業等に要する材料及び費用等は本契約に含まないものとする。 

・ 各機器の改造、重大な故障に基づく修理の諸経費 

以上の他に経費負担等で疑義があるときは、厚生労働省担当者と協議し、そ

の指示に従うものとする。 
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 (3) 実施体制等 

① 業務時間 

上石神井庁舎の開庁日・閉庁日に関係なく２４時間体制とし、日勤について

は、開庁日の９時から１８時までとする。 

なお、点検立会い等の臨時出勤の必要がある場合は、厚生労働省担当者と協

議しその指示に従うものとする。 

② 人員 

    イ 開庁日の９時～１８時  ６名 

・うち１名は総合主任技術者 

・うち１名は事務棟担当者 

ロ イ以外の時間      ３名 

ハ 業務の必要に応じてイ・ロ以外の要員を配置することは妨げない。 

  ③ 要件 

    イ 総合主任技術者（ロに係る総括責任者） 

・第２種電気主任技術者以上の資格を有する者。 

    ロ 管理要員 

・第３種電気主任技術者以上の資格を有する者。 

・管理要員総数の２分の１以上の者に特別高圧敷設施設管理業務経験 

が２年以上あること。 

 (4) 電気主任技術者 

  ① 当庁舎は、特別高圧受電により電力引込を行っていることから、電気主任

技術者（第２種電気主任技術者以上の資格を有する者）を選任し、自家用電

気工作物の工事、維持及び運用の保安の確保に必要な業務を行うこと。ただ

し、総合主任技術者となるものが、電気主任技術者を兼務することは妨げな

い。 

② 電気主任技術者の業務時間は、開庁日の９時００分～１８時００分（休憩

時間含む）とし、当該業務時間中は厚生労働省上石神井庁舎に常駐するこ

と。また、電気主任技術者の不在時の代務者をあらかじめ定めておくとと

もに、緊急時の基本となる対処方法及び連絡体制を整備しておくこと。 

  なお、業務時間外であっても、自家用電気工作物に係る点検・工事・運用

等にあたり、厚生労働省が庁舎の管理において重要度又は緊急度が高いと判

断した場合には、管理・監督・立会い等の業務を行うこと。その場合の業務

時間は都度厚生労働省担当者と協議するものとし、本契約の範囲内とする。 

③ 必要に応じて関係書類等を関係官署への届出を行うこと。 

④ 当該技術者の業務遂行に際して、以下の事項を委託者と受託者の双方に 

おいて遵守すること。 

・ 厚生労働省は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保す 

るにあたり、電気主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。 

・ 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術 
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者として選任される者がその保安のためにする指示に従うこと。 

・ 電気主任技術者として選任される者は、自家用電気工作物の工事、維持 

及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。 

(5) 電気設備管理業務 

    電気等設備の日常操作並びに管理を主な業務とし、外部塵埃発錆の清掃除去

の他、以下の業務等について、厚生労働省上石神井庁舎で定める「設備管理基

準」（別添参照。以下「設備管理基準」という。）により正常かつ円滑な管理

に努めること。 

  ① 断路器、遮断器、変圧器、避雷器等の受変電設備外部点検 

  ②  計器用変成器、電力用ヒューズ、継電器等の受変電外付属設備外部点検 

  ③ 分電盤及び操作盤の点検手入 

  ④ 非常用電源設備（自家発、蓄電池）点検手入 

  ⑤ 各種電動機の点検手入 

  ⑥ 各種照明設備の点検手入 

  ⑦ 各ケーブル、ピットの布設、立ち上り点検手入 

  ⑧ 充電機器等の点検手入 

  ⑨ 常駐技術者で可能な小修理（蛍光灯、コンセント、安定器取り替え）及び

備品、工具計器の管理 

   ※ 分電盤の監視範囲は別紙参照 

(6) 空調（冷暖房）・給排水設備等管理業務 

   空調設備等の日常運転並びに管理を主な業務とし、外部塵埃、発錆の清掃除

去の他以下の業務等について、「設備管理基準」により正常かつ円滑な管理に

努めること。 

  ① 圧力、温度の維持及び調節 

  ② 自家発電機燃料油及び燃料タンク等の点検 

  ③ 各付属機器（空調機、冷却塔、給水装置、ポンプ、ファン）等の冷暖房器

点検手入 

  ④ 送排風機点検手入及び電動機グリス注入 

    ⑤ 電気集塵機点検及び洗浄、清掃 

  ⑥  外気取り入れ口フィルター洗浄及び小型空調機等のフィルター清掃 

  ⑦ 各駆動部、配管等の異常音、漏洩、その他点検 

  ⑧ 各種制御装置の点検手入 

  ⑨ アネモ点検 

  ⑩  衛生関係（上水、雑水、汚水）等点検手入（外部） 

  ⑪ 常駐技術者で可能な小修理（パッキン交換等）及び備品、工具計器の管理 

 (7) 防火管理業務 

   防火設備の日常管理を主な業務とし、外部塵埃、発錆の清掃除去の他以下の

業務等について、「設備管理基準」により正常かつ円滑な管理に努めること。 

  ① 火災報知器表示灯の目視点検（消防法に基づく点検は別途とする） 

  ② 緊急時（火災）における通報（消防計画に遵守する）と初期消火に努める。 
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  ③ 新ガス（窒素ガス）消火設備の目視点検 

  ④ 電算棟自家発電機室が危険物一般取扱所であることから、消防法（昭和

２３年７月２４日法律第１８６号）に基づき危険物保安監督者を選任し、

必要に応じて関係書類等を関係官署へ届け出を行い、適切な業務を行うこと。 

  ⑤ 消防法による防火管理者と同等の資格があると認められる者を１名おき、 

管理上必要な業務を以下に基づき行うものとする。 

      イ 常駐技術者による消火、通報及び避難の訓練の実施 

   ロ 消防の用に供する設備、消防活動上必要な消防設備の点検及び整備 

   ハ 火気の使用又は、取り扱いに関する監督 

   ニ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 

   ホ 入退出者収容人員の管理 

   へ 防火管理上必要な管理 

   ト 消防計画の作成補助  

 (8) 電話管理業務 

   電話設備の管理を主な業務とする。 

    ①  電話交換機、配線及び構内電話通信網の維持管理及び工事の立ち会い。 

  ② 常駐技術者で可能な小修理、端末設定及び備品、工具計器の管理。 

(9) 植栽の日常管理業務 

    電算棟屋上にある植栽の日常管理を行う。 

① 構内にある植栽へ必要に応じて灌水を行う。 

  ② 定期的に見回りを行い、病害や虫害の早期発見に努めること。 

(10) 建築物の確認業務 

   週次により、以下の業務を行う。 

① 外壁及び内壁の状態を確認し、異常の有無を報告すること。 

② 電算棟屋上のルーフドレンの状態を確認し、必要に応じて落ち葉・ゴミ等を

取り除くこと。 

(11) 厚生労働省上石神井庁舎における電力使用量についての資料作成 

   庁舎全体の電力使用量及び電算システムに係る電力使用量（電力監視装置 

から出力）についての資料をとりまとめ報告すること（前開庁日までの状況 

を翌開庁日までに）。その際、報告する内容の検証及び分析を行い 

、正確な 

報告を行うこと。 

 (12) 電算棟サーバー室内における空調稼働状況の把握と対応 

  ① サーバー室内において、空調機の稼働状況を確認し、各サーバーの稼働に支 

障がでないよう対応すること。 

      【確認内容】温度、湿度、風速、送風量等 

② 確認の上、問題がある場合は、ギャラリーパネルの手直し（向きの変更・移

動）等をはじめとする対応を行うこと。 

 

６ 庁舎管理補助業務 
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適正な庁舎管理業務を行うため、以下に示す厚生労働省担当者の業務補助を行

うこと。 

(1) 備品等購入計画書及び各種（電気、機械及び電話等。以下同じ。）工事計画 

書等の作成に係る補助 

 (2) 各種工事の日程等の調整及び打合せに係る補助 

 (3) 各種設備の保守点検、工事、台帳等管理に係る補助（法定基準の確認を含む。） 

 (4) 各種入札説明会及び関連仕様書作成に係る補助 

 (5) 各役所への届出書類、調査及びアンケート等の提出に係る補助 

 

７ エネルギー管理員業務 

エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和５４年６月２２日法律第４９号）

（以下「省エネ法」という。）により厚生労働省上石神井庁舎は「第一種エネル

ギー管理指定工場等」に指定されていることから、受託者は以下の業務を行うも

のとする。 

(1) 受託者は、エネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の 

維持、エネルギーの使用方法の改善及び監視に努めなければならない。 

(2) 受託者は本業務を行う者でエネルギー管理士免状の交付を受けている者（エ

ネルギー管理員講習修了者）のうちから、エネルギー管理員を選任し、エネル

ギー管理員のエネルギー管理士免状番号又はエネルギー管理講習修了番号、職

名及び氏名を書面で厚生労働省に提出しなければならない。 

(3) 選任されたエネルギー管理員は、エネルギーの使用の合理化に関しエネルギ

ーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びにエネ

ルギーの使用の合理化に関する設備の維持の業務の管理を行わなければならな

い。 

(4) エネルギー管理員は、省エネ法に定められた報告に係る書類の作成を行うこ

と。 

(5) エネルギー管理員は、その職務を自ら誠実に行うとともに、実施した業務の

結果について報告をしなければならない。 

(6) 厚生労働省はエネルギー管理員本人が業務を実施したことを確認するととも

に、エネルギー管理員から報告を受けた業務の結果について確認し、当該報告

を保存しなければならない。 

(7) 厚生労働省は、エネルギーの使用の合理化に関し、エネルギー管理員がその

職務を行ううえでの意見がある場合はそれを尊重し、指示に従わなければなら

ない。 

(8) 温室効果ガス削減対策等の各種エネルギー関連業務について、必要に応じて

庁舎内で使用しているエネルギーに関するデータの採取を行い、報告書の作成

の支援を行わなければならない。 

 

８ 建築物等点検業務 

官公庁施設の建設等に関する法律（昭和２６年６月１日法律第１８１号）
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に基づき、当庁舎建築物等の点検を行うこと。 

(1) 業務内容 

① 建築基準法(昭和25年法律第201号)第１２条第４項又は官公庁施設の建

設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第１２条第２項に基づく点検。 

② 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第１３条第１

項に基づく「国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準」に

規定する支障がない状態を確認するための点検。 

(2) 点検対象 

官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)１２条第２項に基

づく、昇降機以外の建築設備 

(3)  点検方法 

「建築物点検マニュアル（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）」による。 

(4)  点検結果の報告 

点検結果報告書の様式は次による。 

＊ 「点検記録（総括表）」及び「点検マニュアルチェックシート」 

報告は、当該施設の点検終了後速やかに報告する。（ただし、緊急性のあるも

のは適宜報告する。）         

(5)  貸与資料 

業務の実施に先立ち、必要に応じ次の関係資料を貸与する。なお、厚生労働

省が請求した場合や業務が終了した場合には速やかに返却すること。 

① 諸官庁提出書類控え 

・事業用電気工作物保安規定    ・官公署届出書類一覧表 

・前回報告書副本の写し 

② 工事業者関連簿 

・緊急連絡先一覧表        ・工事関係者一覧表 

③ 設備関連 

・設備機器台帳          ・修繕履歴 

④ 点検・検査記録簿関連 

・特殊建築物等調査記録      ・建築設備定期検査記録 

・消防設備点検結果報告書     ・エレベーター定期検査記録 

・使用前自主検査記録       ・定期自主検査記録 

・事故、修繕、更新記録 

⑤ 図面類 

・完成図             ・機器完成図 

⑥ 管理資料 

・カタログ            ・取扱説明書 

・保全に関する資料        ・保証書 

・保守契約リスト 

(6)  点検実施者 

① 点検の実施に先立ち、次の事項について書面をもって厚生労働省担当者
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に通知する。   

・氏 名 

・点検に関する資格を証明するもの 

② 点検実施者は、当該点検業務に必要な次のいずれかの資格を有する者 

とする。 

・一級建築士（全ての点検業務が可） 

・二級建築士（全ての点検業務が可） 

・特殊建築物等調査資格者（建築部の敷地及び構造の点検に必要） 

・建築設備検査資格者 （昇降機以外の建築設備の点検に必要） 

 

 

９ 特別産業廃棄物保管管理業務 

特別産業廃棄物（ＰＣＢ含有安定器）を保管しているため、ポリ塩化ビフェニ

ル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成１３年６月２２日法律第

６５号）及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年１２月２５日法律

第１３７号）に基づき特別産業廃棄物保管責任者を選任し、必要に応じて関係書

類等を関係官署へ届け出を行い、適切な業務を行うこと。 

 

１０ 建築物環境衛生管理業務 

  建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、有資格者を選任の上、

空気環境測定（年６回）及び害虫生息調査（年６回）を実施すること。また、保

健所への各種申請も併せて実施すること。 

 

１１ 技術管理者業務 

  都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成１２年１２月２２日条例

第２１５号）による技術管理者の業務を行うこと。また、同条例による地球温暖

化対策計画書や基準排出量変更申請書等の提出に際しては、資料作成を含む技術

的支援を行い、提出にも同行すること。 

 

１２ 入退館ＩＣカード発行等業務 

  厚生労働省担当者の指示に従い、入退館に係るＩＣカードの発行等処理を行

うこと。 

 （処理予定件数…年間およそ８００件。） 

 

１３ 各種保守点検業務及び庁舎内整備工事等の調整・支援業務 

本仕様書に基づく各種保守点検業務について、その結果を必要に応じて官公

庁に届出するとともに、点検内容を把握・整理し、不具合等の改善が必要な場

合には、そのための調整や業務支援を行うこと。 

また、本仕様書に係る業務以外であっても、次に示す工事に必要な情報（図

面、容量等資料）について把握・整理し、関係各者との調整や業務支援を行う
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こと。工事後はその結果を関係各者と調整のうえ資料に反映させ管理すること。 

(1) 電源工事（分電盤情報含む） 

(2) 電話工事 

(3) ネットワーク工事 

 

１４ 庁舎関連資料の整理・保管等 

  庁舎関連資料（各種届出書・図面・設備監視データ等）を整理・保管し、当 

該資料のリストを作成すること。また、本仕様書における各業務で作成され 

た資料は、厚生労働省に帰属するものとする。 

 

１５ 電算システムの導入・設置に係る業務支援 

  電算棟電算室への電算システム導入・設置に係る次の業務を行うこと。 

(1) 各電算室の許容電力（分電盤の配置及びコンセント配置状況を含む）及び

サーバの設置状況（レイアウト、熱量、電力量等）を把握し、関連資料を作

成・報告・管理すること。 

(2) 当庁舎の電算システムは今後増設・更改が繰り返し実施されるため、増設

・更改検討に際し、設置条件の面で必要な助言・支援をその都度行うこと。 

(3) 電算システム増設・更改の導入・設置時にはサーバ設置業者他関係各者と

の連絡・調整を行い、必要な指示・助言を行うこと。 
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別添 

 

 

 

 

 

 

 

設 備 管 理 基 準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運 転 監 視 業 務           

 

電 気 設 備 点 検 基 準       

 

空 気 調 和 設 備 点 検 基 準   

 

給 排 水 衛 生 設 備 点 検 基 準 

 

消 防 設 備 点 検 基 準       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省上石神井庁舎 
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運 転 監 視 業 務 

 

 （１）  電 気 設 備 

 

 

        項 

 区 分 

           作   業   項   目 

 

     備     考 

 

特別高圧受電

設備・高圧配電

設備 

【電算棟・事務

棟】 

 ① 設備の運転及び操作 

 ② 監視盤、操作盤及び受配電の計器による電圧、電  

流、周波数、力率の監視記録、異常の有無確認 

 ③  同上盤の信号灯、表示灯の良否確認 

 ④  自動記録装置（端末装置も含む）の作動確認、良否  

   確認 

⑤ 高圧受電盤、ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤、低圧電灯盤、低圧動力盤、変

圧器盤 

  

 中央監視盤のあるところ及び

分散設置のところも含めて運転

状況の確認を行う。 

 

  遮断器、ＬＳ、ＥＧなどの操

作用エネルギー源であり運転状

況を確認する必要あり 

 

蓄電池・整流器 

【電算棟】 

 

 

 ①  蓄電池用整流装置の運転状態の確認 

 

 

 

 

 

 蓄電池は各種継電器、警報設

備等重要な装置の動作用電源で

ある場合が多く、常に最良の状

態に維持するよう確認する必要

がある。 

 

ガスタービン 

発電装置 

【電算棟】 

 

 

 ①  装置の運転及び操作 

 

 ②  常用電源とＥＧの切り替え表示灯の表示の確認 

 

 ③  燃料の供給状態の確認 

 

 非常用予備電源であるＥＧは

常時待機の状態であり、最小限

左記事項を監視確認する必要が

ある。 

 

 

分電盤・動力制

御盤 

【電算棟・事務

棟】 

 

①  計器の動作及びスイッチ操作 

 

 ②  開閉操作の確認 

 

  負荷設備の根元であるので配

慮する。 

 

 

照明器具 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

① 器具の点滅の操作 

 

② 点灯の確認及び明るさの確認 

 

③ 自動点灯状況の確認及びタイマー設定状態の管理 

 

 

  ビルの主要負荷設備の運転状

況の確認であり、巡回時などに

対応する。 

 

 

電気時計 

【電算棟・事務

棟】 

 

 ①  電源電圧確認 

②  モニタ指針の確認 

③  子時計指針の確認 

 

  ビル内の標準時刻を維持する

ことは、事務棟・電算棟は特に

重要な事項である。 

拡声装置 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

①  電源装置の表示灯電圧、電流の確認 

 

 

 

 

  館内の一般放送のほか、非常

放送も兼ねる場合が多く防災の

見地からも最小限確認する必要

がある。 

 

信号設備 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

 

①  電源装置の表示灯電圧、電流の確認 

②  機器相互間の正常運転表示の確認。 

 

 

 

 

  信号装置も種々のものが少な

くとも設備されているのは比較

的重要な施設のはずであり、動

作電源の確認は必要と考えられ

る。 
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運 転 監 視 業 務 

 

 （２）  空 気 調 和 設 備 

 

 

        項 

 区 分 

           作   業   項   目 

 

     備     考 

 

パッケージ型

空調機・室内機

関係 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

 

① 機器の運転及び操作 

 

②  各指示計器による動作確認 

 

③ 高圧、低圧、圧力の確認 

 

④ 圧縮機電流、送風機電流確認 

 

⑤ 警報表示灯の確認 

 

 

 適正なサービスを維持するた

めの関連機器の運転状態の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パッケージ型

空調機・室外機

関係 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

① 送風機の異音、異臭等の確認 

 

② フインコイルの汚損、目詰まりの確認 

 

③ 送風機羽根の振動等の確認 

 

④ 冷媒配管ガス漏れの確認 

 

 適正なサービスを維持する為

の関連機器の運転状態の確認 

 

 

 

 

 

 

パッケージ型

空調機その他 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

 

 

 

① 警報作動の確認 

 

② 床下温湿度、吸い込み温度確認 

 

③ 運転時間の確認 

 

④ ドレン板腐蝕状況の確認 

 

⑤ 送風機振動等の確認 

 

 

 適正なサービスを維持する為

の関連機器の運転状態の確認 
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運 転 監 視 業 務 

 

  （３）  給 排 水 設 備 

 

        項 

 区 分 

           作   業   項   目 

 

     備     考 

 

受水槽・給水 

栓・ボールタッ

プ・配管 

【電算棟】 

 

 

 ① バルブ開度の適否の監視確認 

  

 ② 量水器による使用状態の監視確認 

  

 ③ 配管水漏れの確認 

  

 ④ 残留塩素の測定 

 

 

 

 衛生観点から対象設備の稼働

状況を確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火水槽・ﾎﾞｰﾙ

ﾀｯﾌﾟ 

【事務棟】 

 

 

 

 

 

 

① バルブ開度の適否の監視確認 

  

 ② 量水器による使用状態の監視確認 

  

 ③ 配管水漏れの確認 

  

 

 

衛生観点から対象設備の稼働

状況を確認 

 

ポンプ制御盤 

【電算棟】 

 

 

 

 ① 機器の運転及び操作 

  

 ② 動作時の電流、電圧、圧力、の適否確認 

  

 ③ 高水位、低水位警報ランプの作動確認 

  

 ④ 運転作動の確認 

 

 衛生原動機の確認 

 

 

 

 

 

 

 

汚水槽・排水槽 

・各種桝 

【事務棟】 

 

 ① 配管等の水漏れの有無確認 

 

 ② 排水状況の良否確認 

 

 

 衛生システムの確認のため 

 

 

 

 

・汚水管路・排

水管路 

【事務棟】 

 

① 排水管路の詰まり、排水状況の良否確認  

電気湯沸かし

器 

【電算棟・事務

棟】 

 

 ①  損傷及び水栓からの水漏れの確認 

 

 

 

 

 

 水漏れから漏電事故防止上留

意する必要がある 

 

 

 

 

油タンク 

【構内】 

 

 

① 火気安全の確認 

② 油量の確認 

③ 漏油の確認 

 

  消費量の確認と安全の確認 
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運 転 監 視 業 務 

 

  （４）  管 理 業 務 

 

 

        項 

 区 分 

          作   業   項   目 

 

     備     考 

 

電気関係 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 管理計画の作成 

 ② 電力消費情報（記録）の分析とこれに対する措置 

   （調整・操作） 

   ア 最大電力の制御（負荷調整） 

   イ 電源電圧の制御（変圧器タップ等の調整） 

   ウ 力率調整（進相コンデンサの調整） 

   エ 負荷率の検討と処置 

 ③ 運転開始及び終了時の機器類の異常の有無 

 ④ 電力会社との受電業務上の連絡 

 ⑤ その他運転に関する業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空調関係 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

 

 

 

① 管理計画の作成 

② 室内環境条件（温度、湿度、気流粉塵等）の情報 

    分析とそれに対する措置 

  ア  熱源機器、空調機、ポンプ等の台数制御 

  イ 熱効率を検討し対処する 

  ウ 使用エネルギー及び資源等の供給機関との業務上

   の連絡と対応 

③ 運転開始及び終了時の機器装置の異常の有無確認 

④ その他運転に関する業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給排水関係 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

① 管理計画の作成 

② 使用水量の情報（記録）の分析とそれに対する措置 

③ 排水監視装置の作動状況の確認（電極棒、ポンプ） 

④ その他運転に関する業務 

 

 

 

 

 

 

一般事項 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 従業員の技能、安全、衛生、に関する教育の計画と 

  実施 

 ② 関係機械、消耗品、什器、備品等の保管出納の業務 

 ③ 関係官庁、その他の機関に対する所手続き、その他 

    の事務 

 ④ 管理、業務状況報告書の作成 

 

 

特記事項 

① エネルギー管理員選任業務 

      エネルギー管理員の選任届を行い、必要に応じて   

   関係書類等を関係官署へ届けるものとする。 

  ②  省エネ法に基づくエネルギー管理員の職務を正常  

   かつ円滑な管理に努めること。 

  ③  円滑な管理を行うために、委託者は管理員に協力 

  し、指示に従うこと。 
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電 気 設 備 点 検 基 準 表 

（ 日 常 巡 視 点 検 ） 

          

 

 

機 器 名 

 

 

作   業   項   目 

 

点    検  周  期 

日 

 

週 

 

月 

 

年 

 

真空遮断器・断

路器 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

 

 

 ① 引き出し機構部に異常がないか点検 

 

 ② 動作回数の点検 

 

 ③ 表示灯の点検 

 

 ④ 碍子外観上異常がないか点検 

 

 ⑤ 接続状態、本体表示等の点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

   

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変圧器（乾式変

圧器 ） 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

 

 ① 異音、異臭、振動の点検 

 

 ② 外箱の汚損、錆、油漏れ有無の点検 

 

 ③ 変圧器温度測定及び適否の確認 

 

 ④ 冷却ファンの点検 

 

 ⑤ ガス圧力計の指示確認（特別高圧用変圧器） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電力用コンデン

サ 

【電算棟】 

 

 

 ① 外箱の汚損、損傷、腐蝕、油漏れ有無の点検 

 

 ② 異音、異臭の有無の点検 

 

 ③ 碍子の汚損、損傷の有無の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

計器用変成器 

【電算棟・事務

棟】 

 

①  外部の汚損、損傷、破損、発錆の有無の点検 

 

② 異音、異臭の点検 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

◯ 

 

 

 

計器用変流器 

【電算棟・事務

棟】 

 

 ① 外部の汚損、損傷、破損、発錆の有無の点検 

 

 ② 異音、異臭の点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

 

 

 

 

電力ヒューズ 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

 

 ① 保護筒汚損、損傷、腐蝕、の点検 

 

 ② 碍子の汚損、損傷の有無の点検 

 

 ③ 端子部の過熱、緩みの有無の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

受電盤・配電盤 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

 

 ① 外観の汚損、損傷の有無の点検 

 

 ② 信号灯、表示灯の点灯確認 

 

 ③ 各計器指示値確認、記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 
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                            電 気 設 備 点 検 基 準 表 

（ 日 常 巡 視 点 検 ） 

         

機 器 名 

 

 

作   業   項   目 

 

点    検  周  期 

日 

 

週 

 

月 

 

年 

 

継電器 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

① カバー汚損の有無の点検 

 

② ターゲット表示確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

分電盤及び操作

盤 

【電算棟・事務

棟】 

 

① 外観の汚損、損傷の点検 

 

② 各器具点検 

 

③ スイッチ位置、表示灯の状態確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

 ○ 

 

 

 

 

 

特別高圧受電設

備・高圧配電設

備 

【電算棟・事務

棟】 

 ① 外観、変形、ひび割れ、脱落、緩み、腐蝕、錆、漏れ 

    等の外部点検 

②  振動、音響、温度、臭気等の点検 

 

③  パイロット、計器の付属品、異物侵入等の点検 

 

④ 各キュービクル施錠状態 

  

⑤ 特高操作盤キー位置及び保管状態確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

 ○ 

 

 ○ 

 

 

 

 

 

 

 

中央監視 制御

装置 

【電算棟】 

 

 ① 外観の汚損、損傷の有無の点検 

 

 ② 信号灯、表示灯の点検確認 

 

 ③  中央監視盤、中継装置、各種検出部の点検手入れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

非常用発電設備 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

 

 

① 潤滑油量及び汚れの適否の点検 

 

② 振動、異音、異臭の有無の点検 

 

③  電圧、周波数、回転数、の確認  

 

④ 燃料小出し槽点検及びストレーナ点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

蓄電池 

【電算棟・事務

棟】 

自家発電機 

非常照明 

受変電操作用 

ＵＰＳ用 

 

 

 

 

 

 ① 端子部の緩みの点検、締め付け 

 

 ② 架台の損傷、腐蝕の有無の点検 

 

 ③ 電圧測定、記録 

 

 ④ 充電電圧の適否の確認 

 

 ⑤ 充電電流の適否の点検 

 

 ⑥  充電用操盤の点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

   

  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電動機その他回

転機 

【電算棟・事務

棟】 

① 異常振動、異音、異臭、過熱、亀裂の有無の点検 

② 油量の適否の点検、注油 

③ オイルリング回転状態の全体に亘る適否の点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 ○ 

  ○ 
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電 気 設 備 点 検 基 準 表 

（ 日 常 巡 視 点 検 ） 

          

 

 

機 器 名 

 

 

作   業   項   目 

 

点    検  周  期 

日 

 

週 

 

月 

 

年 

 

屋外制御盤・外

灯・ゲート制御

盤 

【電算棟・事務

棟】 

 

①  ブレーカ、電磁開閉器損傷の有無 

 

②   モータ収容箱の損傷内部の点検 

 

③  唸りの有無の点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

◯ 

 

 

 

 

照明設備 

【構内・電算棟

・事務棟】 

 

 

 

 

 

① 照明器具の汚損、変色、錆、変形、異臭の点検 

 

② 管球の交換 

 

③ グローランプの交換 

 

④ 照度測定 

 

⑤  安定器の交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放送アンプ電気

時計 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

① 館内スピーカ、アンプの点検 

 

②  デジタル時計、アナログ時計、点検及び調整 

 

 ③ 試験的に放送設備により、放送が出来るか確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 
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空 気 調 和 設 備 点 検 基 準 表 

（ 日 常 巡 視 点 検 ） 

          

 

 

機 器 名 

 

 

作   業   項   目 

 

点  検  周  期 

日 

 

週 

 

月 

 

年 

 

空冷式パッケー

ジ型空気調和器

・室内機関係 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 機内内部清掃 

 ② ドレン板排水、水漏れ、ドレンパイプの詰まり点検 

 ③  圧縮機吐出圧力１，２，３確認 

 ④ 圧縮機吸入圧力１，２，３確認 

 ⑤  圧縮機高圧スイッチ動作１，２，３確認 

 ⑥  圧縮機低圧スイッチ動作１，２，３確認 

 ⑦ 圧縮機油量漏れ、汚れ確認 

 ⑧  ターミナル締め付け、振動確認 

 ⑨ 送風機プーリー、Ｖベルト緩み確認 

 ⑩  送風機シャフトランナー状態の確認 

 ⑪  送風機バランス、振動の確認 

 ⑫  フインコイルの目詰まり確認 

 ⑬  フインコイル霜付き、膨張弁作動確認 

 ⑭  ストレーナ詰まり確認 

 ⑮ ホットガス用制御弁作動確認 

 ⑯ 加湿器水漏れ、汚れ確認 

 ⑰ 加湿器ヒータ断線、絶縁確認 

 ⑱ 加湿器給水制御装置作動確認 

 ⑲ 主エアフィルター汚れ、破損、確認 

 ⑳ プレフィルター汚れ、破損確認 

 ※ 制御盤マグネットスイッチ圧縮機１，２，３接点確認 

 ※ 制御盤マグネットスイッチ加湿器接点確認 

 ※ 制御盤端子ビスの緩み確認 

 ※  制御盤パイロットランプ表示確認 

 ※  制御盤電圧各相間確認 

 ※ 圧縮機、送風機、加湿器、電流確認 

 ※ 圧縮機、送風機、加湿器ヒータ、クランクケースヒー

   タ絶縁確認 

 

 

 

  ○ 

  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

  ○ 

 

 

  ○ 

  ○ 

  ○ 

  ○ 

   

  ○ 

  ○ 

  ○ 

  ○ 

  ○ 

  ○ 

  ○ 

  ○ 

  ○ 

  ○ 

  ○ 

  ○ 

  ○ 

  ○ 

  ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空冷式パッケー

ジ型空気調和器

・室外機関係 

【電算棟・事務

棟】 

 ① フインコイル目詰まり、破損確認 

 ② ファン汚れ、メタルの音確認 

 ③ 冷媒制御弁作動確認 

 ④ 送風機回転制御装置確認 

 ⑤ 外気サーモ動作確認 

 ⑥ 制御電圧、各相間電圧確認 

 ⑦ 送風機モータ絶縁確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

  ○ 

  ○ 

  ○ 

  ○ 

  ○ 

  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空冷式パッケー

ジ型空気調和器

その他 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

 

 

 

① 冷媒漏洩の確認 

② 警報作動、現場、中央監視装置間の確認 

③ 電算室床下送風温度確認 

④ 電算室床下送風湿度確認 

⑤ 室内空調機吸い込み温度確認 

⑥ 室内空調機吸い込み湿度確認 

⑦ 温・湿度確認（外気・電算室・保守員室・事務室） 

⑧ 電算室空調機運転電流確認 

⑨ 設備運転時間確認及びデータ処理 

  

 

 

 

 

 

 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

  ○ 

  ○ 

  ○ 

  ○ 

  ○ 
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空 気 調 和 設 備 点 検 基 準 表 

（ 日 常 巡 視 点 検 ） 

          

 

 

機 器 名 

 

 

作   業   項   目 

 

点  検  周  期 

日 

 

週 

 

月 

 

年 

 

送風機及び排風

機 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 電動機の異常の有無の点検 

 

 ②  規定電流及び正常運転の確認 

 

 ③ 羽根車ケーシングの汚れの点検 

 

 ④ 振動、異音の有無、ボルトの緩みの点検 

 

 ⑤ 錆、腐蝕の点検 

 

 ⑥  駆動用ホイール軸取り付け状態の点検 

 

 ⑦ 駆動用Ｖベルトの伸張度の点検 

 

 ⑧ 軸受け温度並びに給油状態の点検 

 

 ⑨ 潤滑油の老化の点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

     

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 
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給 排 水 衛 生 点 検 基 準 表 

（ 日 常 巡 視 点 検 ） 

          

 

 

機 器 名 

 

 

作   業   項   目 

 

点  検  周  期 

日 

 

週 

 

月 

 

年 

 

電気温水器 

【電算棟】 

 

 

 

 ① 湯温、燃焼、排気状態の確認 

 

 ②  煤の付着状態の点検 

 

 ③ 水漏れの点検 

 

  ④ タイマーの動作（設定）状態確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洗面器 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

 

 ① 亀裂、破損、取り付け緩み点検 

 

 ② 水栓及び接合部等からの水漏れの点検 

 

 ③ 排水状態の点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

シスタンク・フ

ラッシュバルブ 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

 

 

 ① 詰まり、汚れの点検 

 

 ② 作動の確認 

 

 ③ 水量調整 

 

 ④ 水漏れの点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小便器及び 大

便器 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

 

 

 ① 亀裂、破損の点検 

 

 ② 水漏れの点検 

 

 ③ 排水状態の点検 

 

  ④ センサーの確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排水管 

【電算棟・事務

棟】 

 

 ① 水漏れの点検 

 

 ② 排水状態の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

 

 

 

 

受水槽・副受水

槽 

【電算棟】 

 

 ① 槽内の堆積物及び汚れの点検 

 

 ② 警報装置の作動確認 

 

 ③ 発錆及び損傷の点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

湧水槽 

【電算棟】 

 

 

 

 ① 槽内の汚れ、沈積物、浮遊物の点検 

 

 ② 警報装置の作動確認 

 

 ③ 昆虫の発生状態の点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 
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給 排 水 衛 生 点 検 基 準 表 

（ 日 常 巡 視 点 検 ） 

          

 

 

機 器 名 

 

 

作   業   項   目 

 

点  検  周  期 

日 

 

週 

 

月 

 

年 

 

雑排水槽・汚水

槽 

【電算棟】 

 

 

 ① 槽内の汚れ、沈積物、浮遊物の点検 

 

 ②  警報装置の作動確認 

 

 ③ 昆虫の発生状態の点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

排水桝 

【構内】 

 

 

 ① 桝内の沈積物及び汚れの点検 

 

 ② 昆虫の発生状態の点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

 

 

 

 

揚水ポンプ 

【電算棟】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 圧力、電流値及び作動確認 

 

 ② 異音、振動の点検 

 

 ③ フート弁の起動確認 

 

 ④ グランドからの水漏れの確認 

 

 ⑤ 注油 

 

 ⑥ カップリングの点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汚水ポンプ・排

水ポンプ 

【電算棟】 

 

 

 

 ① 圧力、電流値及び作動確認 

 

 ② 異音、振動の点検 

 

 ③ フート弁の機能点検 

 

 ④ 絶縁抵抗の測定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

動力・消防用ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

 

 

 

 

 ① 圧力、電流値及び作動確認 

 

 ② 異音、振動の点検 

 

③ フート弁の機能点検 

 

④ グランドからの水漏れの点検 

 

 ⑤ 注油 

 

 ⑥ 自動制御装置点検（フローレススイッチ等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火用水源検針 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

 ① 関係水槽の水量確認 

 

 ② 水漏れ、排水状態の確認 

 

 ③ 上、水受水量の検針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 
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消 防 設 備 点 検 基 準 表 

（ 日 常 巡 視 点 検 ） 

          

 

 

機 器 名 

 

 

作   業   項   目 

 

点  検  周  期 

日 

 

週 

 

月 

 

年 

 

火災報知設備受

信機 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

 ① 電圧、表示灯の点検 

 

 ② 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないかの確

   認 

 

 ③ 感知器の破損、変形、脱落はないか確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

 

  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常ベル 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

 

 

 ① 表示灯は点灯しているか確認 

 

⑤  操作上障害となるものはないか確認 

 

 ③ 押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等ない

   かの確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火器 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

 

 

 

 

 ① 設置場所においてあるか確認 

 

 ② 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐蝕等がないか確認 

 

 ③  安全栓が外れていないか、安全栓の封が脱落していな

   いか確認 

 

 ④ ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりが 

     ないか確認 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

   

  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誘導灯 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ① 設置位置に不適正になっていないか確認 

 

  ② 誘導灯の周囲には、衝立、ロッカー等があって、視認 

      障害となっていないか確認 

 

  ③ 外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく 

      かつ適正な取り付け状態であるか確認 

 

④ 不点灯、ちらつき等がないか確認の上、内蔵蓄電池 

による点灯も確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

   

  ○ 

   

 

  ○ 

   

 

  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内消火栓 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

 

  ① 使用上の障害となる物品はないか確認 

 

  ②  消火栓扉は確実に開閉できるか確認 

 

  ③ ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 
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消 防 設 備 点 検 基 準 表 

（ 日 常 巡 視 点 検 ） 

          

 

 

機 器 名 

 

 

作   業   項   目 

 

点    検    周    期 

日 

 

週 

 

月 

 

年 

 

消防用ポンプ 

【電算棟・事務

棟】 

 

 

 ① 常置場所の周囲に、使用の障害となるものはないか 

     確認 

② 配管部ボルトの緩み、圧力等異常はないか確認 

 

③ ポンプベースにひび割れ等がないか確認 

 

 ④ 性能試験の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

不活性ガス（窒

素ガス）消火設

備 

【電算棟】 

 

 

 

 

 

 ① 起動装置又はその直近に防護区画の名称、取扱い方 

  法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか 

    （手動式起動装置）確認 

 

 ② 手動式起動装置の直近の見易い箇所に「不活性ガス 

  （窒素ガス）消火設備」の表示が設けてあるか確認 

 

 ③ スピーカ及びヘッドに変形、損傷、つぶれなどはない

   かの確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

 

 

  ○ 

 

 

  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連結送水管 

【電算棟】 

 

 

 

 

 

 

 ① 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか又

   送水活動に障害となるものがないか確認 

 

 ② 送水口に変形、損傷、著しい腐蝕等がないか確認 

 

 ③ 放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の

   障害となるものがないか確認 

 

 ④ 放水口を格納する箱は変形、損傷、腐蝕等がなく、扉

   の開閉に異常がないか確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

 

  ○ 

 

  ○ 

 

 

  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防用水槽 

【電算棟・事務

棟】 

 

 ① 地下式の防火水槽、水量が著しく減少していないか確

   認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

 

 

 

 

 

防火排煙設備 

【電算棟】 

 

① 外観の変形、損傷、汚損がないか確認 

  

 

 

 

 

 

 

 ○ 
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（１）－イ 

 

１ 件名 

  空調機器保守管理業務 

 

２ 業務内容 

  受託者は、当該空調機に対し定期的に巡回をし、点検、給油、調整等を行い、機器の正常な稼

働に必要と判断される場合には、機器の修理又は部品の交換等を実施するものとする。 

 

３ 契約期間 

  平成２８年４月１日 から 平成３１年３月３１日 まで 

  なお、点検の日程については、厚生労働省と調整の上、決定する。 

 

４ 保守対象機器 

（１）電算用空調機器 

  ①作業場所 

   東京都練馬区上石神井４丁目８－４ 厚生労働省上石神井庁舎電算棟 

   （各機器の設置場所等は別添１のとおり） 

②作業回数 

  （イ）冷房点検（室内機）  年２回。 

  （ロ）室外機点検  年２回。 

  （ハ）室外機の洗浄   年１回（薬品洗浄）。 

  （ニ）故障に基づく点検・修理  随時。 

③作業内容 

（イ）室内機４８台 

室内機本体 … 内外部点検及び清掃 

             ドレンパイプ、ドレンパンの詰まり点検 

     送風機   … 異音及び振動の点検（振動値測定を実施） 

             羽根車の清掃及び損傷の点検 

             プーリー及びＶベルトの点検（Ｖベルト交換は空調機点検に含む）赤

ベルト。 

 

                

             軸受部点検及び給油(グリスアップ) 

     熱交換器  … 冷却コイルフィンの清掃及び損傷の点検 

             再熱コイルフィンの清掃及び損傷の点検 

（ロ）加湿器４８台 

     加湿器本体 … 汚れの点検及び清掃 

             シリンダー交換は空調機点検に含む。 

     冷媒配管  … ガス漏れの点検（防熱施工部分は除外する） 

             制御弁類の作動点検 

     エアフィルター … エアフィルターの損傷点検（再使用が可能な場合） 
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     制御盤     … 電磁開閉器点検 

               保安装置の作動点検 

               電圧・絶縁抵抗及び電流の測定 

               補助リレー類の点検 

               配線端子類のゆるみ点検 

（ハ）室外機９３台 

     室外機本体 … 内外部点検 

     送風機   … 異音及び振動の点検 

             プロペラファンの清掃及び損傷点検 

     熱交換器  … コイルフィンの清掃及び損傷点検 

             コイルフィンの薬品洗浄 

     冷媒配管  … ガス漏れの点検（防熱施工部分は除外する） 

             制御弁類の作動点検 

     制御盤   … 電磁開閉器点検 

             保安装置の作動点検 

             電圧・絶縁抵抗及び電流の測定 

             補助リレー類の点検 

             配線端子類のゆるみ点検 

圧縮機   … 運転音及び振動の点検 

             運転圧力の点検 

 

（２）汎用空調機器（電算棟） 

  ①作業場所 

   東京都練馬区上石神井４丁目８－４ 厚生労働省上石神井庁舎電算棟 

   （各機器の設置場所等は別添２のとおり） 

  ②作業回数 

（イ）冷房点検（室内機）  年１回。 

  （ロ）暖房点検（室内機）  年１回。 

  （ハ）室外機点検      年２回。 

（ニ）室外機の洗浄          年 1 回（薬品洗浄）。 

  （ホ）故障に基づく点検・修理   随時。 

  ③作業内容 

  （イ）室内機 ５２台 

     室内機本体 … パネルの点検及び清掃 

     リモコンスイッチ … リモコンスイッチ作動確認 

     エアフィルター  … フィルターグリル損傷点検 

                フィルターの損傷点検及び清掃 

     ドレン系統    … ドレンパン、ドレンパイプの汚れ・水漏れ点検（ドレスアップ

型はポンプ作動確認、ドレンパンは目視確認） 

                ドレンパン通水テスト（通水可能機器のみ） 

     熱交換器     … 熱交換コイル汚れ及び損傷の点検（天井隠蔽型は除く） 
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（ロ）軸流送風機６６台 

送風機本体 … 異音及び振動の点検（振動値測定を実施） 

             羽根車の清掃及び損傷の点検 

             プーリー及びＶベルトの点検（Ｖベルト交換は空調機点検に含む）赤

ベルト。 

             軸受部の点検及び給油 

（ハ）加湿器（装着機器のみ）１２台 

加湿器本体 … 汚れの点検清掃 

             水漏れ点検 

             シリンダー交換）は空調機点検に含む。 

     冷媒回路  … ガス漏れの点検（防熱施工部分は除外する） 

             制御弁類の作動点検 

     運転状態  … 吸い込み及び吐出温度測定点検 

  （ニ）全熱交換器１５台 

     電気系統      … 電圧・絶縁抵抗及び電流の測定 

     軸受        … 異音・振動の点検 

     羽根車       … 損傷・汚れの点検 

     炉材        … バキューム清掃又はブロアー清掃 

     マグネットスイッチ … 作動点検   

     配線端子類     … 緩み点検 

     フィルター     … 点検及び清掃 

     本体内外部     … 清掃 

  （ホ）室外機４０台 

     室外機本体  … 内外部点検及び薬品洗浄 

     圧縮機    … 異音及び振動の点検 

              運転圧力及び温度の測定 

     熱交換コイル … 清掃及び損傷点検 

     冷媒管    … ガス漏れの点検（防熱施工部分は除外する） 

              四方弁点検 

              ストレーナ点検 

     制御盤    … マグネットスイッチ作動点検 

              電圧・電流・絶縁の測定 

              リレー類作動点検（プリント基板は除く） 

              配線端子類の緩み点検 

 

 （３）汎用空調機器（事務棟） 

  ①作業場所 

   東京都練馬区上石神井４丁目８－４ 厚生労働省上石神井庁舎事務棟 

   （各機器の設置場所等は別添３のとおり） 

  ②作業回数 

（イ）冷房点検（室内機）  年１回。 
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（ロ）暖房点検（室内機）  年１回。 

（ハ）室外機点検      年２回。 

（ニ）室外機の洗浄          年 1 回（薬品洗浄）。 

  （ホ）故障に基づく点検・修理   随時。 

 

  （イ）全熱交換器の点検  年４回  

  （ロ）フィルター清掃   年４回 

  （ハ）ドレンパン清掃   年２回     

  ③作業内容 

  （イ）全熱交換器３７台の点検 

     電気系統      … 電圧・絶縁抵抗及び電流の測定 

     軸受        … 異音・振動の点検 

     羽根車       … 損傷・汚れの点検 

     炉材        … バキューム清掃又はブロアー清掃 

     マグネットスイッチ … 作動点検   

     配線端子類     … 緩み点検 

     フィルター     … 点検 

     本体内外部     … 清掃 

  （ロ）フィルター清掃 

     天井カセット型室内機 ５０台 

     天井カセット型全熱交換器 ８台 

     天井埋込型全熱交換器 ２９台 

  （ハ）ドレンパン清掃 

     天井カセット型室内機 ５０台 

 

５ 特記事項 

 （１）下記費用は当該保守業務に含まれないものとし、要する費用については別途支払う事とす

る。 

   ① 摩耗又は故障等による部品交換の際の部品費用(ただし加湿器のシリンダーを除く)。交

換に要する作業に要する費用は、原則当該保守業務に含まれるものとする。ただし、重大

な故障に基づく場合の作業費の負担については、別途協議のうえ定めるものとする。 

   ② 取扱い不良又は天災等不可抗力に起因する故障修理費用 

   ③ 供給電源の変動に起因する故障修理費用 

   ④ 空調機器の移動の際に生じた故障修理費用係る 

   ⑤ 機器のオーバーホール 

   ⑥ 発錆部分の再塗装補修（軽微な補修塗装は保守業務に含む） 

   ⑦ 保温材の補修及び交換の際の保温材費 

 

６ その他 

 （１）受託者は、当該業務に関する作業実施計画を作成し、速やかに提出する。 

 （２）受託者は、次の場合、速やかに報告書を提出する。 
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   ① ４（１）、（２）に定める各種点検及び厚生労働省担当者から指示された業務が終了した

とき 

② 本仕様に基づく業務中に、事故が発生したとき 

③ 本業務内容の実施が困難となる事情が発生したとき 

④ 業務対象施設又は設備に異常又は危険な状態が生じたとき、並びにそれらの恐れがある

とき。 

 

７ 点検報告書 

 （１）点検結果について報告書を作成し、以下のとおり提出すること。 

   ①紙媒体        ２部 

   ②電子媒体（ＣＤ－Ｒ） １枚 
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電算機用空調機器一覧（別添１）

ACP-B2-01 4 ダイキン工業 DSVP560MR 54.9KW 14.4KW 7.5KW 1.5KW 8

ACP-B2-02 1 ダイキン工業 SVYCP224MR 20.0KW 5.7KW 1.5KW 0.75KW 1

ACP-B2-05 1 ダイキン工業 DSVP560MR 54.9KW 14.4KW 7.5KW 1.5KW 2

ACP1-01-01 9 ダイキン工業 DSVP560MR 54.9KW 14.4KW 7.5KW 1.5KW 18

ACP1-01-07 1 ダイキン工業 SVYCP560MR 50.0KW 14.4KW 5.5KW 1.5KW 2

ACP1-02-01 2 ダイキン工業 DSVP560MR 54.9KW 14.4KW 7.5KW 1.5KW 4

ACP2-01-01 9 ダイキン工業 DSVP560MR 54.9KW 14.4KW 7.5KW 1.5KW 18

ACP2-01-02 1 ダイキン工業 DSVP560MR 54.9KW 14.4KW 7.5KW 1.5KW 2

ACP2-01-12 1 ダイキン工業 DSVP560MR 54.9KW 14.4KW 7.5KW 1.5KW 2

ACP2-01-18 1 ダイキン工業 DSVP560MR 54.9KW 14.4KW 7.5KW 1.5KW 2

ACP2-02-01 2 ダイキン工業 SVYCP450MR 40.0KW 12.0KW 3.7KW 0.75KW 2

ACP3-03-01 12 ダイキン工業 DSVP560MR 54.9KW 14.4KW 7.5KW 1.5KW 24

ACP3-01-02 1 ダイキン工業 DSVP560MR 54.9KW 14.4KW 7.5KW 1.5KW 2

ACP3-01-09 1 ダイキン工業 DSVP560MR 54.9KW 14.4KW 7.5KW 1.5KW 2

ACP3-02-01 2 ダイキン工業 SVYCP450MR 40.0KW 12.0KW 3.7KW 0.75KW 4

HU-1 Ｂ２Ｆ ＵＰＳ室及び１Ｆ、２Ｆ、３Ｆ電算室 36 ユーキャン UC-NP832P 6.1KW - - - -

HU-1 Ｂ２Ｆ ＵＰＳ室及び１Ｆ、２Ｆ、３Ｆ電算室 5 ユーキャン UC-ES4-832P 6.１KW - - - -

HU-2 １Ｆ、２Ｆ、３Ｆ電算室 6 ユーキャン UC-NP432P 3.0KW - - - -

HU-2 Ｂ０Ｆ ＵＰＳ室 1 ユーキャン UC-ES4-83２P 2.１KW - - - -

室外機（台）

2F　電算室

送風機
室外機

記　号 系     統 製造業者 形　式 冷房能力 圧縮機

電
極
式
蒸
気
加
湿
器

3F　電算室

送風機
室内機

Ｂ２Ｆ　UPS室

１Ｆ　電算室

設置台数

電
算
系
統
設
備
パ

ッ
ケ
ー
ジ
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汎用空調機器一覧 別添２

記号 系統 製造業者 形式 冷房能力 暖房能力 圧縮機 送風機（室内） 送風機（室外） 台数 出力(KW) 相 電圧(V) 室外機（台）

ACP-B2-03 受変電室 ダイキン工業 SZVCP560MR 50.0KW - 14.4KW 5.5KW 1.5KW 6 - - - 12

ACP-B2-04 自家発電機室 ダイキン工業 FVYCP140M 12.5KW - 3.2KW 0.75KW 0.35KW 2 - - - 2

ACP-B2-05 Ｂ２０１，２０２，２０５ ダイキン工業 FVYCP224MR 20.0KW 22.4KW 7.2KW 1.5KW 0.75KW 1 - - - 1

ACP-B2-06 Ｂ２０３，２０４ ダイキン工業 FVYCP140M 12.5KW 10.0KW 3.2KW 0.75KW 0.35KW 1 - - - 1

ACP-B2-07 Ｂ２０７ ダイキン工業 FVYCP140M 12.5KW 11.0KW 3.2KW 0.75KW 0.35KW 1 - - - 1

ACP-B2-08 Ｂ２０８ ダイキン工業 FVYCP140M 12.5KW 10.0KW 3.2KW 0.75KW 0.35KW 1 - - - 1

ACP-B2-09 Ｂ２０６ ダイキン工業 FVYCP140M 12.5KW 10.2KW 3.2KW 0.75KW 0.35KW 1 - - - 1

ACP-B1-01 設備監視室 ダイキン工業 FVYCP280MR 25.0KW 28.0KW 5.7KW 1.5KW 0.75KW 2 - - - 2

ACP-1-03 １０６ ダイキン工業 FVYCP280MR 25.0KW 28.0KW 7.2KW 1.5KW 0.75KW 1 - - - 1

ACP-1-04 １０７ ダイキン工業 FVYCP280MR 25.0KW 28.0KW 7.2KW 0.75KW 0.75KW 1 - - - 1

ACP-1-05 １０８ ダイキン工業 FVYP140M 12.5KW 14.0KW 3.2KW 0.75KW 0.35KW 1 - - - 1

ACP-1-06 １０９ ダイキン工業 FVYCP140MR 12.5KW 14.0KW 3.2KW 0.75KW 0.35KW 1 - - - 1

ACP-1-07 １１２ ダイキン工業 FVY280MR 25.0KW 28.0KW 7.2KW 1.5KW 0.75KW 1 - - - 1

ACP-2-03 ２０４ ダイキン工業 FVYSP280MR 25.0KW 28.0KW 7.2KW 1.5KW 0.75KW 1 - - - 1

ACP-2-04 ２０３ ダイキン工業 FVYCP280MR 20.0KW 22.4KW 5.7KW 1.5KW 0.75KW 1 - - - 1

ACP-2-05 ２０３ ダイキン工業 FVYCP224MR 25.0KW 28.0KW 7.2KW 1.5KW 0.75KW 1 - - - 1

ACP-2-06 ２０５ ダイキン工業 FVYCP450MR 40.0KW 45.0KW 12.0KW 3.7KW 0.75KW 1 - - - 1

ACP-2-07 ２０６ ダイキン工業 FVYCP140M 12.5KW 14.0KW 3.2KW 0.75KW 0.35KW 1 - - - 1

ACR-B1-01 Ｂ１Ｆ　MDF室 ダイキン工業 RP63PT 5.0KW - 1.6KW 0.15KW 0.15KW 1 - - - 1

ACR-1-01 １１０ ダイキン工業 FHYBP56P 5.0KW 5.6KW 1.6KW 0.15KW 0.15KW 1 - - - 1

ACR-1-02 １１１ ダイキン工業 FHYBP50P 4.5KW 5.0KW 1.5KW 0.15KW 0.15KW 1 - - - 1

ACＰ-B1-02 Ｂ１Ｆ　仮眠室 ダイキン工業 RSXYP140M 1.4KW 16.0KW 3.75KW - 0.35KW 1 - - - 1

ACP-1-08 エントランスホール ダイキン工業 RSXYP224M 22.4KW 25.0KW 5.7KW - 0.75KW 1 - - - 1

ACP-2-08 リフレシュスペース ダイキン工業 RSXYP335M 33.5KW 37.5KW 8.7KW - 0.75KW 1 - - - 1

ACP-2-09 ２Ｆ　打合せ室 ダイキン工業 RSXYP140M 14.0KW 16.0KW 6.0KW - 0.35KW 1 - - - 1

ACP-3-03 ３Ｆ　廊下２ ダイキン工業 RSXYP280M 28.0KW 31.5KW 7.2KW - 0.75KW 1 - - - 1

ACP-3-04 ３Ｆ　廊下２ ダイキン工業 RSXYP280M 28.0KW 31.5KW - - 0.28KW 1 - - - 1

ACP-B1-02-01 Ｂ１Ｆ　休息室 ダイキン工業 FXYSP28M 2.8KW 3.2KW - 0.05KW - 1 - - - -

ACP-B1-02-02 Ｂ１Ｆ　宿直室 ダイキン工業 FXYSP28M 2.8KW 3.2KW - 0.05KW - 1 - - - -

ACP-B1-02-03 Ｂ１Ｆ　仮眠室 ダイキン工業 FXYSP28M 2.8KW 3.2KW - 0.05KW - 1 - - - -

ACP-1-08-01 １Ｆ     エントランスホール ダイキン工業 FXYMP45M 4.5KW 5.0KW - 0.1KW - 2 - - - -

ACP-1-08-02 １Ｆ   　技術員室 ダイキン工業 FXYMP56M 5.6KW 6.3KW - 0.1KW - 1 - - - -

ACP-2-08-01 ２Ｆ   　廊下１ ダイキン工業 - 2.8KW 3.2KW - 0.1KW - 3 - - - -

ACP-2-08-02 ２Ｆ　 　リフレシュスペース ダイキン工業 - 7.1KW 8.0KW - 0.1KW - 1 - - - -

ACP-2-08-03 ３Ｆ   　廊下１ ダイキン工業 FXYCP28M 7.1KW 8.0KW - 0.1KW - 3 - - - -

ACP-2-08-04 ３Ｆ　 　リフレシュスペース ダイキン工業 FXYCP28M 2.8KW 3.2KW - 0.1KW - 1 - - - -

ACP-2-09-01 ２Ｆ　   打合せ室 ダイキン工業 FXYMP71M 7.1KW 8.0KW - 0.1KW - 2 - - - -

ACP-3-03 ３Ｆ　   廊下２　天井 ダイキン工業 FXYCP36M 3.6KW 4.0KW - 0.02KW - 4 - - - -

ACP-3-04 ３Ｆ　   廊下２　天井 ダイキン工業 FXYCP36M 3.6KW 4.0KW - 0.02KW - 4 - - - -

HEU-B2-01 Ｂ２０１～２０５ ダイキン工業 VASM-1000A - - - - - 1 0.49 1 200 -

HEU-B2-02 Ｂ２０６～２０８ ダイキン工業 VASM-1000A - - - - - 1 0.49 1 200 -

HEU-B1-01 設備監視室 ダイキン工業 VAM-350DM - - - - - 1 0.181 1 200 -

HEU-B1-02 休憩室 ダイキン工業 VAM-250GH - - - - - 1 0.172 1 200 -

HEU-1-01 １０６ ダイキン工業 VASN500A - - - - - 1 0.2 1 200 -

HEU-1-02 １０７ ダイキン工業 VASN500A - - - - - 1 0.2 1 200 -

HEU-1-03 １０８～１１１ ダイキン工業 VASN800A - - - - - 1 0.41 1 200 -

HEU-1-04 １１２ ダイキン工業 VASN500A - - - - - 1 0.2 1 200 -

HEU-1-05 技術員室 ダイキン工業 VAM250GH - - - - - 1 0.107 1 200 -

HEU-2-01 ２０３、２０４ ダイキン工業 VASM500A - - - - - 1 0.2 1 200 -

HEU-2-02 ２０３ ダイキン工業 VASM800A - - - - - 1 0.41 1 200 -

HEU-2-03 ２０５ ダイキン工業 VASM500A - - - - - 1 0.27 1 200 -

HEU-2-04 ２０６ ダイキン工業 VASM500A - - - - - 1 0.145 1 200 -

HEU-2-05 打合せ室 ダイキン工業 VAM250GH - - - - - 2 0.192 1 200 -

FS-B2-02 受変電室 荏原汎用送風機 №5SRM2 - - - - - 1 5.5 3 200 -

FS-B2-03 自家発電機室 荏原汎用送風機 №4SRM3 - - - - - 1 3.7 3 200 -

FS-1-01 電算室 荏原汎用送風機 №3LFU - - - - - 2 0.15 3 200 -

FS-2-01 電算室 荏原汎用送風機 №3LFU - - - - - 2 0.15 3 200 -

FS-3-01 電算室 荏原汎用送風機 №3LFU - - - - - 2 0.15 3 200 -

FE-B2-07 便所 荏原汎用送風機 №3LFU - - - - - 1 0.27 3 200 -

FE-B1-02 便所 荏原汎用送風機 №3LFU - - - - - 1 0.15 3 200 -

FE-B1-03 休憩室 荏原汎用送風機 - - - - - - 1 0.15 3 200 -

FE-B1-04 シャワー室 荏原汎用送風機 №1SHUR - - - - - 1 0.02 1 100 -

FE-1-01 エントランスホール 荏原汎用送風機 №3LFO - - - - - 1 0.27 3 200 -

FE-1-02 男子便所 荏原汎用送風機 №3LFU - - - - - 1 0.15 3 200 -

FE-1-03 女子便所 荏原汎用送風機 №3LFU - - - - - 1 0.15 3 200 -

FE-1-04 肢体不自由者用便所 荏原汎用送風機 №3LFU - - - - - 1 0.15 3 200 -

FE-1-05 給湯室 荏原汎用送風機 - - - - - - 1 0.025 1 100 -

FE-2-02 男子便所 荏原汎用送風機 №3LFU - - - - - 1 0.15 3 200 -

FE-2-03 女子便所 荏原汎用送風機 №3LFU - - - - - 1 0.15 3 200 -

FE-2-04 倉庫 荏原汎用送風機 №2LFU - - - - - 1 0.025 1 100 -

FE-2-05 リフレッシュスペース 荏原汎用送風機 №3LFU - - - - - 1 0.15 3 200 -

FE-3-01 男子便所 荏原汎用送風機 №3LFU - - - - - 1 0.15 3 200 -

FE-3-02 女子便所 荏原汎用送風機 №3LFU - - - - - 1 0.15 3 200 -

FE-3-03 倉庫 荏原汎用送風機 №11／2　LFU - - - - - 1 0.012 1 100 -

FE-3-04 リフレッシュスペース 荏原汎用送風機 №3LFU - - - - - 1 0.15 3 200 -
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汎用空調機器一覧 別添２

記号 系統 製造業者 形式 冷房能力 暖房能力 圧縮機 送風機 室外機 台数 出力(KW) 相 電圧(V) 室外機（台）

FS-B2-01 UPS室 荏原汎用送風機 №3LFM2 - - - - - 1 0.27 3 200 -

FS-B2-04 消火設備室 荏原汎用送風機 №3LFM2 - - - - - 1 0.15 3 200 -

FS-B2-05 受水槽室 荏原汎用送風機 №3LFM2 - - - - - 1 0.15 3 200 -

FS-B2-06 消火ポンプ室 荏原汎用送風機 №3LFM2 - - - - - 1 0.15 3 200 -

FS-B2-07 諸室（圧）ブースターファン荏原汎用送風機 №3LFM2 - - - - - 1 0.27 3 200 -

FS-B1-01 Ｂ１Ｆ　MDF室 荏原汎用送風機 №1LFM2 - - - - - 1 0.005 1 100 -

FS-B1-02 免震エリア 荏原汎用送風機 №5AIM - - - - - 1 0.75 3 200 -

FS-PH-01 エレベーター機械室 荏原汎用送風機 2SMU5.5 - - - - - 1 0.5 3 200 -

FE-B2-01 UPS室 荏原汎用送風機 №3LFM2 - - - - - 1 0.28 3 200 -

FE-B2-02 受変電室 荏原汎用送風機 №7AIM - - - - - 1 5.5 3 200 -

FE-B2-03 自家発電機室 荏原汎用送風機 №6AIM - - - - - 1 3.7 3 200 -

FE-B2-04 消火設備室 荏原汎用送風機 №3LFM2 - - - - - 1 0.15 3 200 -

FE-B2-05 受水槽室 荏原汎用送風機 №3LFM2 - - - - - 1 0.27 3 200 -

FE-B2-06 消火ポンプ室 荏原汎用送風機 №3LFM2 - - - - - 1 0.15 3 200 -

FE-B2-08 ガス排気（Ｂ２０４） 荏原汎用送風機 №3LFM2 - - - - - 1 0.15 3 200 -

FE-B2-09 ガス排気（UPS室） 荏原汎用送風機 №6AIM - - - - - 1 3.7 3 200 -

FE-B2-10 ガス排気（Ｂ２０５） 荏原汎用送風機 №3LFM2 - - - - - 1 0.15 3 200 -

FE-B2-11 ガス排気（Ｂ２０８） 荏原汎用送風機 №3LFM2 - - - - - 1 0.15 3 200 -

FE-B2-12 ガス排気（Ｂ２０３） 荏原汎用送風機 №3LFM2 - - - - - 1 0.15 3 200 -

FE-B2-13 ガス排気（Ｂ２０６） 荏原汎用送風機 №3LFM2 - - - - - 1 0.15 3 200 -

FE-B2-14 ガス排気（Ｂ２０７） 荏原汎用送風機 №3LFM2 - - - - - 1 0.15 3 200 -

FE-B2-15 ガス排気（Ｂ２０２） 荏原汎用送風機 №3LFM2 - - - - - 1 0.15 3 200 -

FE-B2-16 ガス排気（Ｂ２０１） 荏原汎用送風機 №3LFM2 - - - - - 1 0.15 3 200 -

FE-B1-01 Ｂ１Ｆ　MDF室 荏原汎用送風機 №3LFM2 - - - - - 1 0.15 3 200 -

FE-B1-05 免震層 荏原汎用送風機 №5AIM - - - - - 1 0.75 3 200 -

FE-1-06 ガス排気（電算室） 荏原汎用送風機 №6AIM - - - - - 2 3.7 3 200 -

FE-2-06 ガス排気（電算室） 荏原汎用送風機 №6AIM - - - - - 2 3.7 3 200 -

FE-3-05 ガス排気（電算室） 荏原汎用送風機 №6AIM - - - - - 2 3.7 3 200 -

FE-PH-01 エレベーター機械室 荏原汎用送風機 №2SMU - - - - - 1 0.27 3 200 -

FD-B1-01 免震エリア 日清紡トレーデング LF-SP2N - - - - - 1 0.073 3 200 -

FD-B1-02 免震エリア 日清紡トレーデング LF-SP2N - - - - - 1 0.073 3 200 -

FD-B1-03 免震エリア 日清紡トレーデング LF-SP2N - - - - - 1 0.073 3 200 -

FD-B1-04 免震エリア 日清紡トレーデング LF-SP2N - - - - - 1 0.073 3 200 -

FD-B1-05 免震エリア 日清紡トレーデング LF-SP2N - - - - - 1 0.073 3 200 -

FD-B1-06 免震エリア 日清紡トレーデング LF-SP2N - - - - - 1 0.073 3 200 -

FD-B1-07 免震エリア 日清紡トレーデング LF-SP2N - - - - - 1 0.073 3 200 -

FSM-01 地下系統 荏原汎用送風機 №9AEMH - - - - - 1 15.0 3 200 -

FSM-02 地上系統 荏原汎用送風機 №5 1/2 SRP3H - - - - - 1 11.0 3 200 -

HU-3-1 Ｂ２０１～２０５ ユーキャン UC-DC322NP - - - - - 1 2.2 3 200 -

HU-3-2 Ｂ２０６～２０８ ユーキャン UC-DC322NP - - - - - 1 2.2 3 200 -

HU-3-3 １０８～１１１ ユーキャン UC-DC322NP - - - - - 1 2.2 3 200 -

HU-3-4 １１２ ユーキャン UC-DC322NP - - - - - 1 2.2 3 200 -

HU-3-5 １０６ ユーキャン UC-DC322NP - - - - - 1 2.2 3 200 -

HU-3-6 １０７ ユーキャン UC-DC322NP - - - - - 1 2.2 3 200 -

HU-3-7 ２０３ ユーキャン UC-DC322NP - - - - - 1 2.2 3 200 -

HU-3-8 ２０３，２０４ ユーキャン UC-DC322NP - - - - - 1 2.2 3 200 -

HU-3-9 ２０６ ユーキャン UC-DC322NP - - - - - 1 2.2 3 200 -

HU-4-1 設備監視室 ユーキャン UC-DC-222NP - - - - - 1 1.5 3 200 -

HU-4-2 設備監視室 ユーキャン UC-DC-222NP - - - - - 1 1.5 3 200 -

HU-4-3 ２０５ ユーキャン U-CDC-222NP - - - - - 1 1.5 3 200 -
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記号 系統 製造業者 型式 冷房能力 暖房能力 圧縮機 送風機(室内） 送風機（室外） 台数

AC-２ 1階北系 〃
PUHY-
P800SCM-
E2 80.0KW 88.0KW10.10KW ×2 - 0.35KW×2 1

AC-3 1階南系 〃
PUHY-
P800SCM-
E2 80.0KW 88.0KW10.10KW ×2 - 0.35KW×2 1

AC3-5-
a

1階 発送室 〃
PLFY-

P140M-E3

- 0.120KW11.2kW 12.5KW

14.0kW 16.0KW - 1

- 1

AC3-4-
c

〃 〃
PLFY-

P112M-E3

- 0.120KW

AC3-4-
b

〃 〃
PLFY-

P112M-E3

11.2kW 12.5KW

11.2kW 12.5KW

AC3-4-
a

1階徴収
事務室

- 0.120KW

- 1

- 1

- 1

〃
PLFY-

P90M-E3

- 0.120KW
〃

PLFY-
P112M-E3

- 0.05KW9.0KW 10.0KW

- 1

AC3-2-
a

〃 〃
PLFY-

P80BM-E3 8.0KW 9.0KW - 0.05KW

AC3-1-
b

1階徴収
事務室

〃 〃
4.5KW 5.0KW

AC3-3-
a

1階徴収
端末室

- 1

- 1

AC3-1-
a

1階電話
交換機室

〃
PLFY-

P45BM-E3

- 0.05KW

- 1

AC2-5-
a

1階 発送室 〃
PLFY-

P140M-E3

- 0.05KW4.5KW 5.0KW

AC2-4-
a

1階 休憩室 〃
PLFY-

P112M-E3

- 0.120KW

11.2kW 12.5KW

- 1

- 1

14.0kW 16.0KW

AC2-3-
c

1階廊下
中央

〃 〃

- 0.120KW

- 0.05KW9.0KW 10.0KW

- 1

AC2-3-
b

1階玄関
ホール

〃 〃
9.0KW 10.0KW

AC2-3-
a

1階センター
会議室

〃
PLFY-

P90M-E3

- 0.05KW

9.0KW 10.0KW

- 1

- 1

AC2-2-
b

1階診
療室

〃 〃

- 0.05KW

- 1

AC2-2-
a

1階徴収
会議室

〃
PLFY-

P80BM-E3

- 0.05KW

8.0KW 9.0KW

8.0KW 9.0KW

AC2-1-
b

1階CIO
補佐官室

〃 〃

- 0.05KW

4.5KW 5.0KW

- 1

- 1- 0.05KW

1

マ
ル
チ
パ

ッ
ケ
ー

ジ
エ
ア
コ
ン

AC2-1-
a

1階庁
務員室

〃
PLFY-

P45BM-E3
4.5KW 5.0KW - 0.05KW

0.05KW 1

AC-8 １階EPS 〃

0.04KW

1

１階宿直室 〃 〃
3.6KW 4.0KW 0.800KW

0.800KW 0.05KW 0.04KW

別添３－１

ル
ー

ム

エ
ア
コ
ン

AC-1
１階守衛室 三菱電機

MPLZ-
ERP40SBN 3.6KW 4.0KW

78



記号 系統 製造業者 型式 冷房能力 暖房能力 圧縮機 送風機(室内） 送風機（室外） 台数

AC-4 2階北系 三菱電機
PUHY-
P1010SC
M-E2 101.0KW 113.0KW 12.02KW×2 - 0.46KW×2 1

AC-5 2階南系 〃
PUHY-
P1010SC
M-E2 101.0KW 113.0KW 12.02KW×2 - 0.46KW×2 1

AC5-3-
ｅ

1階 発送室 〃 〃

11.2kW 12.5KW

AC5-3-
ｄ

〃 〃 〃

- 1

- 1

14.0kW 16.0KW - 0.120KW

- 0.120KW

- 1

AC5-3-
ｃ

〃 〃 〃
- 0.120KW11.2kW 12.5KW

- 1

AC5-3-
ｂ

2階センター
事務室

〃 〃
11.2kW 12.5KW

AC5-3-
a

2階廊下 〃
PLFY-

P140M-
E3

- 0.120KW

14.0KW 16.0KW

- 1

- 1

AC5-2-
ｂ

2階センター
最適支援業

者
〃 〃

- 0.120KW

- 1

AC5-2-
ａ

2階センター
事務室

〃
PLFY-

P112M-
E3

- 0.120KW

11.2KW 12.5KW

11.2KW 12.5KW

AC5-1-
a

2階センター
室長室

〃
PLFY-

P80BM-
E3

- 0.120KW

8.0KW 9.0KW

- 1

- 1

AC4-2-
d

〃 〃 〃

- 0.05KW

- 1

AC4-2-
c

〃 〃 〃

- 0.120KW

14.0KW 16.0KW

14.0KW 16.0KW

AC4-2-
b

〃 〃 〃

- 0.120KW

14.0KW 16.0KW

- 1

- 1

AC4-2-
a

2階センター
事務室

〃
PLFY-

P140M-
E3

- 0.120KW

- 1

AC4-1-
d

〃 〃 〃

- 0.120KW

11.2kW 12.5KW

14.0KW 16.0KW

AC4-1-
c

2階センター
最適支援業

者
〃 〃

- 0.120KW

11.2kW 12.5KW

- 1

- 1

- 111.2kW 12.5KW

- 0.120KW

AC4-1-
b

〃 〃 〃
11.2kW 12.5KW

- 0.120KW

- 0.120KW

別添３－２

マ
ル
チ
パ

ッ
ケ
ー

ジ
エ
ア
コ
ン

AC4-1-
a

2階共用
会議室

〃
PLFY-

P112M-
E3
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記号 系統 製造業者 型式 冷房能力 暖房能力 圧縮機 送風機(室内） 送風機（室外） 台数

AC-6 3階北系 三菱電機
PUHY-
P1010SC
M-E2 101.0KW 113.0KW 12.02KW×2 - 0.46KW×2 1

AC-7 3階南系 〃
PUHY-
P1010SC
M-E2 101.0KW 113.0KW 12.02KW×2 - 0.46KW×2 1

AC7-3-ｆ 〃 〃 〃

- 0.120KW11.2kW 12.5KW

14.0kW 16.0KW - 1

- 1

AC7-3-
ｅ

〃 〃 〃

- 0.120KW

AC7-3-
ｄ

〃 〃 〃

11.2kW 12.5KW

11.2kW 12.5KW

AC7-3-
ｃ

〃

- 0.120KW

- 1

- 1

- 1

〃 〃

- 0.120KW
〃 〃

- 0.120KW14.0KW 16.0KW

- 1

AC7-3-
a

3階労災
事務室

〃
PLFY-

P140M-
E3 14.0KW 16.0KW - 0.120KW

AC7-2-
ａ

3階会議室 〃
PLFY-

P112M-
E3 11.2KW 12.5KW

AC7-3-
ｂ

〃

- 1

- 1

AC7-1-
a

3階労災
室長室

〃
PLFY-

P80BM-
E3

- 0.120KW

- 1
AC6-2-f 〃 〃 〃

- 0.05KW8.0KW 9.0KW

AC6-2-
e

〃 〃 〃

- 0.120KW

14.0KW 16.0KW

- 1

- 1

14.0KW 16.0KW

AC6-2-
d

〃 〃 〃

- 0.120KW

- 0.120KW14.0KW 16.0KW

- 1

AC6-2-
c

〃 〃 〃
14.0KW 16.0KW

AC6-2-
b

〃 〃
PLFY-

P140M-
E3

- 0.120KW

14.0KW 16.0KW

- 1

- 1

- 111.2KW 12.5KW

- 0.120KW

AC6-2-
a

3階労災
事務室

〃
PLFY-

P140M-
E3 14.0KW 16.0KW

- 0.120KW

- 0.120KW

別添３－３

マ
ル
チ
パ

ッ
ケ
ー

ジ
エ
ア
コ
ン

AC6-1-
a

3階エレベ-
タホール

〃
PLFY-

P112M-
E3
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（１）－ウ 

１ 件名 自動扉及び門扉保守点検業務 
 
２ 委託場所 
  東京都練馬区上石神井４丁目８－４ 
  厚生労働省上石神井庁舎 
 
３ 履行日時 
  年１回。厚生労働省と調整の上、決定する。（１０～１１月の２日間を予定。） 
 
４ 業務内容 

受託者は、当該機器に対し点検、清掃及び調整等を行い、機器の正常な稼働が行わ

れるよう点検等を実施するものとする。 
 
５ 対象機器 
（１）自動扉（事務棟・電算棟） 

製造会社 型式 数量（台） 
日本自動ドア(株) Ｗ（両引） ２ 

寺岡オート・ドアシステム㈱ 
ＳＯＶ－１００Ｋ（片引） ３ 
ＳＯＶ－２００Ｋ（両引） １ 

 
（２）門扉（構内） 

 場所 開閉方式 機種 台数 付属機器 

1 門扉南側 片引 GSL-1000 1 台 ― 

2 門扉北側 片引 GSL-1000 １台 ― 

 
６ 点検内容 
（１）自動扉 

①ドア・サッシ部 
ⅰ．ドア本体の傷及びステッカーの有無。 
ⅱ．ドア本体作動時の異音の有無。 
ⅲ．ドアと無目の隙間が適正であることの確認。 
ⅳ．全閉時戸先隙間又はドアと床面の隙間が適正であることの確認。 
ⅴ．ドアと中間方立及びガイドレールの隙間が適正であることの確認。 
ⅵ．ドアと枠の隙間が適正であることの確認。 
ⅶ．ドア開閉時の床面との隙間が適正であることの確認。 
ⅷ．ドアストッパーの取付け及び各ピボットの取付け状態の確認。 
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ⅸ．無目点検カバーの取付け状態。 
②懸架部 
ⅰ．吊戸車、ドア・ストローク、ハンガーレールの汚れ、摩耗及び損傷。 
ⅱ．踊り止めの隙間が適正であることの確認。 
ⅲ．アームと駆動部の摩耗及び取付け状態。 
ⅳ．吊戸車及びストッパーの取付け状態。 
ⅴ．ハンガーレールの取付け状態。 

③動力部・作動部 
ⅰ．手動開閉の動作確認及び異音の有無。 
ⅱ．エンジンケース蓋の取付け状態。 
ⅲ．エンジンケース防水材の取付け状態。 
ⅳ．エンジンの取付け状態。 
ⅴ．エンジンストッパーの取付け状態。 
ⅵ．駆動軸の変形の有無。 
ⅶ．防振ゴムの変形の有無。 
ⅷ．従動プーリの取付け状態を。 
ⅸ．ベルト、チェーン、ワイヤの張り、摩耗及び取付け状態。 

④制御装置 
ⅰ．開閉速度及び開放タイマーの時間。 
ⅱ．クッション作用の状態。 
ⅲ．ドア位置検出スイッチの取付け状態。 
ⅳ．電源スイッチの作動状態。 
ⅴ．制御装置の取付け状態。 

⑤センサー部 
ⅰ．センサー、補助センサーの取付け状態及び作動状態。 
ⅱ．センサー及び補助センター検出面の汚れの有無。 

⑥電気回路 
通常開閉動作及び反転動作。 
 

（２）門扉 
①対象機器について、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「平成 20 年版建築保全

業務共通仕様書」第 2 編第 2 章｢2.2.9 外部用自動ドア｣記載の点検項目、点検内容

に従って点検、調整、部品交換を行う。（部品代は別途） 

主な点検項目 

・検出装置－取付状態、補助光電センサーの機能 

・駆動装置－モータの回転具合 異音、取付状態 変速ギヤの摩耗確認 

・制御装置－開閉速度の測定及び調整、開放タイマの確認及び調整、非常停止セ 

ンサーの動作確認 
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・ステンレス扉開閉部－レールの汚れ、異音、磨耗  

・建 具 部－扉の建付け  

・電 気－配線結線状態 各操作スイッチの機能及び取付状態、絶縁抵抗、制

御盤継電器の動作確認、制御回路、駆動モータ絶縁測定 

・そ の 他－総合動作 各ステッカー貼付け状態 

（３）点検資格者 

対象機器の自動ドア装置の保守管理業務に精通した１級自動ドア施工技能士の資

格を有する者を業務責任者とし、保守点検は自動ドア施工技能士（２級以上）が行う

こととする。 

（４）調整及び測定方法 

調整の基準となる数値及び測定方法は、全国自動ドア協会策定の「自動ドア安全ガ

イドライン（スライド式自動ドア編）」に準ずる。 
 
７ 提出書類 
（１）受託者は、作業申請及び駐車願を事前に委託者へ提出しなければならない。 
（２）受託者は、作業当日の作業前と作業後には委託者にその旨報告しなければならな

い。 
（３）当日の作業後には、必要事項を記入した作業日報を委託者に提出しなければなら

ない。 
（４）実施報告書については、以下の部数を提出すること。 
    ① 紙媒体        ２部 

② 電子媒体（ＣＤ－Ｒ） １枚  
（５）各作業工程において、作業過程ごとの写真を、工事報告書に添付しなければなら

ない。なお、写真はデータ（上記②）としても１部提出しなければならない。 
（６）点検作業最終日から２０日以内に全ての作業報告書を添付書類も含めて委託者に

提出しなければならない。 
 
８ その他 
（１）受託者は、当該業務請負に際して知り得たいかなる情報についても、厚生労働省

の同意無く第三者に開示し又は他の目的に使用してはならない。 
（２）当該仕様書に記載のない事項については、厚生労働省と受託者協議のうえ定める

こととする。 
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（１）－エ 

１ 件名 消防用設備保守点検業務 

 

２ 委託場所   

東京都練馬区上石神井４－８－４ 厚生労働省上石神井庁舎事務棟・電算棟 

 

３ 履行日時 厚生労働省と調整の上、決定する。 

① 機器点検：年１回（６月を予定。） 

       ② 総合点検：年１回（１月を予定。） 

       ③ 超高感度煙検知システム点検：年１回（６月を予定。） 

 

４ 一般事項 

（１）受託者は、消防法（昭和２３年法律第１８６号、以下｢消防法｣という。）など関係法令を 

遵守すること。 

（２）受託者は、消防法第１７条の３の３の規定に基づき、下記の点検資格者が点検を実施するこ

と。また、「資格免許の写し」を後記６（１）の期日までに、提出書類と共に提出すること。 

① 消火器具設備・・・・・「消防設備士甲又は乙種第６類」又は「消防設備点検資格者第一

種」 

② 自動火災報知設備・・・「消防設備士甲又は乙種第４類」又は「消防設備点検資格者第二

種」 

③ 非常警報設備・・・・・「消防設備士甲又は乙種第４・７類」又は「消防設備点検資格者

第二種」 

④ 誘導灯及び誘導標識・・「消防設備士甲又は乙種第４・７類」又は「消防設備点検資格者

第二種」 

⑤ 排煙設備・・・・・・・「消防設備士甲又は乙種第４・７類」又は「消防設備点検資格者

第二種」 

⑥ 連結散水設備（屋内消火栓設備を含む。） 

・・・・・「消防設備士甲又は乙種第１・２類（屋内消火栓設備については

第１類）」又は「消防設備点検資格者第一種」 

  ⑦ 窒素ガス消火設備・・・「消防設備士甲又は乙種第３類」又は「消防設備点検資格 

者第一種」 

  ⑧ 非常用電源（自家発電設備） 

          ・・・「消防設備士甲又は乙種第４・７類」又は「消防設備点検資 

格者第一種」 

  ⑨ 非常用電源（蓄電池設備） 

          ・・・「消防設備士甲又は乙種第４・７類」又は「消防設備点検資 

格者第一種」 

（３）受託者は、「作業申請及び駐車願」を作業従事者等が決定次第、事前に提出すること。 

（４）受託者は、庁舎管理者の指示に基づいて、仕様書による内容事項を誠実に守らなければなら

ない。 

（５）本仕様書の各委託業務の内容は大要を示したものであり、受託者は本仕様書に記載されてい

ない事項についても、庁舎の維持管理上必要な場合には双方協議のうえ実施すること。 

（６）受託者は、庁舎管理者の指示に基づいて、作業実施計画書をあらかじめ提出すること。 

（７）受託者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 
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５ 点検業務 

（１）機器点検 

機器の適正な配置、損傷の有無等外観からの確認及び簡易な操作による機器の機能の確 

認を行う。 

点検業務の基準は、消防法第１７条の規定に基づき、昭和５０年消防庁告示第１４号に 

よる防火対象物関係義務事項とし、点検設備機器等は別紙－１及び２のとおりとする。 

（２）総合点検 

   消防用設備等の全部又は一部を作動させ、総合的な機能を確認すること。 

   点検業務の基準は、消防法第１７条の規定に基づき、昭和５０年消防庁告示第１４号による

防火対象物関係義務事項とし、点検設備機器等は別紙－１及び２のとおりとする。 

（３）超高感度煙検知システム点検 

① 外観点検 

ア 超高感度煙警報盤 

１） 周囲に点検上及び使用上の障害となるものがないか確認する。 
２）外形の変形、損傷等がないか確認する。 
３）予備電源の外形の変形、損傷等がなく、鑑定マークが貼付されているか確認する。（内

蔵型のみ） 
４） 交流電源入力時、電圧計の指示が適正な範囲内にあるか確認する。 
５）スイッチ注意灯が消灯しているか確認。（低位にあること） 

６） 表示装置の汚損、名称の不鮮明な部分がないかどうか確認。 

７） 断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないか確認。 

８） ヒューズ等の予備品及び回路図等が備えてあるか確認。 

イ 検知器 

１）ボックス及び検知部ユニット（フィルタ、吸引ファン、接続パイプ）の変形、損傷、

脱落がないか確認。 

２）断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないか確認。 

ウ サンプリング管 

１） サンプリング管の変形、損傷、脱落がなく、サンプリング穴も目詰まりしていな 

いか確認。  

② 機能点検 

ア 超高感度煙警報盤 

１）スイッチ類の切替機能が正常か確認。 

２）ヒューズ類は、損傷及び溶断等が無く、所定の種類及び容量を確認。 

３）継電器の脱落、端子の緩み、接点の損傷及び埃等の付着が無く、また作動させた時の

機能が正常であることを確認する。 

４）表示灯は、スイッチ等の操作により点灯及び点滅すること確認すること。 

５）結線接続部に、断線及び端子等の緩みが無いことを確認する。 

６）接地部に、腐食及び断線等が無いことを確認する。 

７）メンテナンスソフトにより、「警報テスト」、「故障テスト」及び「気流異常テス

ト」を行い各表示並びに音響が正常に作動することを確認する。 

また、「音響停止スイッチ」を操作したとき音響が停止すること。  

なお、「警報テスト」の時の音響鳴動は設定遅延時間後に鳴動することも合わせて確認

85



する。 

８）「試験スイッチ」の操作により、ディスプレイユニットの各表示が約１秒周期で点灯

することを確認する。 

９）火災信号並びに異常信号が発生したとき、該当地区の信号が正しく警報され、「火災

信号遮断」、「異常信号遮断」の操作により、各信号がそれぞれ遮断されること。 

１０）盤面に設けられている全てのスイッチのいずれか一つでも正常監視状態でないとき、

「スイッチ注意灯」が点灯すること。 

１１）実装されているディスプレイユニット上の一つでも異常灯が点滅しているとき、ス

イッチ操作部の異常代表灯が点滅又は点灯すること。 

１２）センサ側で受話器を接続したとき、監視盤の電話灯が点滅し、監視盤で呼び出し音

が鳴動すること。 

また、監視盤側のプラグに電話ジャックを差し込んだとき、呼び出し音が止まり通話

可能となること。 

イ 検知器 

１）超高感度煙警報盤から供給されている電源電圧を測定し、電源供給電圧測定を行い、

正常であることを確認する。 

２）加煙試験を行った場合、確実に作動し、かつ警戒区域の表示が適正であることを確認

する。 

また、加煙は発煙管を用いてセンサから一番遠い箇所の吸引穴から吸引をさせること。

この際に警報盤に表示されるまでの時間（煙の管内輸送時間）６０秒以内とすること。 

３）メンテナンスソフトにより、「表示灯確認テスト」を行い、各センサの表示灯がすべ

て点灯することを確認する。 

 

６ 提出書類 

（１）受託者は、作業日程表及び作業員名簿を作業日前７日以上前に委託者へ提出しなければなら

ない。 

（２）受託者は、作業当日の作業前と作業後には、委託者にその旨報告しなければならない。 

（３）当日の作業後には、必要事項を記入した作業日報を委託者に提出しなければならない。 

（４）実施報告書の書式等については、「５ 業務の範囲」と同様「昭和５０年消防庁告示第１４

号」に基づいたもので報告すること。 

（５）実施報告書における部数等は、以下のとおりとする。 

① 紙媒体        ２部 

② 電子媒体（ＣＤ－Ｒ） １枚  

（６）各作業工程において、作業過程ごとの写真を、報告書に添付しなければならない。 

なお、写真はデータ（上記②）としても１部提出しなければならない。 

（７）点検作業最終日から２０日以内に全ての作業報告書を添付書類も含めて委託者に提出しなけ

ればならない。 

 

７ その他特記事項 

（１）作業に当たっては、建物の床、壁、機器等を損傷し、又は支障を及ぼさないよう事前に養生

等行う。 

（２）作業が終了したときには、養生材、工具、資機材及び発生材等を撤去し、必要に応じて建物

の床、壁、機器等を清掃すること。 
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（３）点検の結果、機能に異常又は劣化等がある場合には、とるべき必要な措置を実施報告書に記

載すること。 

（４）この業務委託に使用する器具及び消耗機材は、受託者の負担とし、良質かつ適正なものを使

用すること。 

（５）作業工程において、受託者は庁舎管理者と打合せを行い、円滑に作業を進めること。特に屋

内の点検に関しては作業時間の指定もあり得ますので、注意すること。 

（６）作業日程の変更及び行程の変更等が生じた場合は、事前に委託者と協議し委託者の了解を得

ること。 

（７）本仕様書の条項に疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない条項に関しては、委託者と

協議の上決定する。 
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別紙－１

項  　　　　目 数　量 項  　　　　目 数　量 項  　　　　目 数　量 項  　　　　目 数　量 項  　　　　目 数　量 項  　　　　目 数　量

粉末式消火器（加圧式１０型） ４３本 複合受信機（ＧＲ型） 一面 制御盤・増幅器等（１２０Ｗ） 一面 避難口誘導灯 ５１台 複合受信機（ＧＲ型組み込み式） 一面 ポンプ １組

強化液（消火器蓄圧式３型） １５本 中継器盤 １台 スピーカー回線（２０回線） １台 室内通路誘導灯 １４台 防火戸 ６台 制御盤 １台

光電アナログ式スポット型感知器 ６８個 遠隔操作装置 ２個 階段通路誘導灯 ６台 防火シャッター １１台 流水検知装置 ２個

光電式スポット型感知器２３９個 スピーカー １６２個
配線点検・絶縁測定点検
（総合点検時のみ） 一式 排煙口 ７台 補助散水栓 １７台

差動式スポット型感知器 １個 起動装置 １個 手動開放装置 ７台 圧力スイッチ ２個

定温式スポット型感知器 ２個
配線点検・絶縁測定点検
（総合点検時のみ） 一式 排煙機及び起動盤 ２面 連結散水ヘッド １２８個

表示灯 １７個
配線点検・絶縁測定点検
（総合点検時のみ） 一式 呼水装置 一式

発信機 １７個 送水口 １基

防排煙移報（１２１点） 一式 表示盤 一面

消火栓起動装置連動点検 一式 一斉開放弁 ２個

非常放送連動点検 一式
配線点検・絶縁測定点検
（総合点検時のみ） 一式

配線点検・絶縁測定点検 一式

常用電源点検 一式

予備電源点検 一式

※　消防設備等機器の機能について、仕様書「５　点検業務」に従って実施すること。

消防用設備機器点検内訳
（電　算　棟　）

①消火器具設備 ②自動火災報知設備 ③非常警報設備 ④誘導灯及び誘導標識 ⑤排煙設備 ⑥連結散水設備
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別紙－2

項  　　　　目 数　量 項  　　　　目 数　量 項  　　　　目 数　量 項  　　　　目 数　量 項  　　　　目 数　量 項　　　　　目 数量

粉末式消火器（加圧式１０型） １１本 Ｐ型１級壁掛露出型受信機 一面 制御盤・増幅器等（６０Ｗ） 一面 階段通路誘導灯 ９台 屋内消火栓ポンプ制御盤 １台 設置状況 一式

強化液（消火器蓄圧式３型） ７本
煙式スポット型光電式
非蓄積 １０個 スピーカー回線（２０回線） １台 （１階４，２階２，３階３） ジャッキﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 １台 自家発電装置 一式
差動式スポット型感知
器 ５２個 遠隔操作装置 ２個 誘導標識 一式

配線点検・絶縁測定点検
（総合点検時のみ） 一式 始動装置 一式

定温式スポット型感知
器 １３個 スピーカー ５２個

配線点検・絶縁測定点検
（総合点検時のみ） 一式

表示灯 １７個 起動装置 １個

発信機 ６個
配線点検・絶縁測定点検
（総合点検時のみ） 一式

消火栓起動装置連動点検 一式

非常放送連動点検 一式

配線点検・絶縁測定点検 一式

常用電源点検 一式

予備電源点検 一式

※　消防設備等機器の機能について、仕様書「５　点検業務」に従って実施すること。

消防用設備機器点検内訳
（事　務　棟　）

①消火器具設備 ②自動火災報知設備 ③非常放送設備 ④誘導灯及び誘導標識 消火栓 自家発電設備
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（１）－オ 

 

１ 件名 エレベーター保守管理業務 

 

２ 委託場所 

  東京都練馬区上石神井４－８－４ 厚生労働省上石神井庁舎事務棟及び電算棟 

 

３ 委託期間 平成 28 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日 

 

４ 業務内容 

①   受託者は、毎月２回、以下それぞれのエレベーターに対し、フルメンテナン

ス契約による各部機構の全般的な給油、調整、調査を行う。 

        電算棟    ダイコー株式会社 ＤＲ－ＳＨＣ 

             交流可変電圧可変周波数制御（インバータ方式） 

           人荷用昇降機（身体障害者用付加仕様付） ロープ式一般型 

           積載量 ２０００kg 

      事務棟  株式会社日立製作所（ＵＡＰ－１５－ＣＯ４５、３ｓｔｏｐｓ） 

           交流可変電圧可変周波数制御（インバータ方式） 

           機械室レス常用エレベーター ロープ式一般型 

           積載量 １０００㎏       

②   本業務は、「建築基準法」(昭和 25 年法律第 201 号)並びにこれに基づく地方

条例及び「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針（平成５年６月３０日住

防発第１７号）」、「人事院規則１０－４」又は「昇降機検査基準（ＪＩＳ 

Ａ ４３０２）」に定めるところにより実施する。 

 ③ 受託者はエレベーターに対し、人事院規則１０－４第３２条に基づく性能検

査を１０月に実施することとし、当該検査に立ち会うものとする。 

③   受託者はエレベーターに対し、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第１２条

４項に基づく有資格者による点検を実施する。 

 ⑤ 受託者は、年１回実施される電気設備点検時の停電の際に以下の作業を実施 

する。 

  （各年度全館停電日：毎年１２月３１日） 

    ⅰ．停電時のエレベーターの電源断 

  ⅱ．停電後のエレベーターの電源投入 

  ⅲ．停電後のエレベーターの正常稼働確認 

  

５ 修理・取替 

 本契約に基づく修理・取替対象は以下のとおりとする。 

 ① 電動機及び電動発電機関係（巻線、メタル、刷子、ベアリング） 

 ② 巻上機関係（ウォームギャー、ウォームホイル、各メタル、スラストベアリ

ング、オイルシール、シーブ） 

  ③ 制動機関係（ブレーキコイル、ブレーキライニング、プランジャー、ロット、

スリーブ） 

  ④ 調速機関係（シャフト、ベアリング、プーリー、スイッチ、ピン、テンショ

ンウェート） 

  ⑤ フロアーコントローラ関係（レベルギヤー、ベアリング、ネジ棒、スライダ

ー、セグメント、カム、プーリー、テンションウェート） 

  ⑥ 受電盤、制御盤、信号盤関係（計器類、リレー、コイル、フィンガー、コン

タクトリード線、抵抗、ヒューズ、移相器、インバーターユニット、マイコン

ユニット） 

  ⑦ ワイヤロープ関係（主ワイヤロープ、ガバナロープ、セフティロープ、フロ
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アロープ） 

  ⑧ かご関係（運転操作ボタン、各スイッチ類、戸開閉装置、ドアハンガー、シ

ュー、ガイドシュー、非常止め、ロック外し装置、照明、ランディングスイッ

チ、かご位置表示プリント板） 

  ⑨ 昇降路関係（つり合いおもり、各スイッチ類、緩衝器、主レール） 

  ⑩ 乗り場関係（戸レール、ハンガー、シュー、ドアロックスイッチ、押釦、表 

示灯） 

  ⑪ 配線関係（一般配管配線、制御用ケーブル、フロアマイコン基盤、ジャック） 

  ⑫ その他（インターホン、換気扇、保守に必要な油脂、各電池類、電灯用ラン 

プ類、ウエス類） 

  ※なお、以下の項目は対象外とする。 

  ・ 塗装メッキ直し、かご床ゴムタイル・敷居、意匠部品の取替及び清掃 

 ・ 故意及び不注意による破損の修理 

 ・ 災害による故障及び破損等の修理 

 

６ その他 

 ① 受託者は、翌月の作業日程表及び作業員名簿を毎月２５日までに委託者へ提

出しなければならない。作業に当たっては、厚生労働省担当者の指示に従うこと。 

② 受託者は、作業当日の作業前と作業後には、委託者にその旨報告しなければ

ならない。 

③ 当日の作業後には、必要事項を記入した作業日報を委託者に提出しなければ

ならない。 

 ④ 受託者は、契約期間中の作業実施計画を作成し、速やかに提出する。 

 ⑤ 本仕様書に定めのない事項は、厚生労働省担当者と協議し、決定する。 
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（２）－ア 

 

１ 件名 セキュリティ他遠隔保守管理業務 

 

２ 委託場所  

東京都練馬区上石神井４丁目８－４ 

 

３ 委託期間 平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日 

 

４ 対象 別表－１のとおり 

 

５ 業務内容 

受託者は、厚生労働省上石神井庁舎電算棟に設置された業務対象設備について、本

仕様書に従い、次の業務を遂行する。 

なお、業務遂行に当たっては、業務対象設備の使用状況に応じた各制御プログラム

の設定、確認を行い、業務対象設備の事故発生防止及び故障の早期発見に努め、耐用

年数の延長を図るものとする。 

また、業務履行に当たっては、セキュリティシステムを活用した防犯レベルの高い

施設の特徴から情報管理の徹底と安全対策を講じること。 

(1)  遠隔点検業務 

別表－１記載の機器について、中央監視装置（savic-netEV）と接続した構外

の遠隔保守センターより遠隔方式により、毎日若しくは対応する周期に従い、機

器の正常な稼動状態を監視するとともに、遠隔データセーブをした後に、以下の

①から④の点検項目についてデータバックアップや稼動状態の解析をし、機器の

異常の早期発見に努め、診断結果を定期に報告する。 

① 遠隔履歴データセーブ 

毎日１回中央監視装置で蓄積された次のデータを遠隔保守センターで収集

しサーバーに重要データを自動保存すること。また、厚生労働省担当者の要請

に応じ、いつでも電子媒体に加工して提示できるようにすること。 

ログイン・アウト情報／Ethernet 通信状態／コリジョン検知／電源電圧の供

給情報／メインコンソール周辺温度／バッテリー充電電圧／中央監視ポイン

ト３０分周期データ／中央監視ポイント６０分周期データ／印字データ／メ

インコンソールエラー情報／コントローラーエラー情報／データ容量／バー

ジョン情報／セキュリティ運用データ 

② 遠隔ファイルセーブ 

月１回中央監視装置及び出入制御装置・設備統合コントローラーに記録され

蓄積された運用最新ファイルを遠隔保守センターで収集しサーバーに自動保
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存し緊急時の迅速復旧が行えるようバックアップデータを確保すること。 

③ 遠隔機能診断 

月１回月末に当月データを解析し、遠隔機能診断による異常個所の有無や故

障対処策の提案、対処履歴などを取りまとめ発注者に報告すること。 

④ 制御動作点検 

３ヶ月に１回空調パッケージ制御コントローラーより１週間分の運転デー

タを遠隔保守センターで収集し、解析サーバーにて解析した後診断し、動作不

良箇所の指摘を行うこと。 

(2)  臨場点検業務 

① 点検周期及び保守項目 

別表－１記載の項目について、業務対象設備に臨場して、対応する周期に従

い点検を実施する。点検の作業詳細については別表－２記載の項目に対応する

ものを実施すること。 

② 修理、交換等 

①の点検の結果又は機器の耐用年数の延長を図るため、厚生労働省担当者の

要請に応じて部品、消耗部品及び消耗品等の調整、修理、交換、補給を行う。 

(3)  カード発行業務補佐 

月１回業務対象施設に技術員を出張させ、厚生労働省担当者の要請に応じ入館

カードの登録に関する技術指導を実施すること。 

(4)  ネットワーク障害の遠隔確認 

ネットワーク障害の発生を未然に防止するため、月１回業務対象施設に技術員

を出張させ、遠隔保守センターで収集した前月の通信負荷状況をレポートにまと

め異常箇所の指摘又は正常確認結果を報告すること。 

(5)  緊急保守業務 

次の場合、受託者は、速やかに業務対象施設に技術員を急行させ、機器の調整、

修理、交換、補給を行うこと。 

① (1)及び(2)の点検結果により必要が生じたとき 

② 遠隔方式により機器の故障、異常その他警報を受信したとき 

③ 保全監督員から要請があったとき 

(6)  緊急保守部品の配備 

(5)の業務履行に際し必要となるメーカー保守部品は業務対象施設の重要度を

勘案し２４時間以内の出庫とすること。このため受託者は緊急保守部品の配備計

画書を提出すること。 

(7)  作業時間 

① ５(2)(3)(4)の業務は、原則として上石神井庁舎の開庁日の午前９時００分

から午後５時００分の間に実施するものとする。 
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② ５(1)及び(5)の業務は、必要に応じて随時の時間に対応するものとする。 

(8)  点検・保守計画書の提出 

受託者は、５(1)及び(2)の点検等について、契約期間中の点検周期及び部品の

耐用年数に従った点検・保守計画書（任意様式）を作成し、契約開始時に厚生労

働省担当者に提出する。   
(9) 報告書 （紙媒体２部、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）１枚）の提出 

受託者は、次の場合、速やかに保全監督員に対して報告書を提出する。 

① 上記(1)から(5)の業務及び厚生労働省担当者から指示された業務が終了し

たとき 

② 本仕様に基づく業務中に、事故があったとき 

③ 本業務内容の実施が困難となる事情が発生したとき 

④ 業務対象施設又は設備に異常又は危険な状態が生じたとき、並びにそれらの

恐れがあるとき 

    

６ 費用の負担区分 

(1)  厚生労働省の負担する費用は、以下のとおりとする。 

① 作業に必要となる水光熱費及び電話代 

② 消耗品（記録用紙、プリンター１台につき年間を通し１個のリボン、トナー）

購入費用 

③ 有寿命部品費用・機器本体修理費用・不良機器交換費用 
(2)  受託者の負担する費用は、以下のとおりとする。 

① 業務対象施設に設置された中央監視装置から遠隔監視・診断を行うために必

要な機器の設置 

② ①において設置した機器の撤去及び原状回復費用 

③ 通信回線設置費用 

④ 図面管理システムのセキュリティソフトライセンス更新費用（日常の更新費

用を除く） 

７ 業務履行能力の確認 

業務履行能力についての確認のため、受託者は遠隔保守センターシステム構成確認

書と履行確約書を提示すること。また、厚生労働省担当者が遠隔保守センターの見学

をもって確認することを要請した場合、契約後速やかに見学できるものとする。 

８ 一般事項 

(1) 作業に当たっては、保全監督員の指示を受ける。 

(2) 受託者は、遠隔点検業務従事者については契約開始時、臨場点検業務従事者に

ついては業務の都度業務開始前に、それぞれ保全監督員に業務従事者名簿を提出

し、その承認を受ける。 
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(3) 受託者は、年１回実施される電気設備点検に伴う停電の際、以下の作業を行う。

（毎年度の全館停電予定日：各年１２月３１日） 

① 停電時の各機器電源断 

② 復電後の各機器電源投入 

③ 復電後の各機器正常稼動確認 

(4) 本業務履行中の事故については、受託者の過失で生じた事故に限り受託者の責

任において処理する。 
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別表-１ 定期保守作業対象機器及び作業周期表 　　　（◎は遠隔診断にて実施、○は定期点検実施）

遠隔
履歴データセーブ

遠隔
ファイルセーブ

遠隔機能診断 制御動作点検 定期点検

毎日 1ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 １年

Ａ．入退室管理・機械警備設備（セキュリティ装置）

　1.盤システム関係

          センター装置 1 式 ◎ ◎ ◎ ○
               17インチLCD,KB,MS 1 式 ○
               レーザープリンタ 1 台 ○
　　　　　　　 UPS（2KVA 10分） 1 台 ○
               ソフトウェア(アンチパスバック) 1 式 ○
               在室者管理機能 1 式 ◎ ○
               サマリグラフ 1 式 ○
          システム制御盤 1 面 ◎ ◎ ◎ ○
          リモート盤

               SRS-B2 1 面 ◎ ◎
               SRS-B1-1 1 面 ◎ ◎
               SRS-1-1 1 面 ◎ ◎
               SRS-1-2 1 面 ◎ ◎
               SRS-2-1 1 面 ◎ ◎
               SRS-2-2 1 面 ◎ ◎
               SRS-3-1 1 面 ◎ ◎
               SRS-3-2 1 面 ◎ ◎
　2.機器関係

          非接触ICカードリーダ 31 台 ◎ ○
54 台 ○
3 台 ○

78 台 ○
          鍵管理ボックス（磁気カード対応、30BOX） 1 面 ○
Ｂ．空調・電気監視システム盤関係

   1.中央監視装置

             savic-netEV model30

                     最大管理点数：3000点

      H/W      MCU1（BACPU-1) 1 台 ◎ ◎ ◎ ○
               MCU2（BACPU-2) 1 台 ◎ ◎ ◎ ○
               MCU3（BACPU-3) 1 台 ◎ ◎ ◎ ○
               17"LCD 3 台 ○
               ドットインパクトプリンタ（MPR) 1 台 ○
               カラーレーザープリンタ(CLP) 1 台 ○

備考

　　　パッシブセンサ

　　　赤外線ビームセンサ

　　　マグネットセンサ

点検周期

対象機器 数 量
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別表-１ 定期保守作業対象機器及び作業周期表 　　　（◎は遠隔診断にて実施、○は定期点検実施）

遠隔
履歴データセーブ

遠隔
ファイルセーブ

遠隔機能診断 制御動作点検 定期点検

毎日 1ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 １年

備考

点検周期

対象機器 数 量

               UIC-A,B(SCPU-A,B) 4 台 ◎ ◎ ◎ ○
               P-UIC(SCPU-C) 1 台 ◎ ◎ ◎ ○
               イーサネットスイッチ(SW) 4 台 ◎ ◎ ◎ ○
               UPS(5KVA,10分） 3 台 ○
               図面管理装置 1 式 ○ ○
      S/W      基本ソフトウエア 1 式 ○
　　　　　　　 監視機能 1 式 ○
               表示機能 1 式 ○
               操作機能 1 式 ○
               制御機能 1 式 ○
               データ管理機能 1 式 ○
               保全業務支援機能 1 式 ○
               システムバックアップ機能 1 式 ○
               エネルギー消費管理システム 1 式 ○
   2.WEBモニタリング装置

 　　  ネットワークＢＡサーバ 1 式

      H/W      WebS 1 台 ○
               17"LCD 1 台 ○
               HUB 10 台 ○
　　  S/W  　　システム管理機能 1 式 ○
               WEB情報表示機能 1 式 ○
   3.CPU自動化システム

        CPU自動化システム 1 式 ○
               CPU自動化SEQ 6 台 ○
               端子盤 11 面 ○
　 4．常時表示装置

        常時表示装置表示部 1 式 ○
        常時表示装置制御部 1 式 ○
   5.自動制御盤

  A-B2RCP-1    1600W X 2150H X 400D 1 面 ○
  A-B2RCP-2    1600W X 2150H X 400D 1 面 ○
  A-B2RCP-3     800W X 2150H X 400D 1 面 ○
  B-B2RCP-1    1600W X 2150H X 400D 1 面 ○
  B-B2RCP-2    1600W X 2150H X 400D 1 面 ○
  B-B2RCP-3     800W X 1800H X 250D 1 面 ○
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別表-１ 定期保守作業対象機器及び作業周期表 　　　（◎は遠隔診断にて実施、○は定期点検実施）

遠隔
履歴データセーブ

遠隔
ファイルセーブ

遠隔機能診断 制御動作点検 定期点検

毎日 1ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 １年

備考

点検周期

対象機器 数 量

  C-B1RCP-1     800W X 2150H X 400D 1 面 ○
  A-1RCP-1      800W X 2150H X 400D 1 面 ○
  A-1RCP-2     3200W X 2150H X 400D 1 面 ○
  B-1RCP-1     3200W X 2150H X 600D 1 面 ○
  B-1RCP-2      800W X 2150H X 400D 1 面 ○
  A-2RCP-1      800W X 2150H X 400D 1 面 ○
  A-2RCP-2     3200W X 2150H X 400D 1 面 ○
  B-2RCP-1     3200W X 2150H X 400D 1 面 ○
  B-2RCP-2      800W X 2150H X 400D 1 面 ○
  A-3RCP-1     3200W X 2150H X 600D 1 面 ○
  B-3RCP-1     3200W X 2150H X 600D 1 面 ○
 特高リモート盤　　700W X 1900H X 400D 1 面 ○
 中央電力監視設備特高リモート盤　　700W X 1900H X 400D 1 面 ○
 中央電力監視設備グラフィック盤　　700W X 2150H X 400D 1 面 ○
 中央電力監視設備グラフィック端子盤　700W X 2150H X 400D 1 面 ○

　 6.自動制御機器

   ①ＵＰＳ室上吹きパッケージ制御

室内形温度センサ 1 台 ○
室内形湿度センサ 1 台 ○
デジタル式調節器 1 台 ◎ ◎ ◎ ○

   ②ＵＰＳ室下吹きパッケージ制御

室内形温度センサ 15 台 ○
室内形湿度センサ 6 台 ○
デジタル式調節器（個別） 3 台 ◎ ◎ ◎ ○
デジタル式調節器（ゾーン） 1 台 ◎ ◎ ◎ ○

   ③電算室上吹きパッケージ制御

室内形温度センサ 6 台 ○
室内形湿度センサ 6 台 ○
デジタル式調節器 6 台 ◎ ◎ ◎ ○
ＣＯ２濃度計 6 台 ○

   ④電算室下吹きパッケージ制御

室内形温度センサ 150 台 ○
室内形湿度センサ 60 台 ○
デジタル式調節器（個別） 30 台 ◎ ◎ ◎ ○
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別表-１ 定期保守作業対象機器及び作業周期表 　　　（◎は遠隔診断にて実施、○は定期点検実施）

遠隔
履歴データセーブ

遠隔
ファイルセーブ

遠隔機能診断 制御動作点検 定期点検

毎日 1ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 １年

備考

点検周期

対象機器 数 量

デジタル式調節器（ゾーン） 12 台 ◎ ◎ ◎ ○
   ⑤受変電室パッケージ制御

室内形温度センサ 3 台 ○
デジタル式調節器 1 台 ◎ ◎ ◎ ○

   ⑥パッケージ制御（１）

室内形温度センサ 15 台 ○
室内形湿度センサ 15 台 ○
デジタル式調節器 10 台 ◎ ◎ ◎ ○
リミットコントローラ 10 台 ○

   ⑦パッケージ制御（２）

デジタル式調節器 1 台 ◎ ◎ ◎ ○
   ⑧パッケージ制御（３）

室内形湿度センサ 18 台 ○
   ⑨パッケージ制御（４）

室内形湿度センサ 1 台 ○
   ⑩外気計測

挿入形温度センサ 1 台 ○
挿入形湿度センサ 1 台 ○
挿入形露点センサ 1 台 ○

   ⑪換気制御

温度調節器 1 台 ○
   ⑫消火ポンプユニット

液面リレー電極棒３Ｐ 1 台 ○
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別表-2 

1/3 

中央管制装置 ｓａｖｉｃ－ｎｅｔＥＶ及び自動制御機器臨場点検個別仕様 
 
 

 

点検機器 

 

 

保 守 項 目 

 

１． ＭＣＵ 

 

（１） 自動シャットダウン機能の確認 

（２） 各部のクリーンアップ 

（３） 自己診断プログラムによるハードウェア診断 

（４） ハードディスクドライブ、フロッピーディスクドライブ、光磁気ディスクドラ

イブの機能確認 

（５） フロッピーディスクドライブ、光磁気ディスクドライブのヘッドクリーニン

グ 

（６） インジケータの確認 

（７） ケーブル、コネクタ類の装着状態確認 

（８） 冷却ファンの動作確認 

（９）ハードウェア構成の確認 

２． ＭＣＵ 

分電ユニット 

（ＰＤＵ） 

（１） 受電電圧の測定 

（２） 電源、接地端子等の締付確認 

（３） 各部のクリーンアップ 

（４） サージアブソーバの点検 

（５） 受電インジケータの確認 

（６）ケーブル、コネクタ類の装着状態確認 

３． ＭＣＵ 

外部入出力 

ユニット 

（ＩＯＵ） 

（１） 電源電圧の測定、調整 

（２） 各部のクリーンアップ 

（３） 各端子の締付確認 

（４） ケーブル､コネクタ類の装着状態確認 

４． システム機能 

 

（１） 基本機能の確認 

（２） 外部入出力ユニット（IOU）の移報、ブザー停止機能の確認 

５．NBS 

（WEBサーバー） 

（１） 自動シャットダウン機能の確認 

（２） 各部のクリーンアップ 

（３） 自己診断プログラムによるハードウェア診断 

（４） ハードディスクドライブ、フロッピーディスクドライブ、光磁気ディスクドラ

イブ機能確認 

（５） フロッピーディスクドライブ、光磁気ディスクドライブのヘッドクリーニン

グ 

（６） インジケータ表示確認 

（７） ケーブル、コネクタ類の装着状態確認 

（８） 冷却ファンの動作確認 

（９）ハードウェア構成の確認 

（10）基本機能の確認 

６．CPU自動化システム （１） 電源電圧の測定、調整 

（２） 各部のクリーンアップ 

（３） インジケータの確認 

（４） ケーブル、コネクタ類の装着状態確認 

（５） 冷却ファンの動作確認 

７．室内形温度センサ 

室内形湿度センサ 

（１）設置環境及び､取付位置･状態の確認 

（２）配線端子の緩み点検及び増締め 

（３）クリーンアップ 

（４）標準試験器による実測値との誤差点検及び校正 
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別表-2 

2/3 

８．デジタル式調節器 （１）外観目視点検 

（２）インジケータの確認 

（３）配線端子、取付状態の緩み確認及び増締め 

（４）クリーンアップ  

（５）メモリバックアップバッテリの外観点検及び交換年月の確認 

９．CO2濃度発信器 （１）外観のクリーンアップ 

（２）外観・内観及び取付状態の点検 

（３）導圧管廻りの点検 

（４）各フィルター類・消耗品の定期的交換 

（５）制御作動状態の点検 

10．温度調節器 

液面リレー電極棒３Ｐ 

（１）外観目視点検及び取付状態の確認 

（２）外観のクリーンアップ 

（３）内部機械的可動部分の動作確認 

（４）調節器と信号関連部とのループ作動点検調整 

（５）規定値の設定 

11．ＵＩＣ 

（設備統合コントローラ） 

ＡＣＵ－Ⅲ 

（出入制御装置） 

 

（１） メモリバックアップ機能の確認 

①動作確認 

②バックアップバッテリー放電電圧測定 

③バックアップバッテリー外観点検 

（２） 電源断検出機能の確認 

（３） 電源電圧の測定、調整 

（４） 各部のクリーンアップ 

（５） インジケータの確認 

（６） ケーブル、コネクタ類の装着状態確認 

（７） 冷却ファンの動作確認（冷却ファン装着時のみ実施） 

12．防犯センサー 

 

（１） 重要系統の防犯ループ確認 

パッシブセンサ、赤外線ビームセンサ、マグネットセンサ 

13．非接触ＩＣカードリーダ （１） 外観の確認 

（２） 装着状態の確認 

14．キーボックス （１）データファイルのセーブ 

（２）ヒュ－ズの確認、交換 

（３）各部のクリ－ンアップ 

①ボックス外部 

②ボックスモジュ－ル内部 

③電源ユニット 

④Ｉ／Ｏモジュール 

（４）電源，接地端子等の締付確認 

（５）ケ－ブル，コネクタ類の装着状態の確認 

（６）インジケータの確認 

（７）電源電圧の測定，調整 

（８）バックアップバッテリの充放電電圧測定 

（９）音声出力の確認，調整 

①音声メッセ－ジ ②音声音量 

（10）カ－ドリ－ダのヘッドクリ－ニング 

（11）ＬＣＤ表示の確認 

（12）ＬＣＤパネルコントラスト確認調整（オプション） 

（13）プリンタの印字品質の点検 

（14）総合動作確認 

15．キーボード、マウス 

 

（１） 動作点検 

（２）各部のクリーンアップ 

16．ＣＲＴ、ＬＣＤ 

 

（１） 消磁 

（２） 設定要素の確認 
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別表-2 

3/3 

①色ズレ、色ムラの確認 

②フォーカス確認 

③コントラスト、画面サイズ、表示位置の確認、調整 

（３）外観のクリーンアップ 

17．プリンタ （１）外観点検 

（２）テスト印字による印字品質確認 

（３）操作パネルの機能確認 

（４）内部の異物、ほこり、汚れ除去 

（５）ケーブル、コネクタ類の装着状態確認 

（６）ネジ、ワシャー、ナットの締付け確認 

18．無停電電源装置 

（ＵＰＳ） 

 

 

（１） バックアップ動作の確認 

（２） 電源断検出機能の確認 

（３） UPS出力電圧測定 

（４）UPS外観点検 
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（２）－イ 

１． 件名 構内ネットワーク設備保守管理業務 

  

２． 委託場所  

東京都練馬区上石神井４丁目８－４  

 

３． 委託期間 平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日 

 

４． 対象 別表－１のとおり 

     

５． 業務内容 

受託者は、厚生労働省上石神井庁舎の業務対象施設に設置された業務対象設備につ

いて、本仕様書に従い、次の業務を遂行する。 

なお、業務遂行にあたっては、業務対象設備の使用状況に応じた各通信機器の点検、

確認を行い、業務対象設備の事故発生防止及び故障の早期発見に努め、耐用年数の延

長を図るものとする。また、業務履行にあたっては、セキュリティレベルの高い施設

の特徴から情報管理の徹底と安全対策を講じること。 

(1) 保守管理業務の対象となる設備は以下のとおりとする。 

ア) 構内情報通信設備 

イ) 構内電話設備 

ウ) ＩＴＶ設備 

エ) 電力監視装置設備 

(2) 受託者の負担範囲 

ア) 関係法令に基づく官公署その他関係機関への必要な届出手続きに関する

事項は受託者の負担とする。 

イ) 関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査、又は契約書に定める検査

を受検するに当たっては、その検査に必要な資機材、労務等を提供し、こ

れに直接要する費用は受託者の負担とする。 

ウ) 保全監督員の確認又は保全監督員の立会を受けるに当たっては、その確認

又は立会に必要な資機材、労務等を提供し、これに直接要する費用は受託

者の負担とする。 

エ) 業務の実施に必要な材料、工具、計測機器、作業用機械器具等の資機材は

受託者の負担とする。 

オ) 業務の実施に必要な消耗品（配線、コード含む）及び油脂等は受託者の負

担とする。 

カ) 業務の報告書等の用紙(プリントアウトされる印刷用紙を含む。) 及び消

耗品は受託者の負担とする。 

キ) 当該設備のサポート体制を確立するために、当該設備の製造者等と契約す

る機器サポート費用は受託者の負担とする。 

 

(3) 業務責任者 

ア) 受託者は業務の実施に先立ち、業務責任者を定め厚生労働省担当者係に通
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知する。 

イ) 業務責任者は業務を行う者を指揮監督するとともに保全監督員との連絡

を密にし、適正な業務の実行に努めるものとする。 

ウ) 業務責任者は自ら業務を行うことができる。 

(4) 業務を行う者 

業務を行う者は当該設備を熟知し、必要な知識及び技能を有するものとする。 

関係法令等により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有

する者が業務を行う。また、当該設備の製造者等により業務を行う者の資格が定

められている場合は、当該資格を有する者が業務を行う。 

(5) 守秘義務 

業務上知り得た発注者及び当該設備に関する秘密を第三者に漏らしてはならな

い。このことは契約の解除及び期間終了後においても同様とする。 

(6) 設備の点検 

別表－２記載の項目について、業務対象設備に対応する周期に従い点検を実施

する。点検は、適切な計測機器等を用いて劣化又は異常の状態を見極め、保守そ

の他の対応すべき措置の方法等を的確に判断すること。 

(7) 故障原因、故障箇所の特定 

受託者は、厚生労働省担当者が提示する以下の情報に基づき、すみやかに故障

原因、故障箇所の特定を行うこと。 

ア) 故障による影響の範囲、影響が生じている内容 

イ) 目視によって分かる範囲の各機器の稼働状況 

ウ) 簡易な操作によって分かる範囲の各機器の稼働状況 

エ) 監視装置にて検知した警報の内容 

また、故障原因、故障箇所の特定を早急におこなうために、必要に応じて遠隔

で以下の操作可能な環境を準備すること。 

ア） 各機器の稼働状況の確認、各種操作 

イ） 監視装置の警報の確認、各種操作 

(8) 故障等の対応 

    次の場合、受託者は、速やかに業務対象施設に技術員を急行させ、機器の調整、

修理、交換、補給を行うこと。必要があれば代替の機器・部品を用意してすみや

かに故障を回復する。なお一般電話の故障については、電話機本体は委託者側で

準備するものとする。 

ア） (６）の点検結果により必要が生じたとき 

イ） 機器の故障、異常その他警報を受信したとき 

ウ） 厚生労働省担当者から要請があったとき 

(9) 緊急保守部品の配備 

(8)の業務履行に際し受託者は当該設備のサポート体制を確立するために、当該

設備の製造者等と機器サポート契約を結び、故障の際に機器又はソフトウエア等

の部品･代替品を遅滞なく供給しなければならない。 

必要となるメーカー保守部品は業務対象施設の重要度を勘案し２４時間以内の

出庫とすること。このため受託者は緊急保守部品の配備計画書を提出すること。 

105



 

(10) 電気設備点検時の対応 

    受託者は年１回実施される電気設備点検時の停電の際に、以下の作業を行うこ 

と（各年度全館停電予定日：毎年１２月３１日）。 

ア） 停電時の各機器の電源断 

イ）停電後の各機器の電源投入 

ウ）停電後の各機器の正常稼働確認 

(11) 作業時間 

ア) (6)の業務は、原則として上石神井庁舎の執務時間内に実施するものとす

る。 

イ) (7)(8)の業務は、必要に応じて随時の時間に対応するものとする。 

ウ) (10)の業務は、発注者の定める電気設備点検のスケジュールに合わせて実

施するものとする。 

(12)保守計画書の提出 

受託者は、作業の実施に当たって契約期間中の保守計画書を作成し、契約開始

時に厚生労働省担当者に提出する。 

(13) 報告書（紙媒体２部、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）一枚）の提出 

受託者は、次の場合、すみやかに保全監督員に対して報告書を提出する。必要

があれば報告書に図面･写真等を添付すること。 

ア) 上記(6)(7)の業務及び発注者から指示された業務が終了したとき 

イ) 本仕様に基づく業務中に、事故が発生したとき 

ウ) 本業務内容の実施が困難となる事情が発生したとき 

エ) 業務対象施設又は設備に異常又は危険な状態が生じたとき、並びにそれら

の恐れがあるとき 

 

６．一般事項 

ア) 受託者は、作業に当たっては、保全監督員の指示を受ける。 

イ) 受託者は、作業従事前に、保全監督員に対し点検業務従事者に係る作業者

名簿を提出し、作業終了後、作業日報を提出する。 

ウ) 本業務履行中の事故については、受託者の過失で生じた事故に限り受託者

の責任において処理する。 
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別表-２ 

点 検 項 目 点 検 内 容 周 期 備 考 

1.構内情報通信設備    

ア) コアスイッチ 

 

 

a)以下の項目について目視点検を行う。 

・装置外面等の損傷の有無 

・接合コネクタの接合確認 

・ケーブル類の損傷の有無 

・ファン動作の確認 

・ＬＥＤ表示の確認 

b)装置外面等の清掃を行う。 

c)機器周囲及びラック内の温度を計測し、

異常のないことを確認する。 

d)機器周囲の湿度を計測し、異常のないことを確

認する。 

e)ログを採取し、異常のないことを確認す

る。 

2／年  

イ) アクセススイッチ a)以下の項目について目視点検を行う。 

・装置外面等の損傷の有無 

・接合コネクタの接合確認 

・ケーブル類の損傷の有無 

・ファン動作の確認 

・ＬＥＤ表示の確認 

b)装置外面等の清掃を行う。 

c)機器周囲及びラック内の温度を計測し、

異常のないことを確認する。 

d)機器周囲の湿度を計測し、異常のないことを確

認する。 

e)ログを採取し、異常のないことを確認す

る。 

2／年  

ウ) 無停電電源装置 a)以下の項目について目視点検を行う。 

・装置外面等の損傷の有無 

・接合コネクタの接合確認 

・ケーブル類の損傷の有無 

・ＬＥＤ表示の確認 

b)装置外面等の清掃を行う。 

c)機器周囲及びラック内の温度を計測し、

異常のないことを確認する。 

d)機器周囲の湿度を計測し、異常のないことを確

認する。 

e)ログを採取し、異常のないことを確認す

2／年  
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点 検 項 目 点 検 内 容 周 期 備 考 

る。 

エ) ネットワーク管理装置 a)以下の項目について目視点検を行う。 

・装置外面等の損傷の有無 

・接合コネクタの接合確認 

・ケーブル類の損傷の有無 

・ファン動作の確認 

・ＬＥＤ表示の確認 

b)装置外面等の清掃を行う。 

c)機器周囲及びラック内の温度を計測し、

異常のないことを確認する。 

d)機器周囲の湿度を計測し、異常のないことを確

認する。 

e)ログを採取し、異常のないことを確認す

る。 

2／年  

オ) ネットワーク監視装置 a)以下の項目について目視点検を行う。 

・装置外面等の損傷の有無 

・接合コネクタの接合確認 

・ケーブル類の損傷の有無 

・ファン動作の確認 

・ＬＥＤ表示の確認 

b)装置外面等の清掃を行う。 

c)機器周囲及びラック内の温度を計測し、

異常のないことを確認する。 

d)機器周囲の湿度を計測し、異常のないことを確

認する。 

e)ログを採取し、異常のないことを確認す

る。 

f)ウイルスパターンファイルの更新を行

う。 

2／年  

カ) 事務棟 HUB a)以下の項目について目視点検を行う。 

・装置外面等の損傷の有無 

・接合コネクタの接合確認 

・ケーブル類の損傷の有無 

・ＬＥＤ表示の確認 

b)装置外面等の清掃を行う。 

c)機器周囲の温度を計測し、異常のないこ

とを確認する。 

d)機器周囲の湿度を計測し、異常のないことを確

認する。 

2／年  
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点 検 項 目 点 検 内 容 周 期 備 考 

2.構内電話設備 

ア）構内 PHS アンテナ 

 

 

a)以下の項目について目視点検を行う。 

・装置外面等の損傷の有無 

・ＬＥＤ表示の確認 

b)装置外面等の清掃を行う。 

c)機器周囲の温度を計測し、異常のないこ

とを確認する。 

d)機器周囲の湿度を計測し、異常のないことを確

認する。 

 

1／年 

 

オ）一般電話機 a)以下の項目について目視点検を行う。 

・装置外面等の損傷の有無 

・接合コネクタの接合確認 

・ケーブル類の損傷の有無 

・通話確認 

b)装置外面等の清掃を行う。 

c)機器周囲の温度を計測し、異常のないこ

とを確認する。 

d)機器周囲の湿度を計測し、異常のないことを確

認する。 

1／年 

3.ＩＴＶ設備   

ア）IPカメラ運用監視用ＰＣ a)以下の項目について目視点検を行う。 

・がたつき、変形、損失の有無 

b)映像モニターにて、映像にちらつき、色

むらがないことを確認する。 

1／月  

イ）IP ネットワークデジタル

レコーダー 

 

 

a)以下の項目について目視点検を行う。 

・装置外面等の損傷の有無 

・接合コネクタの接合確認 

・ケーブル類の損傷の有無 

・ＬＥＤ表示の確認 

b)装置外面等の清掃を行う。 

c)機器周囲の温度を計測し、異常のないこ

とを確認する。 

d)機器周囲の湿度を計測し、異常のないことを確

認する。 

1／月  

ウ）旋回型ネットワークカメラ 

 

 

 

a)機器の取付状態を目視で確認する。 

b)映像モニターにより、映像にちらつき、

色むらがないことを確認する。 

c)映像モニターにより、レンズ動作が正常

4／年  
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点 検 項 目 点 検 内 容 周 期 備 考 

 

 

 

であることを確認する。 

d)映像モニターにより、可視範囲が正常で

あることを確認する。 

エ）固定型ネットワークカメラ 

 

 

 

 

 

 

 

オ）無停電電源装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ）ＰｏＥインジェクタ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．電力監視装置設備 

ア）電力監視装置 

 

 

 

 

a)機器の取付状態を目視で確認する。 

b)映像モニターにより、映像にちらつき、

色むらがないことを確認する。 

c)映像モニターにより、レンズ動作が正常

であることを確認する。 

d)映像モニターにより、可視範囲が正常で

あることを確認する。 

 

a)以下の項目について目視点検を行う。 

・装置外面等の損傷の有無 

・接合コネクタの接合確認 

・ケーブル類の損傷の有無 

・ＬＥＤ表示の確認 

b)装置外面等の清掃を行う。 

c)機器周囲及びラック内の温度を計測し、

異常のないことを確認する。 

d)機器周囲の湿度を計測し、異常のないことを確

認する。 

 

)以下の項目について目視点検を行う。 

・装置外面等の損傷の有無 

・接合コネクタの接合確認 

・ケーブル類の損傷の有無 

・ＬＥＤ表示の確認 

b)装置外面等の清掃を行う。 

c)機器周囲及びラック内の温度を計測し、

異常のないことを確認する。 

d)機器周囲の湿度を計測し、異常のないことを確

認する。 

 

 

a)以下の項目について目視点検を行う。 

・装置外面等の損傷の有無 

・接合コネクタの接合確認 

・ケーブル類の損傷の有無 

・ファン動作の確認 

4／年 

 

 

 

 

 

 

 

1／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１／月 
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点 検 項 目 点 検 内 容 周 期 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ）ネットワーク監視装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ）ネットワークスイッチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＬＥＤ表示の確認 

b)装置外面等の清掃を行う。 

c)機器周囲及びラック内の温度を計測し、

異常のないことを確認する。 

d)機器周囲の湿度を計測し、異常のないことを確

認する。 

e)ログを採取し、異常のないことを確認す

る。 

 

a)以下の項目について目視点検を行う。 

・装置外面等の損傷の有無 

・接合コネクタの接合確認 

・ケーブル類の損傷の有無 

・ファン動作の確認 

・ＬＥＤ表示の確認 

b)装置外面等の清掃を行う。 

c)機器周囲及びラック内の温度を計測し、

異常のないことを確認する。 

d)機器周囲の湿度を計測し、異常のないことを確

認する。 

e)ログを採取し、異常のないことを確認す

る。 

 

a)以下の項目について目視点検を行う。 

・装置外面等の損傷の有無 

・接合コネクタの接合確認 

・ケーブル類の損傷の有無 

・ファン動作の確認 

・ＬＥＤ表示の確認 

b)装置外面等の清掃を行う。 

c)機器周囲及びラック内の温度を計測し、

異常のないことを確認する。 

d)機器周囲の湿度を計測し、異常のないことを確

認する。 

e)ログを採取し、異常のないことを確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1／月 
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点 検 項 目 点 検 内 容 周 期 備 考 

５．交換機（事務棟） 

 

ａ)電話交換機本体、整流器、バッテリー 

  PHS について機器清掃を行う 

ｂ）交換機収容回線容量について確認する 

ｃ）交換機データのバックアップを行う 

ｄ）以下の項目について点検を行う。 

 ・監視警報（障害時の可視可聴表示） 

 ・信号装置（ＣＲ出力・各種信号音） 

 ・トランク（発着信機能テスト） 

・局線表示盤（ランプ表示・リンガー 

動作） 

 ・システム（ＣＰ系、ＳＰ系状態確認、 

       障害情報、閉塞・Ｈ＆Ｄ探 

       索、各種登録表示） 

 ・電源（整流器、ＢＡＴＴ） 

１／月 

※機器の状況により、更なる点検が必要な場合には、点検回数を増やすこと。（月１回

程度まで） 
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別表－1

機器・装置種類 機器名称 数量 サポート契約 備考

アクセススイッチ１
Catalyst 2960S 24
（WS-C2960S-24PD-L）

2 対象 うち1台は予備機とする。

無停電電源装置
Smart-UPS RT 1500
（SURTA1500XLJ）

1 対象

B1F 設備監視室 ＩＰカメラ運用監視用ＰＣ CELSIUS　J530 1 対象

コアスイッチ（マスター）
Catalyst 3750X 24 Port
GE SFP IP Services
（WS-C3750X-24S-E）

1 対象

コアスイッチ（スレーブ）
Catalyst 3750X 24 Port
GE SFP IP Services
（WS-C3750X-24S-E）

1 対象

アクセススイッチ３
Catalyst 2960S 48
（WS-C2960S-48TD-L）

2 対象 うち1台は予備機とする。

アクセススイッチ１
Catalyst 2960S 24
（WS-C2960S-24PD-L）

2 対象

遠隔保守用ファイアーウォール
FortiGate-60D
（FG-60D-BDL-US）

1 対象

ネットワーク管理サーバ PRIMERGY RX200 S8 1 対象

無停電電源装置
SMART-UPS RT5000
（SURT5000XLJ）

3 対象

無停電電源装置
Smart-UPS RT 1500
（SURTA1500XLJ）

3 対象

ＩＰネットワークデジタルレ
コーダー

VioStor8132Pro/7TB 1 対象

無停電電源装置 Smart-UPS 750VA RM1U 1 対象

アクセススイッチ１
Catalyst 2960S 24
（WS-C2960S-24PD-L）

2 対象

無停電電源装置
Smart-UPS RT 1500
（SURTA1500XLJ）

2 対象

アクセススイッチ１
Catalyst 2960S 24
（WS-C2960S-24PD-L）

2 対象

無停電電源装置
Smart-UPS RT 1500
（SURTA1500XLJ）

2 対象

屋上 構内PHSアンテナ HI-D3BS 2 対象外
点検、設定は行うが、故障修理は対象外
とする。

構内PHSアンテナ HI-D3BS 24 対象外
点検、設定は行うが、故障修理は対象外
とする。

一般電話機 HI-P5A 32 対象外
点検、設定は行うが、故障修理は対象外
とする。

旋回型ネットワークカメラ SNC-EP550 2 対象

ＰｏＥインジェクタ― PD-9001GR/AC 2 対象外

固定型ネットワークカメラ SNC-Z20N 29 対象

旋回型ネットワークカメラ（地下
2Ｆ）

SNC-RZ25N 1 対象外

電力監視装置 RP482-LC 15 対象外

ネットワーク監視装置 EB600_S_KANSHI 1 対象外

ネットワークスイッチ HP A5120 EI 4 対象外

事務棟HUB HSW-3108 1 対象

アクセススイッチ２
Catalyst 2960S 24
（WS-C2960S-24TD-L）

2 対象 うち1台は予備機とする。

無停電電源装置
Smart-UPS RT 1500
（SURTA1500XLJ）

1 対象

電話交換機 ＣＸ9000Ｍ１ 1 対象外
点検、設定は行うが、故障修理は対象外
とする。

多機能電話機 HI-24E-TELSDA 45 対象外
点検、設定は行うが、故障修理は対象外
とする。

一般電話機 HI-N6 １式 対象外
点検、設定は行うが、故障修理は対象外
とする。

構内PHSアンテナ HI-D3BS 9 対象外
点検、設定は行うが、故障修理は対象外
とする。

光ケーブル構内線路設備 GI(50μm)8心光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ １式 -
点検及び故障時の技術員派遣・材料調
達・修理を行う。

電話構内線路設備 EM-CCP0.5-××Pｹｰﾌﾞﾙ １式 -
点検及び故障時の技術員派遣・材料調
達・修理を行う。

メタルＬＡＮ配線設備 UTPｹｰﾌﾞﾙCat.5e １式 -
点検及び故障時の技術員派遣・材料調
達・修理を行う。

※　サポート対象外の機器については、特記事項のある場合を除き原則として、故障時の技術員派遣の対象外とする。

※　サポート契約については、平成31年３月末までとすること。

2F EPS室

各所

事務棟

電話交換室

各所

事務棟･電算棟

保守管理対象機器

設置場所

電算棟

B2F EPS室

B1F MDF室

1F EPS室
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別表－２

■旋回型ネットワークカメラ
有効画素数
レンズタイプ
ズーム比
焦点距離
水平画角
Day＆Night機能
DynaView

圧縮方式

画像サイズ

同時アクセス数

プロトコル

LAN端子
IPv6対応

外部マイク入力端子
ライン出力端子
その他I／O
メモリーカード

ビューアー

対応OS

質量
電源
消費電力
動作温度
動作湿度

■ＩＰカメラ運用監視用ＰＣ
OS
CPU
メモリ
HDD
キーボード
マウス
モニター
ネットワークアダプタ

ｆ＝3.5～98.0㎜
55.9度（ワイド端）～2.1度（テレ端）

21.5型LCDワイド
100Mbps以上

Windows 7／8
Xeon® E3-1225v2　以上
4GB以上
500GB以上
PS/2
USBレーザーマウス

ネットワーク部
JPEG／MPEG-4／H.264

ミニジャック（モノラル）
ミニジャック（モノラル）、最大出力レベル1Vrms

約143万画素
28倍ズームオートフォーカスレンズ
光学28倍／デジタル12倍

有
有

1280×720、1024×576、800×600、800×480、768×576、720×576、
704×576、720×480、640×480、640×368、384×288、320×240、
320×192

5

IPv4、IPv6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、HTTPS、
FTP（クライアント／サーバー）、SMTP、DHCP、DNS、NTP、RTP／RTCP、
RTSP、SNMP（MIB-2）

10BASE-T／100BASE-TX（RJ-45）
有

インターフェース部

PoE Plus、AC24V（50/60Hz）
最大25W
0 - 50℃（通電動作時-5 - ＋50℃）
20 - 80％（結露なきこと）

センサーIN×2、アラームOUT×1
SDメモリーカードスロット（SDHCメモリーカード対応）×1

一般
Microsoft(R) Internet Explorer(R) 6.0／7.0／8.0／9.0 

Microsoft(R) Windows(R) XP Professional（32ビット版）、
Windows Vista(R) Ultimate／Business(32ビット版）、
Windows(R) 7 Ultimate／Professional（32ビット版/64ビット版）

2kg以下（シーリングブラケット含む）
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別表－２

■ＩＰネットワークデジタルレコーダー
カメラ接続台数
画像圧縮方式
内蔵ハードディスク
RAIDレベル RIDO5(出荷時)
モニター出力
LANインターフェイス
USB端子
ネットワークプロトコル
イベント・ログ
電源
消費電力
動作温度
動作湿度

■無停電電源装置

出力電力容量
定格出力電圧
周波数
コネクタ形状（数）

定格入力電圧
入力形態
周波数

停電保持時間
充電時間

動作温度
動作湿度

5 - 40℃
20 - 80％（結露なきこと）

32台以上のカメラと接続可能なこと。
JPEG／MPEG-4／H.264
7TB  最大8TBまで拡張可能なこと

D-sub15ピン、出力解像度（1920×1080）
RJ-45（100BASE-TX／1000BASE-T　自動切替）×2
USB×4以上

3分以上
4時間以内

出力
400W／500VA　以上
100V
50／60Hz
NEMA 5-15R　（3）

入力
100V
NEMA 5-15P
50／60Hz

バッテリ

HTTP、TCP／IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP
すべての障害、イベント記録
AC100V
最大250W以下

動作環境
0 - 40℃
10 - 90％（結露なきこと）
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（２）－ウ 

１ 件名 セキュリティゲート保守管理業務 

 

２ 委託場所 

東京都練馬区上石神井４－８－４  

厚生労働省上石神井庁舎（電算棟） 

 

３ 委託期間 平成２８年４月１日～平成３１年３月３１日 

 

４ 業務内容 

受託者は、当該機器に対し点検、清掃及び調整、修理を行い、機器の正常な稼働が

行われるよう点検等を実施するものとする。 

 

５ 対象機器 

型式  ＰＮＧ３８２ ×２セット  

Ｈ―１７００ m/m（ガラス含む）  

Ｈ―１０００ m/m（ゲート上面）  

長さ２０００ m/m 

ガラス幅８７７ m/m 

なお、配置図は「別紙」のとおり  

 

６ 点検回数 

  年３回。（点検日は厚生労働省と調整の上、日程を決定する。） 

 

７ 点検内容  

（１）外観関係 

①本体（破損の確認、外観異常、動作に支障がない確認） 

②強化ガラス（破損の確認、外観異常、動作に支障がないか、ガラス清掃） 

③通路幅（設置位置確認、本体の位置がずれていないか確認） 

 

（２）機構部関係 

①グランドシャフト（動作確認、動作に支障がないか、歪みがないか確認） 

②ロッド（動作確認、動作確認、動作に支障がないか、歪みがないか確認） 

③可動ガラス（取り付け部確認、緩みがないか確認） 

④ハウジング（破損の確認、可動ガラスに接続されたハウジングの破損は無いか） 

⑤リミットスイッチ用カム（隙間確認、隙間 0.1～1.m/m） 

⑥本体内部（増し締め清掃、外部ビス増し締め清掃） 
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⑦ギヤモータ（オイル漏れ動作確認、外観異常動作の支障が無いか） 

⑧ピロブロック（オイル漏れ、異音確認、外観異常動作確認） 

⑨セーフティシャッター（変形、異音確認、外観異常動作確認） 

 

（３）制御部 

①検出センサー（動作確認、光軸ずれ、ビスの緩み確認、安定動作、ＬＥＤ（黄色）

が点灯しているか確認） 

②パラメータの設定値（設定値の確認、設定値が変更されていないか確認） 

③配線コネクタ（緩み、線の破損確認、） 

 

（４）総合試験 

①動作確認（可動ガラスの開閉、ロック状態、収納状態の確認） 

②ＬＥＤ確認（検出センサーの正常動作確認） 

③表示確認（ピクトグラムの正常確認） 

④ブザー音確認（エラー検知用ブザー音の確認） 

 

８ 特記事項 

（１）故障等の対応 

  次の場合、受託者は速やかに技術員を急行させ、機器の調整、修理、交換、補給等

を行うこと。 

  ①６の点検結果により必要が生じたとき 

  ②厚生労働省より要請があったとき 

（２）保守の範囲 

  下記に係る費用は当該保守業務に含まれないものとし、要する費用については別途

有償とする。 

  ①部品交換の際の部品費用（交換に要する作業費用は当該保守業務に含まれるもの

とする。ただし、重大な故障に基づく場合の費用負担については別途協議のうえ決

定するものとする。） 

  ②取扱い不良及び天災等不可抗力に起因する故障修理費用 

  ③機器のオーバーホール 

 

９ 提出書類 

（１）受託者は、作業申請及び駐車願を事前に委託者へ提出しなければならない。 

（２）受託者は、作業当日の作業前と作業後には委託者にその旨報告しなければならな

い。 

（３）当日の作業後には、必要事項を記入した作業日報を委託者に提出しなければなら
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ない。 

（４）実施報告書については、以下の部数を提出すること。 

    ① 紙媒体        ２部 

② 電子媒体（ＣＤ－Ｒ） １枚 

 

10 その他 

（１）受託者は、当該業務請負に際して知り得たいかなる情報についても、厚生労働省

の同意無く第三者に開示し又は他の目的に使用してはならない。 

（２）当該仕様書に記載のない事項については、厚生労働省と受託者協議のうえ定める

こととする。 
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（２）－エ 
 

 

１ 件名 直流電源装置保守点検業務 

 

２ 委託場所  

東京都練馬区上石神井４－８－４  

厚生労働省上石神井庁舎（電算棟） 

 

３ 履行日時 年１回。厚生労働省が指示する日。 

（各年度実績：毎年１２月３１日） 

 

４ 点検機器 

（１）蓄電池 型式 ＭＳＥ－１５０ ５４個１組（非常照明用） 

型式 ＭＳＥ－２００ ５４個１組（受変電用・高圧） 

型式 ＳＮＳＸ－５０ ５４個１組（受変電用・特別高圧） 

（２）充電器 型式 Ａ０－３２－１２０－３０Ｂ－ＭＥ（非常照明用） 

型式 Ａ０－３２－１２０－１００ＢＤ－ＭＥ（受変電用） 

 

５ 一般事項 

（１）受託者は、当該機器に対し点検、清掃及び調整等を行い、機器の正常な稼働が行

われるよう点検等を実施するものとする。 

（２）受託者は、厚生労働省の指示に基づいて、仕様書による内容事項を誠実に守らな

ければならない。 

（３）本仕様書の各委託業務の内容は大要を示したものであり、受託者は本仕様書に記

載されていない事項についても、庁舎の維持管理上必要な場合には双方協議のうえ

実施すること。 

（４）受託者は、厚生労働省の指示に基づいて、作業実施計画書をあらかじめ提出する 

こと。 

（５）受託者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

 

６ 点検内容 

（１）蓄電池 

イ 外観状況 

① 全セルについて電槽、ふた、各種栓体、パッキン等に変形、損傷、亀裂及び漏

液の有無を点検する。また、蓄電池の交換時期を確認する。 

② 封口部のはがれ、き裂等の有無を点検する。 

③ 全セルについて、電解液量を確認する。 
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④ 架台及び外箱の変形、損傷、腐食等の有無を点検する。 

⑤ 蓄電池の転倒防止枠、緩衝材、アンカーボルト等の変形及び損傷の有無を点検 

する。 

⑥ 蓄電池端子と配線及び全セルの蓄電池間の接続部の発熱、焼損及び腐食の有無

を点検する。 

ロ 機能 

① 浮動充電中の全セルの電圧及び蓄電池総電圧を測定し、その良否を確認する。 

② 浮動充電中の全セルの内部抵抗を測定し、その良否を確認する。 

③ 上記項目が不良と判定された場合、均等充電が実施されていることを確認し、

実施されていない場合は点検終了後均等充電を行う。 

（２）充電器 

イ 外箱、機器等の外観状況 

① 外箱の外観、計器、表示灯、スイッチ等の変形、損傷、汚れ、腐食等の有無を

点検する。 

② 各部品の汚損、損傷、温度上昇、加熱、変色、異音、異臭等の有無を点検する。 

③ 固定金具、据付ボルト等の変形、損傷、緩み等の有無を点検する。 

ロ 機能 

① 次の値を測定し、その良否を確認する。 

・交流入力電圧 

・浮動充電電圧 

・均等充電電圧 

・負荷電圧 

・出力電流及び負荷電流（盤面計器による） 

② 手動により浮動又は均等充電への切替え動作の確認を行う。 

③ 開閉器及び遮断器の変形、損傷等の有無を点検する。 

また、入力・出力負荷、警報等の状況によるＯＮ、ＯＦＦ状態を確認する。 

④ 過放電防止装置、減液警報装置、不足電圧継電器等の設定値及び動作確認を行 

う。 

⑤ 機器の動作状況を下記項目について確認する。 

・均等充電から浮動充電への自動切替 

・負荷電圧補償装置 

・タイマの設定値 

・警報動作（ヒューズ断、サーマル動作、ＭＣＣＢトリップ、過不足電圧、温度 

上昇） 

⑥ 自動回復充電の動作を確認する。 

121



 

 

⑦ 実負荷により常用電源を停電状態にしたときに自動的に非常電源に切り替わ

り、常用電源を復旧したときに自動的に常用電源に切り替わることを確認する。 

 

（３）配線、端子 

内部配線及び端子部の劣化並びに端子接続部の緩みの有無について点検する。 

（４）絶縁抵抗測定 

次の箇所の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 

・一次主回路と大地間 

・二次主回路と大地間 

・一次・二次相互間 

 

７ 提出書類 

（１）受託者は、作業申請及び駐車願を事前に委託者へ提出しなければならない。 

（２）受託者は、作業当日の作業前と作業後には、委託者にその旨報告しなければなら

ない。 

（３）当日の作業後には、必要事項を記入した作業日報を委託者に提出しなければなら

ない。 

（４）実施報告書については、以下の部数を提出すること。 

① 紙媒体        ２部 

② 電子媒体（ＣＤ－Ｒ） １枚  

（５）各作業工程において、作業過程ごとの写真を、実施報告書に添付しなければなら

ない。 

なお、写真はデータ（上記②）としても１部提出しなければならない。 

（６）点検作業最終日から２０日以内に全ての作業報告書を添付書類も含めて委託者に 

提出しなければならない。 

 

８ その他特記事項 

（１）作業に当たっては、建物の床、壁、機器等を損傷し、又は支障を及ぼさないよう

事前に養生等行う。 

（２）作業が終了したときには、養生材、工具、資機材及び発生材等を撤去し、必要に

応じて建物の床、壁、機器等を清掃すること。 

（３）点検の結果、機能に異常又は劣化等がある場合には、とるべき必要な措置を実施

報告書に記載すること。 

（４）この業務委託に使用する器具及び消耗機材は、受託者の負担とし、良質かつ適正

なものを使用すること。 
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（５）作業工程において、受託者は庁舎管理者と打ち合わせを行い、円滑に作業を進め

ること。特に屋内の清掃に関しては作業時間の指定もあり得るので、注意すること。 

（６）作業日程の変更及び行程の変更等が生じた場合は、事前に厚生労働省と協議し委

託者の了解を得ること。 

（７）本仕様書の条項に疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない条項に関しては、

厚生労働省と協議の上決定する。 
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（２）－オ 

 

１ 件名 受変電設備保守点検業務 

 

２ 履行場所  

東京都練馬区上石神井４丁目８－４ 

  厚生労働省上石神井庁舎（電算棟及び事務棟） 

 

３ 履 行 日 年１回。厚生労働省が指示する日。 

（各年度実績：毎年１２月３１日） 

      

４ 対 象 等 別表のとおり 

 

５ 業務内容 

（１）一般事項 

①点検及び保守 

  ａ．電気設備は、電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)による自家用電気工作物の維

持及び運用についての保安規定、労働安全衛生規則等を遵守して、適正にその点検

及び保守を行うものとする。 

  ｂ．電気設備の点検及び保守は、原則として停電して安全な状態で作業を行うものと

し、やむを得ず活線状態で作業する時は絶縁用防具、保護具等を用いて行うものと

する。 

  ｃ．停電予告等の関係方面への連絡は十分余裕をもって行い、復旧後は完全に元の状

態になっている事を確認する。 

  ｄ．受変電設備の点検及び保守は、盤類、特別高圧・高圧機器等下記に定めるところ

により行う。また、電気主任技術者（又は代務者）が、点検業務に立ち会うものと

する。 

 

（２）盤類の点検及び保守内容 

①外観 

   a．配電盤の汚れ、損傷、錆、変色等の有無を点検する。なお、錆落とし等の汚れ

がある場合は清掃する。また、異常な変色がある場合は原因を調査する。 

  ｂ．出入口又は点検扉の開閉の良否及び施錠の有無を点検する。なお、開閉不良が

ある場合は調整する。 

  ｃ．各所の締めつけボルトの緩みを確認し、緩みのある場合は締めつけを行う。 

②盤類内部 

  a．内部配線、接地線及び端子部の損傷、過熱及び断線の有無を点検し、締付部に

緩みがある場合は増締めを行う。また、過熱異常がある場合は原因を調査する。 

  b．母線、母線支持部及び接続部の損傷、汚れ及び変色の有無を点検する。また、

汚れがある場合は清掃し、ボルト等締付部に緩みがある場合は増締めを行う。 

  c．配電盤の換気扇を運転し、異常音等の有無及びベアリング部の円滑性を点検す 

る。 

d．端子、配線符号（マ－クキャップ、端子番号等）の損傷及び脱落の有無を点検 
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する。 

e．引き出し操作機構（遮断器等）の引き出し挿入操作の状態、接触子の汚れ、変 

色等の有無を点検し、汚れがある場合は清掃する。なお、変色等の異常がある 

場合は、原因を調査する。また、ロ－ラ、歯車等の機構部に専用グリースを塗 

布する。 

f．盤内照明の点灯、換気扇の作動の良否を点検する。 

 

（３）特別高圧機器の点検及び保守内容 

 ①６６ｋＶＣ－ＧＩＳ設備（１・２号受電盤、№１・２主変一次盤、ＶＣＴ盤、 

母線連絡盤、バイパスＤＳ盤） 

a.盤全般下記点検の実施 

・表示ランプの確認 

・塗装の剥離、錆の発生、結露の有無の確認 

・制御回路の過熱、変色の有無の確認 

・制御回路の締付状態の確認 

・ヒューズ溶断の有無の確認 

・取付器具損傷の有無の確認 

・扉のハンドルの開閉、施錠の状態確認 

・ガス配管の錆、損傷の有無の確認 

・メグ測定用端子の締付確認 

・引込、送出し、盤間接続用ブッシングの亀裂、破損 

     の有無の確認 

・同上ケーブル母線の端末処理部の状態確認 

・接地回路部の締付確認 

・ガス圧力確認（圧力計又は圧力表示器） 

・避雷器の取付け状態確認 

・制御回路コネクターの接続状態確認 

・外部引込み制御ケーブル部のマスキング状態確認 

・外部引込み主回路ケーブル部のマスキング状態確認 

・盤内の清掃作業 

・検電装置の電圧確認 

・絶縁抵抗の測定（主回路 1000Ｖメガー） 

b.真空遮断器下記点検の実施 

・ワイプ測定 

・補助スィッチの動作及び接触状態確認 

・補助継電器の取付け状態の確認 

・制御基板取付け状態の確認 

・開閉表示器の表示は良いか 

・回数計の指示は良いか 

・部品の損傷、異物付着の有無の確認 

・ボルト、ナット類の締付確認 

・割りピン、止めリングの取付状態確認 
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・キャッチの掛りの状態確認 

・掛合部のローラ及びピンの動作確認 

・トリップシャフトの動作確認 

・投入及び引外しコイルのアーマチュアの動作確認 

・リンクにせりの有無の確認 

・機構部の注油作業 

・バネの発錆、変形損傷の有無の確認 

・清掃作業 

・手動開閉動作確認 

・投入・開極時の時間を測定し、三極不揃いの有無の確認 

・電気的開閉動作の確認 

・絶縁抵抗の測定（125V メガー） 

・シーケンス試験（インターロック試験及び保護連動試験） 

c.接地断路器及び断路器下記点検の実施 

・コネクタの接触子のつぶれ、変形の有無の確認 

・補助スィッチ、端子台の締付確認 

・ヒューズ溶断の有無の確認 

・補助継電器の取付け状態の確認 

・リミットスィッチの動作確認 

・抵抗器の断線、損傷の有無の確認 

・開閉表示器の表示確認 

・回数数の指示及び動作確認 

・部品の損傷、破片の脱落、異物付着の有無の確認 

・ボルト、ナット類の締付け確認 

・電動機、歯車の動作確認 

・ギヤにかじりの有無の確認 

・リンクにせりの有無の確認 

・連結ロッドにゆるみの有無の確認 

・ピンにかじりの有無の確認 

・機構部の注油作業 

・バネの発錆、損傷の有無の確認 

・インターロックの動作確認 

・清掃作業 

・手動開閉動作の確認 

・電気的開閉動作の確認 

・絶縁抵抗の測定（125V メガー） 

・シーケンス試験（インターロック試験） 

②特別高圧変圧器（№１・２） 

 a.特別高圧ガス変圧器下記点検の実施 

・本体の塗装、発錆、汚損、設置状態の確認 

・ブッシングのひだ欠け・ひび割れの有無の確認 

・ブッシングの加熱跡、汚損の有無 
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・ガス配管の塗装、発錆の確認 

・集合端子箱の塗装、発錆の有無の確認 

・端子箱の端子締付け確認 

・端子箱の内部結露の確認 

・端子箱の配線状態の確認 

・端子箱の扉締付けの確認 

・配線間の塗装、発錆の確認 

・ガス温度計の指示温度の確認 

・ガス温度計の塗装、汚損、内部結露の有無の確認 

・警報接点の設定確認 

・ガス圧力計の塗装、発錆、汚損、内部結露の確認 

・圧力指示値の確認 

・蓋締付けの確認 

・ＳＦ６ガス採取及びガス分析の実施 

・絶縁抵抗の測定 

 ③特別高圧部保護継電器 

  a.保護継電器下記点検の実施 

・表面、外箱、本体の清掃及び締付確認 

・ＣＴ回路短絡板の接触の確認 

・プリント基板の外観及び差込みの確認 

・基板、接点、部品の変色、焼損、変形の確認 

・整定ダイアルの動作確認 

・直流制御電圧の確認 

・表示器の動作確認 

・整定値確認 

・静特性試験 

・シーケンス試験（保護連動試験） 

 ④特高現場監視盤他（特高監視盤、保護継電器盤、中継端子盤、特高用接地端子盤） 

  a.各配電盤下記点検該当項目の実施 

    ・盤内清掃 

・盤内締付確認 

・異音、異臭、異常な振動の確認 

・扉の開閉及び施錠の状況確認 

・結露の形跡の確認 

・破損、損傷、発錆の確認 

・導体の変形、変色の確認 

・絶縁物の損傷、変形の確認 

・アーク痕跡の確認 

・接地板の接触状態確認 

・盤内機器の取付状態、損傷、変色の確認 

・配線、コネクタ類の接続状態確認 

・ＰＬＣデータ確認 
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・ＰＬＣエラートレース確認 

・各計器の零点（デジタルは除く）調整の実施 

⑤特高制御電源用直流電源装置 

a.直流電源装置下記点検の実施 

    ・特高電気室 

・運転状態の確認（各電圧、電流） 

・清掃作業 

・各部締付確認 

・盤内部品の状態確認（動作、変形、腐食、異音、異臭、変色、発錆、温度、

破損） 

・絶縁抵抗測定 

・充電切換動作確認 

・直流出力特性確認（電流、電圧） 

・コネクタ装着状態の確認 

・電圧計の指示確認 

・負荷電圧補償装置動作確認 

・直流出力電圧波形観測 

・保護継電器試験 

・警報回路動作試験 

・蓄電池の環境状態の確認 

・蓄電池清掃作業 

・蓄電池の外観確認（変形、亀裂、発錆、腐食、変色） 

・浮動充電時における特性確認 

・各計器の零点（デジタルは除く）調整の実施 

 ⑥No.1・No.2 主変二次盤高圧真空遮断器 

  a.主変圧器二次の高圧真空遮断器下記点検の実施 

    ・分解による主回路部、制御回路部、操作機構部の各部清掃及び締付確認 

・主回路接続部の専用グリースの塗り直し 

・カウンター動作確認 

・開閉表示器の動作確認 

・各コネクタ類の接続状態確認 

・主接点ワイプ、遮断距離の測定及び調整 

・補助スイッチの動作、接触抵抗確認 

・リミットスイッチの動作、接触抵抗確認 

・操作機構摺動部への注油及び専用グリース塗布 

・投入・開極時の時間を測定し、三極不揃いの有無の確認 

・入力操作試験（電動・手動） 

・インターロック動作確認 

・絶縁抵抗測定（主回路部・制御部） 

 ⑦No.1・No.2 主変二次盤高圧保護継電器 

  a.主変圧器二次の保護継電器下記点検の実施 

    ・外観全般の破損、汚損の確認 
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・本体及びユニットの異音、異臭の確認 

・異物、虫類の付着の確認 

・各種操作確認 

・整定値確認 

・本体及び各ユニットの各端子台、コネクタ類の確認 

・フラットケーブル接続状態の確認 

・DI/DO モニタの入出力状況確認 

・LED 表示点灯の確認 

・RAS 情報及びイベント情報の確認 

・制御電源の測定及び評価 

・周囲温度、環境の確認 

・保護要素動作特性試験 

 ⑧No.1・No.2 主変二次盤 

  a.主変圧器二次高圧盤下記点検の実施 

    ・盤内清掃 

・盤内締付確認 

・異音、異臭、異常な振動の確認 

・扉の開閉及び施錠の状況確認 

・結露の形跡の確認 

・破損、損傷、発錆の確認 

・断路部のグリース塗り直し 

・母線、ケーブルなどの接続状態確認 

・導体の変形、変色の確認 

・絶縁物の損傷、変形の確認 

・アーク痕跡の確認 

・断路部の接続状態の確認 

・接地板の接触状態確認 

・遮断器の出し入れ状態確認 

・インターロックピンの状態確認 

・盤内機器の取付状態、損傷、変色の確認 

・ＶＴ、ＳＡＲなどの引出装置の出し入れ確認 

    ・配線、コネクタ類の接続状態確認 

・絶縁抵抗測定 

 

（４）高圧機器の点検及び保守内容 

①変圧器 

    a. 本体外部及び付属品の汚れ・緩み・塗装の剥離及び錆の有無を目視及び手触に

より点検する。また、取付部に緩みがある場合は増締めを行い、錆及び汚れがあ

る場合清掃する。 

    b.  ブッシング（端子部）及びがい管の損傷、緩み及び過熱変色の有無を目視及び

手触により点検する。 

    c.  接地線の緩み（端子、接続部）・断線及び端子部の変色の有無を目視及び手触
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により点検し、緩み部の増締めを行う。なお、変色等の異常がある場合は原因を

調査する。 

    d.  ダイヤル温度計の指針設定値及び指示値の良否を確認する。 

    e.  ダイヤル温度計の損傷（パッキン導管）及び警報接点の導通の良否をテスタに

より点検する。 

    f.  保護継電器（温度継電器）の指針設定値（動作温度）の確認及び接点導通の良

否をテスタにより点検する。また、保護カバーの汚れ・内部の結露及び錆がある

場合は清掃又は錆落としをする。 

    g.  無電圧タップ切換器に破損及び変色の異常がある場合は原因を調査する。 

    h.  防振装置（ゴム、スプリング等）の劣化の有無を目視及び手触により点検する。 

    i.  絶縁物、巻線モールド及びバリヤに損傷及び変色の有無を点検し、変色の異常

がある場合は原因を調査する。 

    j.  巻線のコロナ損傷の有無を点検する。 

    k.  巻線の過熱変色及びヨークコア鉄板の飛出しの異常の有無を点検し、異常があ

る場合は原因を調査する。 

  l.  絶縁抵抗測定（主導電部と大地間を 1,000Ｖ絶縁抵抗計で測定し、制御回路と 

大地間は、125Ｖ絶縁抵抗計で測定すること） 

②真空遮断器 

a.  各機構部の損傷・腐食・過熱・錆・変形等の異常の有無を点検する。なお、過

熱がある場合は原因を調査する。 

b.  各締付部（ボルト、端子等）の緩み及び本体の汚れの有無を目視及び手触によ

り点検し、緩みの増締めを行う。また、汚れがある場合は清掃し潤滑油を塗布す

る。 

c.  操作機構の手動又は電動による入切操作・作動及びマイクロスイッチの復帰機

能の良否を点検する。 

d.  接地線の損傷・断線及び変色の有無を点検し、異常があれば原因を調査する。 

e.  真空バルブ表面の汚れ・接触子損耗量（スケールによる測定）及び三極不揃い

の有無を点検する。 

f.  支持絶縁物・隔離板の損傷・変形及び遮断部の汚れの有無を点検する。締めつ

けボルト緩みの増締めを行い、汚れがある場合は清掃する。 

g.  内部操作機構（スプリング・スプリングストローク及び接合部）の損傷・変形・

錆等の有無を点検し、錆がある場合は錆落としを行う。また、引外し自由試験を

する。 

h.  補助開閉器の作動の良否を確認する。 

i.  遮断器投入・開極時間を測定し、規定時間にあることを確認する。 

j.  絶縁抵抗測定（主導電部と大地間を 1,000Ｖ絶縁抵抗計で測定し、制御回路と 

大地間は、125Ｖ絶縁抵抗計で測定すること） 

③指示計器・表示操作・保護継電器等 

a. 機器表面の損傷・過熱・さび・腐食・変形・汚損・変色等の有無を点検する。 

b.  本体取付け状態及び配線接続状態の良否を点検する。 

c.   接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩み等の有無を点検する。 

d.   制御回路の断線及び端子接続部の緩み等の有無を点検する。 
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e.   各指示計器の零点調整を行う。また、正常に機能していることを確認する。 

f.   保護継電器等の故障検出器を作動させて、警報及び故障表示の確認を行う。 

g.   シーケンス試験（インターロック試験及び保護継電器との連動試験）を行う。 

④高圧進相コンデンサー 

a.  ブッシング及びがい管の汚れ、破損等の有無を点検し、端子部緩みの増締め及

び汚れ等の清掃を行う。 

b.  外部の錆、漏油及び塗装の剥離の有無を点検する。 

c.  静電容量測定は次により測定する。 

＊交流ブリッジ又は電圧－電流計法で静電容量を測定する。 

＊測定箇所は２相間短絡の上、他相との間で順次各相を変えて行う。 

＊電圧はＡＣ１００Ｖ程度を使用する。 

d.  絶縁抵抗測定は、端子と大地間を、1,000Ｖ絶縁抵抗計で測定すること。 

 ⑤直列リアクトル 

a.  ブッシング及びがい管の汚れ、破損等の有無を点検し、端子部緩みの増締め及

び汚れ等の清掃を行う。 

b.  外部の錆・漏油及び塗装の剥離の有無を点検する。 

c.  異音・異臭及び異常振動の有無を聴覚、臭覚及び目視により点検し、異常があ

る場合は原因を調査する。 

d.  絶縁抵抗測定は、端子と大地間を 1,000Ｖ絶縁抵抗計で測定すること。 

⑥避雷器 

  a. 機器外面の汚損・損傷・過熱・さび・腐食・変形・変色・異音等の有無を点

検する。 

b.  本体取付け状態及び配線接続状態の良否を点検する。 

c.  接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検する。  

 

（５）低圧機器の点検及び保守内容 

①開閉器類（配線用遮断器・漏電遮断器・電磁接触器等） 

a.  端子部の汚損・腐食等の有無及び接続方法を点検し、締付部緩みの増締めを行

う。 

b.  開閉機構を開閉操作により点検する。 

c.  漏電遮断器等の動作をテストボタン操作により行い、瞬時動作する事を確認 

する。 

d.  絶縁抵抗測定は、電源負荷側において下記により行う。 

＊  各端子相互間（漏電遮断器は除く） 

＊  各端子と大地間 

       125Ｖ絶縁抵抗計で測定する事。 

②計器用変成器 

a. 外部の汚れ・亀裂・変形及び変色の有無を点検し、異常変色がある場合は、原

因を調査する。また、ボルト緩みの増締めを行い、端子部又は鉄心に錆・汚

れ等がある場合清掃を行う。 

b.  絶縁抵抗測定は、低圧巻線相互間を 125Ｖ絶縁抵抗計で測定すること。 

③ヒューズ類 
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a.  ヒューズに溶断・損傷等の有無を点検する。 

b.  規定の種類及び容量の物が使用されていることを確認する。 

 

（６）配線の点検及び保守内容 

連絡母線について、盤間配線の傷・変色等の有無を目視確認すること。 

 

（７）接地抵抗測定 

各種接地極（Ａ種・Ｂ種・Ｃ種・Ｄ種・避雷器等）の接地抵抗測定を行う。 

 

（８）その他 

①事前に打ち合わせを行うので出席すること。 

②作業当日は他設備の点検業者及び工事業者との工程調整に協力すること。 

③仮設電源 

下記作業スペース等における各種電源を用意すること。 

・受変電室・ＣＶＣＦ室・自家発室・地下２階廊下・設備監視室・守衛室・トイレ

及び電話交換機室等に係る照明・制御用電源一式 

④報告書作成 

  点検結果について報告書を作成し、以下のとおり提出すること。                    

    紙媒体                            ２部 

    電子媒体（ＣＤ－Ｒ）                     １枚 
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別表 

 

【１】特別高圧受変電設備点検作業（電算棟内） 

作業名 形状等 単位 数量 

特別高圧盤内点検・増締点検及

び清掃 

 

１・２号 受電盤  面 ２ 

Ｎｏ１・２主変一次盤 面 ２ 

母線連絡盤-１・２ 面 ２ 

バイパスＤＳ盤 面 １ 

Ｎｏ１・２ＴＲ二次盤 面 ２ 

特高監視盤 面 １ 

保護継電器盤 面 １ 

中継端子盤 面 １ 

特高用接地端子盤 面 １ 

直流電源装置点検 

直流電源盤 面 １ 

バッテリー点検 式 １ 

非常用電源盤（ＭＣＣＢ盤） 面 １ 

シーケンス試験 指示計器、表示操作、保護継電器等 式 １ 

特別高圧変圧器点検 ４０００ｋVA 台 ２ 

特高交流真空遮断器点検 ７２ｋＶ・８００Ａ 台 ４ 

継電器試験 

過電流継電器（５１） 台 ６ 

不足電圧継電器（２７） 台 ２ 

比率作動継電器（６７） 台 ２ 

温度継電器（２６） 台 ２ 

圧力継電器 台 ４ 

避雷点検（ＳＡＲ） ８４ｋＶ、１０ｋＡ×３ 式 

式 

２ 

８.４ｋＶ、２.５ｋＡ×３ ２ 

計器用変成器点検 ＶＤ６６ｋＶ 台 ２ 

ＣＴ６６ｋＶ 台 １２ 

ＣＴ６.６ｋＶ 台 ６ 

接地抵抗測定 特別高圧用接地抵抗盤 面 ５ 

絶縁抵抗測定 
特別高圧幹線 本 ２ 

高圧幹線 本 ２ 
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【２－１】高低圧受変電設備点検作業（電算棟内） 

作業名 形状等 単位 数量 

盤内点検・増締点検 

高圧盤（引込盤・遮断器盤） 面 ２６ 

高圧盤（コンデンサー盤） 面 ６ 

高圧盤（変圧器盤・ＭＣＣＢ盤） 面 ８ 

低圧盤（ＭＣＣＢ盤） 面 ３ 

盤内清掃作業 

高圧盤（引込盤・遮断器盤） 面 ２６ 

高圧盤（コンデンサー盤） 面 ６ 

高圧盤（変圧器盤・ＭＣＣＢ盤） 面 ８ 

低圧盤（ＭＣＣＢ盤） 面 ３ 

キュービクル点検 外観、盤類内部点検 基 ４３ 

シーケンス試験 指示計器、表示操作、保護継電器等 回路 ２９ 

乾式変圧器（モールド）点検 

１００ｋＶＡ 台 １ 

１５０ｋＶＡ 台 ３ 

５００ｋＶＡ 台 １ 

１，０００ｋＶＡ 台 ３ 

高圧交流真空遮断器点検 
ＨＡ１２Ｘ－Ａ１ 

ＨＡ１２Ｘ－Ａ１Ｚ 
台 ３３ 

負荷断路器点検 Ｖ３－４ 組 ２ 

高圧真空電磁接触器点検 ＨＮ４６ＡＸ－２Ｓ１Ｊ 台 ５ 

継電器試験 

５１：交流過電流継電器 

ＱＨ－ＯＣ１ 
台 ２５ 

５９：交流過電圧継電器 

ＱＨ－ＯＶ１ 
台 １ 

６４Ｇ：地絡過電圧継電器 

ＭＶＧ－Ａ１Ｖ－Ｒ 
台 ２ 

６７：地絡方向継電器 

ＭＤＧ－Ａ１Ｖ－Ｒ 
台 ２ 

２７：不足電圧継電器 

ＱＨ－ＵＶ１ 
台 ７ 

高圧進相コンデンサー点検 ＡＦ７０２１０１ＫＨＡ１ 台 ５ 

直列リアクトル点検 ＣＲ７０２１０１ＫＤＥ５ 台 ５ 

避雷器点検 ＢＶＡ５９８ＬＢ－１０Ａ１Ｐ 台 ２ 

計器用変成器点検 ＣＴ、ＶＴ、ＺＣＴ 台 ７６ 

接地抵抗測定 接地抵抗盤、低圧分電盤 所 ７６ 

絶縁抵抗測定 
高圧幹線 所 ２４ 

低圧幹線 所 ２０４ 
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【２－２】高低圧受変電設備点検作業（事務棟内） 

作業名 形状等 単位 数量 

盤内点検・増締点検 

高圧盤（受電盤） 面 １ 

高圧盤（コンデンサー盤） 面 １ 

低圧盤（ＭＣＣＢ盤） 面 ４ 

盤内清掃作業 

高圧盤（受電盤） 面 １ 

高圧盤（コンデンサー盤） 面 １ 

低圧盤（ＭＣＣＢ盤） 面 ４ 

キュービクル点検 外観、盤類内部点検 式 １ 

シーケンス試験 指示計器、表示操作、保護継電器等 Pt ４ 

乾式変圧器（モールド）点検 

1φ105/210V 150KVA 台 １ 

1φ105/210V 150KVA 台 １ 

1φ105/210V 150KVA 台 １ 

3φ200V       200KVA 台 １ 

高圧交流真空遮断器点検 ＶＦ－１３ＰＨ－Ｄ 台 １ 

高圧負荷断路器点検 ＤＶ―３ 組 １ 

高圧負荷開閉器点検(ＬＢＳ) ＰＦＳ－２０１ＴＭ－Ｗ 

ＰＦＳ－２０１－Ｍ－Ｙ 

台 

台 

１ 

４ 

継電器試験 

５１：交流過電流継電器 

ＭＯＣ－ＡＩＴ－Ｒ 
台 １ 

漏電火災警報器 

ＬＧＲ１ 
台 １ 

高圧進相コンデンサー点検 

(直列リアクトル含む) 

PET-FK2 7.2KV     53.2Var 

（HM-LN2) 

式 １ 

計器用変成器点検 ＣＴ、ＶＴ 台 ４ 

接地抵抗測定 接地抵抗盤 面 １ 

高圧絶縁抵抗測定 
高圧幹線、高圧変圧器、ＳＣ回路 式 １ 

低圧幹線 式 １ 
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【３－１】負荷設備点検作業（電算棟内） 

作業名 形状等 単位 数量 

点検・増締確認 
電灯分電盤 面 １１ 

動力分電盤 面 ４５ 

絶縁抵抗測定 
電灯分電盤 面 １１ 

動力分電盤 面 ４５ 

 

 

【３－２】負荷設備点検作業（事務棟内） 

作業名 形状等 単位 数量 

点検・増締確認 
電灯分電盤 面 ８ 

動力分電盤 面 ３ 

絶縁抵抗測定 
電灯分電盤 面 ８ 

動力分電盤 面 ３ 
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（２）－カ 

１ 件名 非常用自家発電機保守点検業務 

 

２ 委託場所  

東京都練馬区上石神井４－８－４  

厚生労働省上石神井庁舎（電算棟） 

  

３ 履行日時 年１回。厚生労働省の指示する日。 

（全館停電日を想定。各年度実績：毎年１２月３１日） 

 

４ 対象機器 

 

  製造会社

   

 

          形式       

    

 

             製造番号           

    

 

 川崎重工

業 

 

 

 

 ＰＵ－１５００ＫＶＡ 

 単純開放ｻｲｸﾙ１軸式 

 

 

 ＫＨＩ－４２２０１１(1号機) 

 ＫＨＩ－４２２０１１１（2号機) 

 

※定格出力＝1,368KW、定格回転数＝22,000rpm、使用燃料＝白灯油、燃料制御＝電気油圧式、

燃料消費量＝655L/H、 

※発電機室設備外観点検 ガスタービン（含減速装置）1 台、交流発電機 1 台、始動電動機 2 台、燃料供給装置一式、潤

滑油供給装置一式 

 

５ 一般事項 

（１）受託者は、当該機器に対し点検、清掃及び調整等を行い、機器の正常な稼働が行

われるよう点検等を実施するものとする。 

なお、ガスタービン発電設備の配置図は別紙のとおり。 

（２）受託者は、庁舎管理者の指示に基づいて、仕様書による内容事項を誠実に守らな

ければならない。 

（３）本仕様書の各委託業務の内容は大要を示したものであり、受託者は本仕様書に記

載されていない事項についても、庁舎の維持管理上必要な場合には双方協議のうえ

実施すること。 

（４）受託者は、庁舎管理者の指示に基づいて、作業実施計画書をあらかじめ提出する

こと。 

（５）受託者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 
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６ 業務の範囲 

（１）設備環境 

① 可燃物貯蔵状況の有無 

② 周囲の整理、整頓の状況（障害物、保有距離等） 

③ 水の浸透等の状況、換気機能の状況 

 

（２）耐震装置 

① 防震装置及び基礎ボルトが適正に維持されているかの有無 

② 燃料・潤滑油用可とう管などに変形、損傷がなく取り付け状態が正常であるか 

の有無 

③ ストッパ等の偏加重、溶接部の剥がれ等の有無を点検する。 

④ 基礎ボルト等の変形、損傷、ナットの緩みの有無を点検し、耐震装置が適正で

ある事を確認する。 

 

（３）燃料系統 

① 燃料小出槽の外観点検及び残油量の確認、ドレンより水分混入の有無を確認 

② 燃料移送・返油ポンプ自動運転・停止シーケンスの確認及び機能点検・ストレ 

ーナ清掃 

③ 燃料ポンプ（メイン・プライマリ）の外観上の点検及び運転時の異常発熱の有

無等を確認・起動燃料圧力の測定 

④ 燃料コントローラのレバーの動きを確認・グリスアップの実施並びに運転時の

動作確認 

⑤ ソレノイドバルブ（メイン・プライマリ・バイパス）の外観点検及び抵抗値の

測定・開閉音聴診点検 

⑥ 燃料フィルタの外観点検及び内部エレメントの交換 

⑦ 燃料噴射弁の清掃及び噴霧状態の確認 

（４）定期点検（消防法第 14 条の 3 の 2「地下タンク貯蔵所」、「一般取扱所」） 

 ①貯蔵危険物の確認 

 ②タンク内の液面高さ（残油量）・検知管水位の測定 

 ③気温及び液面温度の測定、記録 

 ④タンク本体気相部及び配管の微加圧検査 

 ⑤タンク本体液相部の聴音検査・水位検査 

（５）潤滑油系統 

① 潤滑油量の確認及び汚損の有無等確認 

② 潤滑油ポンプの外観点検及び運転時の異常発熱の有無等を確認 
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③ ガバナ用潤滑油ポンプの外観点検及び運転時の異常発熱の有無等を確認 

④ 潤滑油フィルタの外観点検及び内部エレメントの交換 

⑤  圧力調整弁の運転時機能点検 

⑥ 温度調整弁の開閉動作の確認 

⑦ 圧力スイッチの機能点検 

 

（６）始動系統（蓄電池を電源とする直流電動機始動） 

① バッテリの各セル電圧・内部抵抗を計測すると共に、端子・接続バー等に発錆

及びボルトの緩み等を確認 

② 始動回数試験を行い、消防法で定める駆動が出来る容量で有ることを確認する。 

③ 充電器の充電電圧・電流を計測及び外観点検 

④ セルモータの開放点検にてブラシ点検及びエアー吹かし 

 

（７）制御系統 

① ピックアップ（回転検出・制御用）の抵抗値測定及びコネクタの緩み等の点検 

② 排気温度センサの抵抗値・絶縁抵抗測定及びコネクタの緩み等の点検 

③ 各コネクタの緩み等の点検 

 

（８）点火系統 

① エキサイタの外観点検・機能点検並びに高圧ケーブル・キャップの焼損点検 

② スパークプラグの外観点検及びスパーク点検 

 

（９）ガスタービン（機関） 

① 燃焼器及びライナーの外観点検 

② No.1 オイルシールの点検（シールからの漏油点検） 

③ カップリングの汚損・劣化・クラック等の点検 

④ カップリングボルトの緩み・脱落・発錆の有無等の点検 

 

（10）発電機 

① 軸受の外観点検及び運転時異常発熱の有無を点検（グリスアップ含む） 

② 巻線・導線部の焼損・脱落等異常の有無を点検 

③ 端子接続ボルト・ナットの緩み及び絶縁シール材の劣化等の点検 

④ 接地接続ボルトの緩み・脱落・発錆の有無等の点検 

⑤ 発電機主回路の絶縁抵抗測定（1,000V にて５ＭΩ以上） 
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（11）給（吸）排気系統 

① 給排気（換気）ファン等の据え付け状態、回転部及びベルトの緩み、損傷、亀

裂及び連動運転・停止、異音、異常振動等の点検 

② 貫通部の状況の有無 

③ オイルクーラファン等の据え付け状態、損傷、亀裂点検及び連動運転・停止、

異音、異常振動等の点検 

④ 給気ルートの損傷、異物等の詰まりの有無を点検 

⑤ 排気消音器に発錆、支持金具、緩衝装置等の損傷及び排気管部の断熱覆や排気

伸縮部分の断熱材に脱落、損傷等の箇所がないかの有無を点検 

 

（12）制御盤（自動始動発電機盤・直流電源盤） 

①  各盤面表示灯・切替スイッチ・ボタン及び内部ヒューズ・リレー・タイマ・配

線・端子等の損傷、動作不良等の有無を点検 

② 直流電源盤内電磁接触器に発錆、スパーク及び焼損の有無を点検 

③ 各補機回路の絶縁抵抗測定（５００Ｖにて 0.2ＭΩ以上） 

④ 励磁回路の絶縁抵抗測定（５００Ｖにて３ＭΩ以上） 

⑤ 各保護継電器の特性試験異常の有無を点検 

 

（13）始動シーケンス 

①  各保護装置動作試験を行い、異常の有無を確認 

② 手動、自動起動・停止試験を行い、異常の有無を確認（連続無負荷運転約 15 分

間実施） 

③ 運転時及び運転後に異音、異臭、漏油、ガス漏れ、排気色に異常がないか確認 

④ 各計器類の停止中・運転時の異常の有無を確認 

⑤ 電圧調整試験を行い、定格電圧±５％がスムーズに移動可能なことを確認 

⑥ 速度調整試験を行い、回転速度 98～105％がスムーズに移動可能なことを確認 

⑦ 運転諸元計測を記録する（起動・停止時間、起動時の最高排気温度、運転時の

各記録等） 

 

７ 提出書類 

（１）受託者は、作業申請及び駐車願を事前に委託者へ提出しなければならない。 

（２）受託者は、作業当日の作業前と作業後には、委託者にその旨報告しなければなら

ない。 

（３）当日の作業後には、必要事項を記入した作業日報を委託者に提出しなければなら

ない。 
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（４）実施報告書については、以下の部数を提出すること。 

① 紙媒体        ２部 

② 電子媒体（ＣＤ－Ｒ） １枚  

（５）各作業工程において、作業過程ごとの写真を、実施報告書に添付しなければなら

ない。 

なお、写真はデータ（上記②）としても１部提出しなければならない。 

（６）点検作業最終日より２０日以内に全ての作業報告書を添付書類も含めて委託者に

提出しなければならない。 

 

８ その他特記事項 

（１）作業に当たっては、建物の床、壁、機器等を損傷し、又は支障を及ぼさないよう

事前に養生等行う。 

（２）作業が終了したときには、養生材、工具、資機材及び発生材等を撤去し、必要に

応じて建物の床、壁、機器等を清掃すること。 

（３）点検の結果、機能に異常又は劣化等がある場合には、とるべき必要な措置を実施

報告書に記載すること。 

（４）この業務委託に使用する器具及び消耗機材は、受託者の負担とし、良質かつ適正

なものを使用すること。 

（５）作業工程において、受託者は庁舎管理者と打ち合わせを行い、円滑に作業を進め

ること。特に屋内の清掃に関しては作業時間の指定もあり得るので、注意すること。 

（６）作業日程の変更及び行程の変更等が生じた場合は、事前に委託者と協議し委託者

の了解を得ること。 

（７）本仕様書の条項に疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない条項に関しては、

委託者と協議の上決定する。 
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１

１

１

１

１

備 考

７５ｄＢ（Ａ）

３．７ｋＷ－６Ｐ

７５ｄＢ（Ａ）

９０ｄＢ（Ａ）

１５００ｋＶＡ

１号機直流電源盤

機 器 名 称

換気ファン

エンジン吸気消音器

換気消音器

１号機自動始動発電機盤

二次排気消音器

一次排気消音器

１号機ガスタービン発電装置

２

７

８

６

５

４

３

１

番号

１

１

１

１

１

１

１

数量

１

機器一覧表

ＮＯ．１フィーダ盤

４６

１

７５ｄＢ（Ａ）

エンジン吸気消音器 １ ７５ｄＢ（Ａ）

７５ｄＢ（Ａ）

４７

ＮＯ．２給気ファン

給気消音器 １

３．７ｋＷ－６Ｐ

１給気ダンパ（ＰＦＶＤ）

４９

５０

ＮＯ．２フィーダ盤 １

５1 換気ダンパ（ＰＦＶＤ） １

Ｎ０．１給気ファン48-1 ３．７ｋＷ－６Ｐ

１

１

48-2

ＮＯ．２燃料移送ポンプ ２．２ｋＷ１43-2

43-1

１号機

２号機

ガスタービン発電設備 配置図

１号機 ２号機
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（２）－キ 
 

１ 件名 非常用自家発電機制御盤保守点検業務 

 

２ 委託場所  

東京都練馬区上石神井４－８－４  

厚生労働省上石神井庁舎（電算棟） 

 

３ 履行日時 年１回。厚生労働省の指示する日。 

（全館停電日を想定。各年度実績：毎年１２月３１日） 

 

４ 対象機器 

（１）発電機 

① １号機    川崎 ＰＵ１５００形Ｂ－ＥＲ  １，５００ＫＶＡ 

② ２号機    川崎 ＰＵ１５００形Ｂ－ＥＲ  １，５００ＫＶＡ 

 

（２）制御盤 

① １号，２号自動発電機盤  型式 ＣＤ－ＡＧ    ２面 

②  １号，２号フイーダ盤    型式  ＣＤ－ＡＦ   ２面 

③  １号，２号直流電源盤    型式         ２面 

④  補機盤                                      １面 

⑤  同期盤                           １面 

                 

（３）保護継電器 

①  過電流継電器    ５１Ｇ１、５１Ｇ２   形式 K2ZC-K2CA-D03  ２台 

② 不足電圧継電器   ２７Ｇ１、２７Ｇ２  形式 K2ZC-K2VU-S1   ２台 

③  過電圧継電器     ５９Ｇ１、５９Ｇ２   形式  K2ZC-K2VA-T1   ２台 

④  逆電力継電器    ６７ＰＧ１、６７ＰＧ２ 形式  K2ZC-K2WR-R1   ２台 

⑤  地絡過電圧継電器   ６４Ｇ        形式 K2ZC-K2GV-T    １台 

⑥ 地絡方向継電器  ６７ＧＦ１、６７ＧＦ２ 形式  K2ZC-K2GF ｰ B     ２台 

⑦ 界磁喪失検出器   ４０Ｇ２             形式  SDV-FL4         ２台 

 

（４）真空遮断器 Ｖ－６Ｆ－１２Ａ－ＦＡ        ６台 

 

（５）絶縁抵抗測定 

界磁回路、電機子回路、主回路相間 
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５ 一般事項 

（１）常用電源が停電した場合保安電力供給の為、又防災上必要な設備に電力を供給す

る為の建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)で定める「予備電源」、消防法で定める

「非常電源」がある。これらの法的な点検及び報告の義務に対応し、かつ、予防保

全としての最低基準としての内容も含めることとする。 

（２）受託者は、当該機器に対し点検、清掃及び調整等を行い、機器の正常な稼働が行

われるよう点検等を実施するものとする。 

（３）受託者は、庁舎管理者の指示に基づいて、仕様書による内容事項を誠実に守らな

ければならない。 

（４）本仕様書の各委託業務の内容は大要を示したものであり、受託者は本仕様書に記

載されていない事項についても、庁舎の維持管理上必要な場合には双方協議のうえ

実施すること。 

（５）受託者は、庁舎管理者の指示に基づいて、作業実施計画書をあらかじめ提出する

こと。 

（６）受託者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

 

６ 業務の範囲  

（１）発電機 

① 発電機本体、出力端子保護カバー等の変形、損傷、脱落、腐食等の有無を点検

する。 

② 発電機巻線部及び導電部周辺に付着したほこり、油脂等による汚損の有無を点

検し、乾燥状態にあることを確認する。 

③ 接地線の断線、亀裂及び接続部の緩みの有無を点検する。 

④ 軸受等の潤滑状況の良否、変質及び汚損の有無を点検する。 

（２）盤類 

発電機盤、盤本体、内部配線等 

①  盤本体、扉、ちょう番等の損傷、発錆、変色、変形、腐食等の有無を点検する。 

また、扉の開閉が確実に行えることを確認する。 

②  母線及び制御用、操作用、表示用等の配線腐食、損傷、過熱、塵埃の付着、断

線等の有無を点検し、塵埃の付着等がある場合は清掃する。 

なお、過熱がある場合は原因を調査する。 

③  主回路端子部、補機回路端子部、検出部端子等の接続部分及びクランプ類に腐

食、損傷、過熱による変色の有無を点検し、接続部緩みの増締めを行う。 

④  がいし類、その他の支持物に腐食、損傷、変形等の有無を点検し、ボルト等締

付部緩みの増締めを行う。 
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⑤  接地線の断線、腐食及び接続部の損傷等の有無を点検し、ボルト等締付部緩み

の増締めを行う。 

⑥  スペースヒータ及び回路の断線、過熱等の有無を点検する。 

なお、容易に接続できる箇所の断線は接続する。 

（３）盤内機器 

電圧調整装置（ＡＶＲ）の変形、損傷、腐食、塵埃の付着、過熱及び接触不良の有

無を点検し、塵埃の付着がある場合は清掃する。なお、過熱等がある場合は原因を

調査する。 

（４）交流遮断器 

①  各機構部の損傷、腐食、過熱、錆、変形等の異常の有無を点検する。 

    なお、過熱がある場合は原因を調査する。 

②  各締付（ボルト、端子等）緩み及び本体の汚れの有無を目視及び手触により点

検し、緩みの増締めを行う。また、汚れのある場合は清掃し潤滑油を塗布する。 

③  操作機構の手動又は電動による入・切操作、作動及びマイクロスイッチの復帰

機能の良否を点検する。 

④  接地線の損傷、断線及び変色の有無を点検し、変色の異常があれば原因を調査

する。 

⑤  支持絶縁物、隔離板の損傷、変形及び遮断部の汚れの有無を点検する。 

  締付ボルト緩みの増締めを行い、汚れがある場合は清掃する。 

⑥  内部操作機構（スプリング、スプリングストローク及び接合部）の損傷、変形、

錆等の有無を点検し、錆がある場合は錆落としを行う。 

    また、引外自由試験をする。 

⑦  補助開閉器の作動の良否を確認する。 

⑧  遮断器投入・開極時間を測定し規定時間内にあることを確認する。 

⑨  絶縁抵抗測定は、主導電部と大地間を１、０００Ｖ絶縁抵抗計で測定し、１０

０メグオーム以上あることを確認する。 

⑩  制御回路と大地間を５００Ｖ絶縁抵抗計で測定し、１メグオーム以上あること

を確認する。 

（５）指示計器、表示操作、保護継電器 

①  各指示計器の零点調整を行う。 

②  シーケンス試験（インタロック試験、保護継電器との連動試験及び総合作動試

験）を図面に基づいて行う。 

③  保護継電器等の故障検出を作動（トリップ、ベル、ブザー）させて警報及び故

障表示の確認を行う。 

④  保護継電器（補助継電器を含む）の汚れ、錆及び損傷の有無を点検し、端子緩

みの増締めを行い、汚れ等がある場合は清掃する。 
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⑤  保護継電器内部（コイル内部、配線、部品）の汚れ、損傷の有無を点検し、端

子及びボルト緩みの増締めを行う。汚れがある場合は清掃する。 

⑥  保護継電器の試験は、製造者の示す動作特性試験点で行い、継電器単体の良否

を判定する（２回測定し平均値をとる）。 

また、系統に要求される条件を満足するよう整定し、下記により測定する。 

＊  過電流継電器は、整定値に対する動作時間を制定し、保護協調が完全である事

を確認する。また、電流整定タップの 200％、300％、500％の電流を通電した

時の動作時間を測定する。 

＊  不足電圧継電器は、整定値に対する動作値、動作時間を測定する。また、電圧

整定タップの 80％に急変した時の動作時間を測定する。 

＊  過電圧継電器は、整定値に対する動作値、動作時間を測定する。また、電圧整

定タップの 130％の電圧を印加した時の動作時間を測定する。 

＊  地絡過電圧継電器は、整定タップ 30％に対する動作電圧を測定する。 

＊  電力継電器は、整定タップ 50％に対する最小動作値を測定する。 

（６）配線用遮断器等の開閉器類（電磁接触器） 

①  端子部の汚損、腐食等の有無及び接続方法を点検し、締付部緩みの増締めを行

う。 

②  開閉機構を開閉操作等により点検する。 

③  絶縁抵抗測定は、電源負荷側において、下記により行う。 

  各端子相互間、各端子と大地間５００Ｖ絶縁抵抗計で測定し、５メグオーム以上

あることを確認する。 

（７）計器用変成器 

①  外部の汚れ、亀裂、変形及び変色の有無を点検し、異常変色がある場合は原因

を調査する。また、ボルトの緩みの増締めを行い、端子部又は鉄心に錆、汚れ等

がある場合は清掃する。 

②  絶縁抵抗測定は、低圧巻線と大地間及び低圧巻線相互間を５００Ｖ絶縁抵抗計

で測定し、２メグオーム以上あることを確認する。 

（８）ヒューズ類 

①  ヒューズに溶断、損傷等の有無を点検する。 

②  規定の種類及び容量のものが使用されていることを確認する。 

（９）自動始動盤 

盤本体、内部配線等 

①  盤本体、扉、ちょう番等の損傷、発錆、変色、変形、腐食等の有無を点検する。

また、扉の開閉が確実に行えることを確認する。 

②  母線及び制御用、操作用、表示用等の配線腐食、損傷、過熱、塵埃の付着、断

線等の有無を点検し、塵埃の付着等がある場合は清掃する。 
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なお、過熱がある場合は原因を調査する。 

③  主回路端子部、補機回路端子部、検出部端子等の接続部分及びクランプ類に腐

食、損傷、過熱による変色の有無を点検し、接続部緩みの増締めを行う。 

④  がいし類、その他の支持物に腐食、損傷、変形等の有無を点検し、ボルト等締

付部緩みの増締めを行う。 

⑤  接地線の断線、腐食及び接続部の損傷等の有無を点検し、ボルト等締付部緩み

の増締めを行う。 

⑥  スペースヒータ及び回路の断線、過熱等の有無を点検する。なお、容易に接続

できる箇所の断線は接続する。 

（10）同期検定盤 

① 盤本体、内部配線等 

イ  盤本体、扉、ちょう番等の損傷、発錆、変色、変形、腐食等の有無を点検する。 

また、扉の開閉が確実に行えることを確認する。 

ロ  母線及び制御用、操作用、表示用等の配線腐食、損傷、過熱、塵埃の付着、断

線等の有無を点検し、塵埃の付着等がある場合は清掃する。なお、過熱がある場

合は原因を調査する。 

ハ  主回路端子部、補機回路端子部、検出部端子等の接続部分及びクランプ類に腐

食、損傷、過熱による変色の有無を点検し、接続部緩みの増締めを行う。 

ニ  がいし類、その他の支持物に腐食、損傷、変形等の有無を点検し、ボルト等締

付部緩みの増締めを行う。 

ホ  接地線の断線、腐食及び接続部の損傷等の有無を点検し、ボルト等締付部緩み

の増締めを行う。 

ヘ  スペースヒータ及び回路の断線、過熱等の有無を点検する。なお、容易に接続

できる箇所の断線は接続する。 

② 制御回路部 

イ  補機用電源スイッチ（始動電動機、充電装置、空気圧縮機、室内換気装置燃料

移送ポンプ等）の操作及び取付状態の良否並びに汚損、破損、腐食過熱、異常音、

異常振動等の有無を点検する。 

ロ  補機運転用検出スイッチを短絡又は開放して、自動運転ができることを、確認

する。 

（11）直流電源盤（整流装置） 

① 表示灯類の点灯状態を点検する。 

② 操作、切替スイッチ等の状態を点検する。 

③ 蓄電池の損傷、液漏れ、汚損等の有無を点検する。 

④ 蓄電池のセル電圧の確認、総出力電圧の確認をする。 
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７ 提出書類 

（１）受託者は、作業申請及び駐車願を事前に委託者へ提出しなければならない。 

（２）受託者は、作業当日の作業前と作業後には、委託者にその旨報告しなければなら

ない。 

（３）当日の作業後には、必要事項を記入した作業日報を委託者に提出しなければなら

ない。 

（４）実施報告書については、以下の部数を提出すること。 

① 紙媒体        ２部 

② 電子媒体（ＣＤ－Ｒ） １枚  

（５）各作業工程において、作業過程ごとの写真を、実施報告書に添付しなければなら

ない。 

なお、写真はデータ（上記②）としても１部提出しなければならない。 

（６）点検作業最終日から２０日以内に全ての作業報告書を添付書類も含めて委託者に

提出しなければならない。 

 

８ その他特記事項 

（１）作業に当たっては、建物の床、壁、機器等を損傷し、又は支障を及ぼさないよう

事前に養生等行う。 

（２）作業が終了したときには、養生材、工具、資機材及び発生材等を撤去し、必要に

応じて建物の床、壁、機器等を清掃すること。 

（３）点検の結果、機能に異常又は劣化等がある場合には、とるべき必要な措置を実施

報告書に記載すること。 

（４）この業務委託に使用する器具及び消耗機材は、受託者の負担とし、良質かつ適正

なものを使用すること。 

（５）作業工程において、受託者は庁舎管理者と打ち合わせを行い、円滑に作業を進め

ること。特に屋内の清掃に関しては作業時間の指定もあり得ますので、注意するこ

と。 

（６）作業日程の変更及び行程の変更等が生じた場合は、事前に委託者と協議し委託者

の了解を得ること。 

（７）本仕様書の条項に疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない条項に関しては、

委託者と協議の上決定する。 
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（２）－ク 

１ 件名 照明制御装置保守点検業務 

 
２ 委託場所 

東京都練馬区上石神井４－８－４  
厚生労働省上石神井庁舎（電算棟） 
 

３ 履行日時 

年１回。厚生労働省と調整の上、決定する。（１～２月の１日を予定。） 

 
４ 業務内容 

受託者は、当該機器に対し点検、清掃及び調整等を行い、機器の正常な稼働に必要とされ

る場合には、部品交換等を実施するものとする。 
 
５ 対象機器 

照明監視装置・・・ＴＯＴＡＬＩＮＫ－Ｌ１０ 

 
６ 点検内容 

（１）基本点検（機能外観） 
・電源部   

① 一次供給電源の電圧測定 
       ② 二次電源の電圧測定 
             中央処理装置用   ５Ｖ 
             電送信号用    ２４Ｖ 
       ③ 清掃、増し締め 
・操作部   

②  個別発停操作確認 
       ② ＬＣＤ画面から操作、動作確認 
       ③ 設定変更操作、スケジュール、グループ等の設定変更動作確認 
       ④ テンキー、タッチパネル操作確認 
       ⑤ 清掃、増し締め 
 ・中央処理装置（ＣＰＵ） 

① 清掃、増し締め 
       ② 動作表示の確認 
       ③ ＣＰＵボードのＬＥＤ表示確認 
       ④ 通信ボード（ＲＳ２３２－Ｃ）のＬＥＤ表示確認 
       ⑤ 伝送ボードのＬＥＤ確認 
 ・制御ユニット（個別、グループ） 

① 清掃、増し締め 
② 表示ＬＥＤ点灯確認 
③ 警報時動作確認 

 ・フロッピイーデイスクドライブ 
① 清掃、ＦＤＤクリーナー使用 
② データのバックアップし確認 

・メッセージプリンター（パネルタイプ） 
① 清掃 
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② テスト印字及び警報試験印字確認 
（２）機能点検 

・監視機能 
① 警報履歴確認（主にシステム異常の確認） 
② 最新データ保存、Ｉ／Ｏデータ・設定データ 

 

７ 提出書類 

（１）受託者は、作業申請及び駐車願を事前に委託者へ提出しなければならない。 
（２）受託者は、作業当日の作業前と作業後には委託者にその旨報告しなければならない。 
（３）当日の作業後には、必要事項を記入した作業日報を委託者に提出しなければならない。 
（４）実施報告書については、以下の部数を提出すること。 
    ① 紙媒体        ２部 

② 電子媒体（ＣＤ－Ｒ） １枚  
（５）各作業工程において、作業過程ごとの写真を、工事報告書に添付しなければならない。

なお、写真はデータ（上記②）としても１部提出しなければならない。 
（６）点検作業最終日から２０日以内に全ての作業報告書を添付書類も含めて委託者に提出し

なければならない。 
 
８ その他 

（１）受託者は、当該業務請負に際して知り得たいかなる情報についても、厚生労働省の同意

無く第三者に開示し又は他の目的に使用してはならない。 
（２）当該仕様書に記載のない事項については、厚生労働省と受託者協議のうえ定めることと

する。 
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